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家  内  労  働  の  現  状 

 

 

厚生労働省では、委託状況届等を基に各都道府県労働局が把握した家内労働者数等家

内労働の概況について毎年 10 月時点の状況を取りまとめ、家内労働対策の基礎資料と

しています。 

令和６年度の調査結果から、家内労働の現状をみると次のようになります。 

 

 

１ 家内労働従事者（第１表） 

  令和６年 10 月 1 日現在、家内労働に従事する者の総数は 91,266 人で、その内訳を

みると、製造業者や販売業者から委託を受け、主として自宅で物品の製造、加工等に

従事している家内労働者は 88,332 人、また、家内労働者の同居の親族であって、家内

労働者とともに仕事に従事している補助者は 2,934 人となっています。 

 

２ 家内労働者 

（1）推移（第１表）                           

家内労働法が制定された昭和 45 年度以降の家内労働者数の推移をみると、昭和 48

年度の 1,844,400 人がピークでしたが、令和６年度は 88,332 人となっています。 

 

（2）男女別（第１表） 

家内労働者数を男女別にみると、男性が 10,020 人であるのに対し、女性は 78,312

人と全体の 88.7％を占めています。 

 

（3）類型別（第１表）                                            

家内労働者数を類型別にみると、家庭の主婦などが従事する内職的家内労働者が

82,997 人で全体の 94.0％と大部分を占め、世帯主が本業として従事する専業的家内

労働者は 3,058 人（3.5％）、農業や漁業の従事者等が本業の合間に従事する副業的

家内労働者は 2,277 人（2.6％）となっています。 

 

（4）業種別（第２表） 

家内労働者数を業種別でみると、貴金属製造、がん具花火製造などの「その他（雑

貨等）」を除くと、衣服の縫製、ニットの編立てなどの「繊維工業」が 20,432 人 (23.1

％）と最も多く、次いでコネクター差しなどの「電気機械器具製造業」が 10,722 人

(12.1％)となっています。 

 

（5）都道府県別（第３表） 

家内労働者数を都道府県別にみると、東京都が 7,833 人と最も多く、次いで愛知県

が 6,482 人、大阪府が 6,144 人となっています。 
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（6）危険有害業務に従事する家内労働従事者数（第４表） 

危険有害業務に従事する家内労働従事者数は 7,279 人で、家内労働従事者数に占め

る割合は 8.0％となっています。 

業務の種類別にみると、動力ミシンやニット編み機など「動力により駆動される機

械を使用する作業」が 5,341 人と最も多く、危険有害業務に従事する家内労働従事者

全体の 73.4％を占めています。 

 

３ 委託者 

（1）委託者数（第５表） 

令和６年 10 月 1 日現在の委託者数は 6,481 で、その内訳をみると、製造又は販売

業者が 6,135、製造又は販売業者から製造、加工等を請負い、これを家内労働者に委

託する請負業者が 346 となっています。 

 

（2）業種別（第５表） 

委託者数を業種別でみると、「繊維工業」が 2,156(33.3％）と最も多く、「その他

（雑貨等）」を除くと、次いで「電気機械器具製造業」が 706(10.9％)となっていま

す。 

 

（3）１委託者当たりの平均家内労働者数（第５表） 

１委託者当たりの平均家内労働者数は 13.6 人で、業種別にみると、「ゴム製品製

造業」が 21.5 人と最も多く、「その他（雑貨等）」を除くと、次いで「紙・紙加工品

製造業」が 17.6 人となっているのに対し、「皮革製品製造業」は 8.6 人と最も少な

くなっています。 

 

４ 代理人 

（1）代理人数（第５表） 

    委託者は、多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合に、自らが直接家内労

働者に原材料や製品の運搬、工賃の支払い等を行うことが距離的、時間的に難しいこ

とから、これらの業務を行わせるため、家内労働者との間に代理人を置いていること

がありますが、その数は令和６年 10 月 1 日現在 365 人となっています。 

 

（2）業種別（第５表） 

    代理人数を業種別にみると、「その他（雑貨等）」を除くと、「繊維工業」が 56 人

(15.3％)と最も多く、次いで「電器機械器具製造業」が 29 人（7.9％）、「ゴム製品

製造業」が 23 人（6.3％）、となっています。 
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第１表　家内労働従事者数、家内労働者数、補助者数及び委託者数の推移

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2,017,100 2,041,200 1,725,700 1,415,500 1,223,200 951,800 576,701 347,084 216,625 141,131 114,655 108,539 100,462 98,339 98,035 91,266

( 0.2%) (△ 5.9%) (△ 1.9%) (△ 3.2%) (△ 6.0%) (△ 12.3%) (△ 9.2%) (△ 4.4%) (△ 7.1%) (△ 2.1%) ( 0.2%) (△ 7.4%) (△ 9.4%) (△ 2.4%) (△ 6.9%)

1,811,200 1,844,400 1,563,700 1,313,900 1,149,000 903,400 549,585 331,831 207,142 136,289 111,038 105,301 97,122 95,108 94,262 88,332
( 0.2%) (△ 5.5%) (△ 2.1%) (△ 3.2%) (△ 5.7%) (△ 12.3%) (△ 9.1%) (△ 4.2%) (△ 6.1%) (△ 1.8%) ( 0.2%) (△ 7.8%) (△ 9.7%) (△ 2.9%) (△ 6.3%)

139,500 136,600 125,200 101,900 78,100 58,500 36,443 23,888 18,758 13,191 11,840 11,220 11,146 11,141 10,397 10,020
[ 7.7%] [ 7.4%] [ 8.0%] [ 7.8%] [ 6.8%] [ 6.5%] [ 6.6%] [ 7.2%] [ 9.1%] [ 9.7%] [ 10.7%] [ 10.7%] [ 11.5%] [ 11.7%] [ 11.0%] [ 11.3%]

1,671,700 1,707,800 1,438,500 1,212,000 1,070,900 844,800 513,142 307,943 188,384 123,098 99,198 94,081 85,976 83,967 83,865 78,312
[ 92.3%] [ 92.6%] [ 92.0%] [ 92.2%] [ 93.2%] [ 93.5%] [ 93.4%] [ 92.8%] [ 90.9%] [ 90.3%] [ 89.3%] [ 89.3%] [ 88.5%] [ 88.3%] [ 89.0%] [ 88.7%]

171,000 171,000 134,800 101,400 76,200 50,400 31,848 16,914 10,813 5,900 5,343 4,905 4,512 4,308 4,232 3,058
[ 9.4%] [ 9.3%] [ 8.6%] [ 7.7%] [ 6.6%] [ 5.6%] [ 5.8%] [ 5.1%] [ 5.2%] [ 4.3%] [ 4.8%] [ 4.7%] [ 4.6%] [ 4.5%] [ 4.5%] [ 3.5%]

1,597,200 1,633,600 1,393,800 1,189,500 1,058,500 843,500 512,900 311,835 193,778 129,577 104,929 99,244 91,508 89,278 88,523 82,997
[ 88.2%] [ 88.6%] [ 89.1%] [ 90.5%] [ 92.1%] [ 93.4%] [ 93.3%] [ 94.0%] [ 93.6%] [ 95.1%] [ 94.5%] [ 94.2%] [ 94.2%] [ 93.9%] [ 93.9%] [ 94.0%]

43,000 39,800 35,100 23,000 14,300 9,400 4,837 3,082 2,551 812 766 1,152 1,102 1,522 1,507 2,277
[ 2.4%] [ 2.2%] [ 2.2%] [ 1.8%] [ 1.2%] [ 1.0%] [ 0.9%] [ 0.9%] [ 1.2%] [ 0.6%] [ 0.7%] [ 1.1%] [ 1.1%] [ 1.6%] [ 1.6%] [ 2.6%]

205,900 196,800 162,000 101,600 74,200 48,400 27,116 15,253 9,483 4,842 3,617 3,238 3,340 3,231 3,773 2,934

113,100 110,900 106,100 90,100 80,600 59,800 38,538 24,116 15,010 10,447 7,760 7,500 7,139 7,017 6,869 6,481

「家内労働従事者数」は、「家内労働者数」と「補助者数」の合計をいう。

[  ]は、性及び類型別の構成比である。

昭和45年から平成2年までの数値は下2桁で四捨五入してあるため、内訳の数値を積み上げた数値は、合計の数値と一致しない場合がある。

22年 5年 6年

注2：

注3：

家内労働
従事者数

（対前年比率）
家内労働

者   数
（対前年比率）

性
別

男
性

女
性

類
型
別

専
業

内
職

27年 令和２年 ３年 ４年

副
業

補 助 者 数

委 託 者 数

注1：

平成2年 7年 12年 17年
区   分

昭和45年 48年 50年 55年 60年
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第２表　業種別家内労働者数及び主な家内労働業務

人 人 ％
94,262 88,332 △ 6.3

100% 100%

1,514 1,375 △ 9.2
1.6% 1.6%

21,204 20,432 △ 3.6
22.5% 23.1%

1,019 939 △ 7.9
1.1% 1.1%

6,087 5,866 △ 3.6
6.5% 6.6%

2,610 2,599 △ 0.4
2.8% 2.9%

5,625 5,373 △ 4.5
6.0% 6.1%

1,688 1,510 △ 10.5
1.8% 1.7%

726 665 △ 8.4
0.8% 0.8%

3,251 3,031 △ 6.8
3.4% 3.4%

4,127 3,749 △ 9.2
4.4% 4.2%

12,139 10,722 △ 11.7
12.9% 12.1%

496 409 △ 17.5
0.5% 0.5%

5,658 5,158 △ 8.8
6.0% 5.8%

28,118 26,504 △ 5.7
29.8% 30.0%

機械器具等製造業 自動車部品組立、航空機部品組立

その他（雑貨等）
貴金属製造、がん具花火製造、眼鏡枠加工・研磨・組立、釣針の糸結び・仕掛け、毛
筆・画筆の穂首つくり、事務用品製造

電気機械器具製造業
コネクター差し、チューブ通し、キャップ通し、シールド線の端末加工、コンデンサー
の検査、コイル巻き、ワイヤーハーネス組立

情報通信機械器具製造業 携帯電話部品の組立・検査・包装、ケーブル端末加工、カーナビ組立

金属製品製造業 洋食器研磨、作業工具研磨、刃物研磨、金属プレス加工、鍵部品加工、鋸の目立て

電子部品・デバイス製造業 電子部品の組立・検査

皮革製品製造業 革靴の製甲・底付け、革手袋の火のし、鞄の糊付け加工

窯業・土石製品製造業 陶磁器の生地製造・上絵付け・焼成・転写貼り・鋳込み

印刷・同関連及び出版業 製本、ワープロ入力、文字校正、チラシ袋詰め、加除式追録の編集

ゴム製品製造業 ゴム製履物の部品貼合せ、ゴム製品のバリ取り

木材・木製品、家具・装備品製造業 塗箸加工、仏壇加工、桜皮の張付け・加工、額縁製造、ブラインド組立

紙・紙加工品製造業
紙箱の組立、封筒糊付け、紙袋の張り・ひも付け、ショッピング袋の口芯入れ・ひも付
け、ティッシュペーパーの詰合せ

食料品製造業 貝の加工、昆布巻き、食品の袋詰め・シール貼り

繊維工業
衣服の縫製、ニット編立て、撚糸製造、絹糸等による織布、ミシン縫製、裁縫、布団の
綿入れ、タオルのヘム加工

主な家内労働業務

総数

業     種 令和5年 令和6年 対前年比減少率
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第３表　都道府県別家内労働従事者数、家内労働者数、補助者数、委託者数及び代理人数

家内労働者数 補助者数
人 人 人 人

全 国 91,266 88,332 2,934 6,481 365
北 海 道 847 828 19 78 0
青 森 県 713 710 3 62 0
岩 手 県 1,024 1,011 13 96 2
宮 城 県 907 889 18 96 0
秋 田 県 1,141 1,108 33 117 0
山 形 県 1,465 1,439 26 145 2
福 島 県 1,681 1,660 21 155 14
茨 城 県 1,966 1,942 24 139 31
栃 木 県 784 763 21 86 1
群 馬 県 3,555 3,273 282 209 9
埼 玉 県 4,030 3,954 76 279 14
千 葉 県 1,683 1,635 48 124 2
東 京 都 8,037 7,833 204 743 4
神 奈 川 県 1,268 1,256 12 74 2
新 潟 県 2,423 2,319 104 190 4
富 山 県 1,055 1,006 49 104 27
石 川 県 1,421 1,380 41 134 0
福 井 県 1,326 1,295 31 138 1
山 梨 県 1,326 1,299 27 158 0
長 野 県 3,030 2,959 71 211 0
岐 阜 県 1,883 1,732 151 147 1
静 岡 県 5,794 5,628 166 253 71
愛 知 県 6,735 6,482 253 342 25
三 重 県 2,675 2,556 119 120 0
滋 賀 県 3,058 3,016 42 166 5
京 都 府 2,931 2,869 62 181 6
大 阪 府 6,342 6,144 198 376 38
兵 庫 県 3,366 3,073 293 166 3
奈 良 県 1,934 1,882 52 143 10
和 歌 山 県 637 490 147 33 14
鳥 取 県 883 869 14 82 5
島 根 県 636 614 22 85 4
岡 山 県 2,570 2,504 66 129 1
広 島 県 1,832 1,781 51 120 31
山 口 県 889 887 2 73 3
徳 島 県 503 499 4 40 18
香 川 県 1,058 1,016 42 90 11
愛 媛 県 1,950 1,922 28 117 0
高 知 県 520 506 14 34 3
福 岡 県 1344 1319 25 100 0
佐 賀 県 795 782 13 81 0
長 崎 県 177 177 0 27 0
熊 本 県 1,000 988 12 92 0
大 分 県 413 411 2 24 0
宮 崎 県 842 818 24 61 2
鹿 児 島 県 590 581 9 42 1
沖 縄 県 227 227 0 19 0

都道府県
家内労働
従事者数

委託者数 代理人数
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第４表　危険有害業務の種類、性別及び類型別危険有害業務に従事する家内労働従事者数

男 女 専業 内職 副業
人 人 人 人 人 人

7,279 1,475 5,804 1,191 6,002 86

(394) (95) (297) (133) (249) (10)

100.0% 20.3% 79.7% 16.4% 82.5% 1.2%

480 246 234 224 252 4

(52) (12) (40) (39) (13) (0)

100.0% 51.3% 48.8% 46.7% 52.5% 0.8%

700 298 402 176 495 29

(54) (4) (50) (22) (29) (3)

100.0% 42.6% 57.4% 25.1% 70.7% 4.1%

214 42 172 18 193 3

(2) (1) (1) (1) (0) (1)

100.0% 19.6% 80.4% 8.4% 90.2% 1.4%

326 248 78 242 78 6

(54) (9) (45) (33) (20) (1)

100.0% 76.1% 23.9% 74.2% 23.9% 1.8%

5,341 705 4,636 666 4,629 46

(194) (35) (159) (56) (133) (5)

100.0% 13.2% 86.8% 12.5% 86.7% 0.9%

8 6 2 7 0 1

(1) (1) (0) (1) (0) (0)

100.0% 75.0% 25.0% 87.5% 0.0% 12.5%

353 54 299 0 353 0

(57) (38) (19) (0) (57) (0)

100.0% 15.3% 84.7% 0.0% 100.0% 0.0%

50 26 24 31 19 0

(6) (1) (5) (6) (0) (0)

100.0% 52.0% 48.0% 62.0% 38.0% 0.0%

注1：　２種類以上の危険有害業務に従事する者はそれぞれの作業毎に1人として計上した。

　　　　但し、総数は実人数であるため、危険有害業務の内訳を積み上げた数値は、総数と一致しない場合がある。

注2：　(　)は、補助者数（内数）である。

総数

危険有害業務の種類

危険有害業務に従事する家内労働従事者数

総数 性別 類型別

⑦火薬類を使用する作業
(例：花火製造)

上記①から⑦までの作業を除く危険有害作業

①プレス機、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライ
ス盤を使用する作業

②有機溶剤または有機溶剤含有物を使用する作業
(例：有機溶剤を取り扱う人形の製造、有機溶剤を使用して金属を脱
脂・洗浄する作業)

③鉛又は鉛化合物を使用する作業
(例：鉛を取り扱う電気機械・車両用配線作業)

④土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを発散する作業
(例：い草加工、ガラス製造、炭素製品製造)

⑤動力により駆動される機械を使用する作業
(例：ニット編み機、レース編み機、動力ミシン等を取り扱う作業)

⑥木工機械を使用する作業
(例：家具製造、人形製造)

6



第５表　業種別委託者数、代理人数及び１委託者当たりの平均家内労働者数

人 人
総数 6,481 6,135 346 365 13.6

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

食料品製造業 110 110 0 1 12.5
1.7% 1.8% 0.0% 0.3%

繊維工業 2,156 2,003 153 56 9.5
33.3% 32.6% 44.2% 15.3%

木材・木製品、家具・装備品製造業 63 63 0 2 14.9
1.0% 1.0% 0.0% 0.5%

紙・紙加工品製造業 334 328 6 21 17.6
5.2% 5.3% 1.7% 5.8%

印刷・同関連及び出版業 167 158 9 21 16.1
2.6% 2.6% 2.6% 5.8%

ゴム製品製造業 250 240 10 23 21.5
3.9% 3.9% 2.9% 6.3%

皮革製品製造業 176 170 6 11 8.6
2.7% 2.8% 1.7% 3.0%

窯業・土石製品製造業 71 71 0 0 9.4
1.1% 1.2% 0.0% 0.0%

金属製品製造業 310 303 7 2 9.8
4.8% 4.9% 2.0% 0.5%

電子部品・デバイス製造業 345 327 18 22 10.9
5.3% 5.3% 5.2% 6.0%

電気機械器具製造業 706 660 46 29 15.2
10.9% 10.8% 13.3% 7.9%

情報通信機械器具製造業 40 35 5 11 10.2
0.6% 0.6% 1.4% 3.0%

機械器具等製造業 388 364 24 2 13.3
6.0% 5.9% 6.9% 0.5%

その他（雑貨等） 1,365 1,303 62 164 19.4
21.1% 21.2% 17.9% 44.9%

業     種

委託者数

代理人数
１委託者当たりの
平均家内労働者数総数

製造・販
売業者

請負業者
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【全業種】 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

191 189 156 162 160 141 132 170 157 158 141

2,319 2,142 1,830 1,995 1,808 1,558 1,199 1,549 1,531 1,326 1,299

【全業種】 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06

7,760 7,516 7,499 7,654 7,328 7,500 7,139 7,017 6,869 6,481

114,655 110,989 111,616 114,511 108,293 108,539 100,462 98,339 98,035 91,266

資料出所：家内労働概況調査

委 託 者 数
( 山 梨 )

家 内 労 働
従 事 者 数
( 山 梨 )
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（ 全 国 ）
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従 事 者 数
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【電気機械器具】 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

32 37 30 29 39 43 31 35 37 37 39

246 230 227 227 239 246 145 238 158 123 227

資料出所：家内労働概況調査

委託者数
（電気機械器具）

家内労働
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R7.4.30

S59.1. 7

H 2.4. 5

S48.2.27

山梨労働局

R6.4.17

第１５次最低工賃新設・改正計画

(２０２５年４月から２０２８年３月)

２０２６年度

（改正）

（改正）

（改正）

電気機械器具製造業最低工賃

婦人服製造業最低工賃

貴金属製品製造業最低工賃

計画年度 最低工賃件名
前回改正
年月日

制  定
年月日

２０２５年度
(２０２７年度）

２０２６年度

R5.4.22
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１ 適用する家内労働者 

山梨県内で、電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に電気機械器具製造業に係る業務を委託する委託者 

３ 最低工賃額 

下表のとおり 
 

 

４ 効力発生の日 
令和５年４月２２日 

 

  

品 目 工 程 規 格 金  額 

ビ ニ ル 線 端末加工 
より及び予備

はんだ付け 

しん線の断面積が 

０.３平方ミリメートル以上 

２.０平方ミリメートル以下 

のもの 

５９ 

銭／１か所 

コ イ ル 
からげ 

１か所につき､ 

４回以内からげて切るものに限る 

線径０.３ミリメートル以上

１．２ミリメートル以下のもの 

８９ 

銭／１か所 

コネクター 

差 し 

リード線の端末に取り付けら 

れた端子をコネクターに差し 

込むことをいう 

 

５６ 

銭／１端子 

山梨県電気機械器具製造業最低工賃 
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

ビニル線工程 

１ ビニル線の被覆をむく 

 

 

 

２ しん線がばらける 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ばらけたしん線をよる 

 

 

 

４ 予備はんだ付け 

 

 

 

 

 

 

 

５ 予備はんだ付けされたビニル線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下線部が最低工賃の該当工程  
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

コイル工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅線の両端（コイルの巻き始めと巻き終わり）を、足の部分に線をからげる工程。 
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

コネクター工程 

 

１ 端子が取り付けられているリード線の端末 

 

 

 

 

 

 

 

２ 端子をコネクターに差し込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ コネクターの部品          ４ コネクターの利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下線部が最低工賃の該当工程 
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山梨労働局

7年度
H08.02

10年度
H11.02

13年度
H14.04

16年度
H17.02

19年度 22年度 H25年度
28年度
H29.05

R２年度
R02.12

R４年度
R05.04

R7年度

差し 58銭 62銭 64銭 － － － － － － － -

差し及び曲
げ

87銭 93銭 93銭 － － － － － － － -

差し、曲げ
及び切り

1円21銭 1円29銭 1円32銭 － － － － － － － -

所定の箇所
に載せては
んだ付け

両端につい
て行うもの

1円42銭 1円51銭 1円55銭 － － － － － － － -

集積回路(大
規模集積回路
及び超大規模
集積回路を除
く。)の取り
付け

差し 1円40銭 1円49銭 1円49銭 － － － － － － － -

被覆はぎ 38銭 41銭 － － － － － － － － -

被覆はぎ、よ
り及び予備は
んだ付け

77銭 82銭 － － － － － － － － -

より及び予備
はんだ付け

－ － 46銭 46銭 50銭 54銭 59銭

コイル
線 径 0.3mm

以 上 1.2mm

以下のもの
65銭 69銭 71銭 71銭 77銭 83銭 89銭

コネクター 36銭 39銭 40銭 43銭 47銭 51銭 56銭

山梨県電気機械器具製造業最低工賃の推移

見送り
からげ(1か所につき、４回
以内からげて切るものに限
る。)

差し(リード線の端末に取り付
けられた端子をコネクターに
差し込むことをいう。）

品　　目 行　　　　程 規　　格

プリント基
板

部品(集積回
路を除く。)

の取り付け

２本のリー
ド線につい
て行うもの

改正年月

ビニル線

端末加工(手
工具を用いて
行うものに限
る。)

しん線の断
面積が0.3m

㎡以上2.0m㎡
以下のもの
であって、
１行程で被
覆はぎが行
えるもの

見送り 見送り
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【リード線】 R07.11.14現在

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

神奈川

端末加工
（表面の絶縁被覆部分がはぎ取り
済みとなっているリード線の一端に
ついて、内部の導線部分をよじり、
はんだ付けすることをいう）

10㎝以上の長さのリード線について
行うもの

50銭
/1か所
(＋33銭)

H30.4.26
(H18.3.29)

【シールド線】

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

青森

端末加工
（シールド線をよじり、かつ、芯線を
むき出し、よじり、ハンダ付けを行う
ことをいう）

518円91銭
/100本
(＋36円52
銭)

R5.5.1
（R3.5.1）

宮城

端末加工
（表面の絶縁被覆部分がはぎ取り
済みとなっているシールド線の一
端について、アース線をより分けて
よじり、芯線の絶縁被覆をはぎ取っ
た後、当該アース線及びシールド
線の端末をはんだ付けすることを
いう）

１芯のものについて行うもの
2円04銭
/1か所
(＋26銭)

R7.6.27
（R4.4.15）

群馬

両端末加工
（絶縁被覆部分が剥ぎ取り済みと
なっているシールド線の両端につ
いて、アース線をより分け、よじり、
かつ、アース線及びしん線の両端
末をはんだ付けすることをいう）

2芯で、かつ、6センチメートル以上
のもの

5円
/1本
（＋28銭）

R7.7.17
（H25.5.15)

東京

端末加工
（表面の絶縁被覆部分がはぎ取り
済みとなっているシールド線の一
端について、アース線をより分けて
よじり、しん線の絶縁被覆をはぎ
取った後、当該アース線及びしん
線の端末をはんだ付けすることを
いう）

１しんで、かつ、15センチメートル以
上の長さのシールド線について行う
もの

5円46銭
/1か所
(＋43銭)

R7.8.2
（R4.12.24）

【コイル】

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

岩手

品目：電子部品（印刷回路基盤に
用いるのもに限る。）

コイルのからげ

線径0.05ミリメートル以上0.2ミリメー
トル以下の導線を端子2本にそれぞ
れ2回からげるもの

1円90銭/1
個
（+6銭）

R7.6.1
（R3.6.1)

秋田
からげ（コイルのリード線を、コイル
のピンにからげる）

150円73銭
/100個
（＋99銭）

H18.3.15
（H14.2.6)

通信機器
用部分品
製造業

長野 からげ（手作業で行うものに限る）
線径が0.05ミリメートル以上0.2ミリ
メートル以下で2回以上からげるも
の

1円95銭
/1個
（＋34銭）

R6.4.25
（H19.9.28)

他都県の近似最低工賃の状況
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【コネクター】

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

自動車用で、電線の長さが2メート
ル以下のもの

37銭/1端子

自動車用以外のもので、電線の長
さが2メートル以下のもの

32銭/1端子
（+１銭）

シールド線について行うもの
61銭/1ピン
(＋8銭)

リード線について行うもの
47銭/1ピン
(＋6銭)

福島 コネクター差し
電線の端末に付けられた端子をコ
ネクターに差し込む

36銭/1端子
(＋4銭)

R5.5.1
(R2.9.1)

令和2年度
に工程をカ
プラーから
コネクター
に改正

茨城

リード線又はシールド線
端子加工（リード線又はシールド線
の端子をハウジング（カプラー又は
コネクター）に差し込むことをい
う。）

55銭/1ピン
（＋7銭）

R7.9.1
（R4.11.1）

栃木
差し（電線の端末に取り付けられた
端子をコネクターに差し込むことを
いう）

リード線について行うもの
55銭/1ピン
（+4銭）

R7.9.1
（R6.5.20）

群馬

差し（コネクターの色別指定の位置
にリード線又はシールド線の端末
に取り付けられた端子を差し込む
ことをいう）

2ピン以上10ピン以下のもの
61銭/1ピン
（＋3銭）

R7.7.17
（H25.5.15)

東京
差し（リード線又はシールド線の端
末に取り付けられた端子をコネク
ターに差し込むことをいう）

91銭/1端子
(＋8銭)

R07.8.2
（R4.12.24）

リード線について行うもの
58銭/1か所
(＋8銭)

1しんのシールド線について行うも
の

63銭/1か所
(＋9銭)

2しんのシールド線について行うも
の

66銭/1か所
(＋9銭)

富山
差し（電線の端末に取り付けられた
端子をコネクタに差し込むことをい
う。）

30銭/１端子 R5.4.25
令和5年に
工程改正

長野
差し（電線の端末に取り付けられた
端子をコネクターに差し込むことを
いう）

長さ50センチメートル超2メートル以
下の電線について行うもの

60銭/1ピン
（＋4銭）

R6.4.25
（H19.9.28)

自動車用

15センチメートル以下の電線につ
いて行うもの

30銭/1本
（+7銭）

15センチメートル超え50センチメー
トル以下の電線について行うもの

46銭/1本
（+７銭）

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

53銭/1本
（+8銭）

2メートルを超える電線について行う
もの

65銭/1本
（+10銭）

静岡
カプラー差し（電線の端末に取り付
けられた端子をカプラーに差し込
むことをいう）

R5.5.5
（H26.4.25)

車両電気
配線装置
製造業

岩手
コネクター端子差し（電線の端末に
取り付けられた端子をコネクタに差
し込むことをいう）

R7.6.1
（R3.6.1）

令和2年度
に工程等
改正、3年
度から適用

宮城

差し（コネクターの指定の位置に、
シールド線又はリード線の端末に
取り付けられた端子を差し込むこと
をいう）

R7.6.27
（R4.4.15）

神奈川

差し（コネクターの指定の位置に
リード線又はシールド線の端末に
取り付けられた端子を差し込むこと
をいう）

H30.4.26
(H18.3.29)
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【コネクター】

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

20センチメートル以下の電線につ
いて行うもの

47銭/1本
(＋7銭)

20センチメートルを超え50センチ
メートル以下の電線について行うも
の

58銭/1本
(＋9銭)

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

68銭/1本
(＋10銭)

2メートルを超える電線について行う
もの

78銭/1本
(＋12銭)

500mm以下の電線について行うも
の

58銭/1本
(＋15銭)

500㎜を超え1,500mm以下の電線
について行うもの

66銭/1本
(＋16銭)

1,500mmを超える電線について行う
もの

76銭/1本
(＋19銭)

50センチメートル以下の電線につ
いて行うもの

51銭/1端子
（＋1銭）

50センチメートルを超える電線につ
いて行うもの

56銭/1端子
（＋1銭）

島根

ワイヤーハーネス（差し：カプラー
の指定の位置に電線の端末に取り
付けられた端子を差し込むことをい
う）

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

40銭/1端子 H15.7.6
平成15年
に工程名
称変更

20センチメートル以下の電線につ
いて行うもの

43銭/1本
(＋6銭)

20センチメートル超えて50センチ
メートル以下の電線について行うも
の

49銭/1本
(＋6銭)

50センチメートル超えて2メートル以
下の電線について行うもの

61銭/1本
(＋8銭)

2メートル超える電線について行うも
の

70銭/1本
(＋9銭)

自動車用で、長さ1,500ミリメートル
以下の電線について行うもの

41銭/1か所
（引上なし）

自動車用で、長さ1,500ミリメートル
を超える電線について行うもの

47銭/1か所
（＋1銭）

自動車以外の電線について行うも
の

29銭/1か所
（引上なし）

その他

兵庫
ワイヤーハーネス（リードコネクタ）
ハウジング入れ（カプラー差し）

H18.3.10
（13.9.26）

岡山

愛知
カプラー差し（電線の端末に取り付
けられた端子をカプラーに差し込
むことをいう）

R6.8.2
(H30.3.25)

車両電気
配線装置
製造業

三重
カプラー差し（カプラーに電線の端
末に取り付けられた端子を差し込
む）

H30.11.18
(H20.9.6)

車両電気
配線装置
製造業

コネクターの挿入（コネクターの指
定の位置にリード線の端末に取り
付けられた端子を差し込むことをい
う。）

H15.5.24
（H13.5.18)

自動車用

広島

端子ハメ（電線の端末に取り付けら
れた端子をコネクタ（非防水タイプ
に限る）に差し込むことをいう。）

R7.3.3
（R4.7.1）

車両電気
配線装置
製造業
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【コネクター】

都道府県 工程 規格 金額 発効日 備考

熊本

ワイヤーハーネス
カプラー差し
（電線の端末に取り付けられた端
子をカプラーに差し込むことをい
う）

50センチメートル超え2メートル以下
の電線について行うもの

55銭/1本
（＋12銭）

R5.4.22
（H18.4.9)

大分

ワイヤーハーネス
カプラー差し
（カプラーに電線の端末に取り付
けられた端子を差し込む）

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

52銭/1本
（＋2銭）

H12.9.15
（H10)

50センチメートル以下の電線につ
いて行うもの

36銭/1穴
(＋5銭)

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

39銭/1穴
(＋5銭)

鹿児島

ワイヤーハーネス
カプラー差し（電線の端末に取り付
けられている端子をカプラーに差
し込む作業）

50センチメートルを超え2メートル以
下の電線について行うもの

58銭/1本
（＋8銭）

R7.4.3
(R4.12.22)

※「金額」欄の(  )内には最新の改定時の引上げ額を、「発効日」欄の(　)内には前回の発効日をそれぞれ記載
している。

宮崎

カプラー差し
（電線の端末に取り付けられた端
子をカプラーに差し込むことをい
う）

R1.5.16
(H17.5.19)

内燃機関
電装品
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山梨労働局

第１　実態調査の概要

１　実態調査の概要

（１）対象産業

（２）対象委託者

（３）対象家内労働者

２　調査対象時期

  　　　　　 令和７年７月現在

３　調査実施時期

令和７年８月～１１月

４　調査方法

（１）委託者

　郵送による通信調査及び電話による提出督促

（２）家内労働者

　郵送による通信調査及び督促はがきによる提出督促

第２　調査結果概要

１ 調査票提出状況

委託者 家内労働者

　回収率

工賃対象家内労働者

※

※

２　　最低工賃適用委託者及び家内労働者の状況

116

E29

　回収不能・所在不明 33

　委託なし

61241 12

23

6

提出郵送
産業

分類

調査票で

対象の人数

工賃対象名簿

提出人数

92

1

　調査対象事業所数 165 　調査対象とした家内労働者数 166

　調査票提出等事業所数 132 　調査票提出等家内労働者数 95

408

292

71.6%

43

12

8

228

6

「工賃適用」は、委託者については最低工賃が適用される工程を委託するもの、家内労働者については同工程

を行うものに関する事項であることを表す。

委託ありの異業種：業務用機械器具製造業

　異業種

　異業種

　過去にあり 6

　廃止・休業中 1

7

令和７年度　電気機械器具製造業家内労働実態調査結果

　令和4年までと同様、「電子部品・デバイス・電子回路製造業(E28)」、「電気機械器具製造業

（E29)」及び「情報通信機械器具製造業（E30)」を対象とした。

　委託あり 40 適用なし 71

　工賃適用 8 　回収率 57.2%

4年度 7年度 4年度 7年度

83

47

6

41

56.6%

80.0% 工賃適用 24

　令和4年度調査で委託ありと回答があった43件及び回答が寄せられなかった80件、並びに新規に把

握した42件の合計165件を対象とした。

　回答があった委託者132件のうち家内労働者名簿を回答した委託者は24件、そのうち、調査票の回

答内容から対象産業外であるものを除いた委託者は20件で、家内労働者数は83人を対象とした。
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委託者数

委託者数

委託者数

※R7年度について、委託品目を重複して委託している委託者があるためそれぞれの合計と委託者数の合計が一致しない。

資料出所：工賃実態調査

資料出所：家内労働概況調査・工賃実態調査

13 11 7 6 16 12工賃適用

家内労働者数

委託者数 54 23

11 8

6

15 8 34 32 5 5 128 114 37 36

5 3 7 6 2 2 11 9 7

15 7 3 3

1 12 2 1

2 2

46

うち電気電気等

3

5

2 1 1 1

22

238 165 227 132

37 18 39 13 35 18 39 21

227

39

R07

123

37

R06

158

37

R05R01

227家内労働従事者数

委託者数 29

H30

227

コ

ネ

ク

タ

ー

7年度調査

11 9

8 7

61

ビ

ニ

ル

線

コ

イ

ル

330 114

246

43

R02

239

工賃適用

30

H29

34 22 59

うち家内労働者数

39

8 8 3 3

11 6

1

43

R04

238

35

3

17 13

230

37

H28

3 3うち家内労働者数

230

4 3

145

31

R03

103 239

4 4

4年度調査28年度調査 元年度調査

5

25年度調査

うち電気電気等うち電気電気等 電気等

42

3

うち家内労働者数

2

55 3

うち電気電気等うち電気

204 176 43

230 227 227 239 246 

145

238

158

123

227

37 

30 29 

39 

43 

31 

35 
37 37 

39 

0

5
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15
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25

30

35

40

45

50

0

50

100

150

200

250

H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

人 委託者・家内労働従事者の推移（電気機械器具等）

家内労働従事者数

委託者数
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１　家内労働従事者数別委託者数

２　家内労働の委託理由（複数回答：回答委託者比）

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

家内労働者数
合計

0 1 0

令

和

4

年

度
34 0

38.2% 82.4% 41.2% 38.2% 26.5% 11.8% 0.0%

04913142813

6 12 6 5 5 3 0 16 0

6

1 1 0 1 0 0

15

50.0%

7

4

28.6%

4

5～9人

20.5%

8

0.0%

0

19.0%

2

7.1%

1

20人～

7.7%

3

0.0%

0

9.5%

2

10～19人

39

4

21

14

12.8%

5

0.0%

0

14.3%

3

14.3%

0

0

0

第３　委託者の調査結果

E28　電子部品等
8 5 2 0

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

合計

1～4人

59.0%

23

100.0%

4

57.1%

12

0.0%

未回答

回答

委託者

数

その他

高い

技能が

必要

多品種求人難

コスト

が安い

ため

手作業

業務変

動への

対応

33.3% 13.3%

21

1

1

1

0

0

4

0

610

6

15

53.3%

0

9

7

22.2% 16.7%
18

41.0% 66.7% 46.2% 25.6% 15.4% 5.1% 5.1%

14

39

04

4 2 1 08

16 26 18 10 6 2 2

15 8 7 4 1 0 17 0

令

和

7

年

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具 23

合計

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

合計

合計
18 8 6 3

51.4% 22.9% 17.1% 8.6%
35

E30　情報機械器具
2 0 0 0

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2

E29　電気機械器具
8 3 4 3

44.4% 16.7%
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３　委託量の増減

（１）減少幅（％）

（２）増加幅（％）

0

0

0 12 6 3

0 0 0 0 0

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

0

未回答

0.0%

0

9

4

0

5 1

1

12

0

E30　情報機械器具 0 1 0

合計
1 2

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

17

5

9

7

0 0 0

25.0% 0.0% 8.3%

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

合計

0

E28　電子部品等 0 01 1 1 1 4

00

14.3% 28.6%

合計

2 4

80以上 回答数

2

0
16.7% 50.0%

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

-20未満 20-40未 40-60未

0 2 1

0 0 2 0

60-80未

0

1

0 0 1 0

E29　電気機械器具 0

0

3 1 0

31.6%

12

2

7

20-40未

30.8%

4

0

2

2

-20未満

1

合計
23.1%

3

1E30　情報機械器具

E29　電気機械器具 1

E28　電子部品等

1

5

7

46.2%

3

未回答回答数

0

1

1

E28　電子部品等

0 3 0

0 0 1 7 0

34.2%

13

2
42.9% 14.3% 0.0%

7

0

35

38

増加

1

5

減少

18

1

0 0

2

4

40-60未 80以上

0

13

16

変化なし

4

6

0

0

0

60-80未

0.0%

0

回答数

9

37

21

13

25.7% 25.7% 48.6%
0合計

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

E28　電子部品等 1 1 3 1 0 6 1

1

0

0

0

0

0

0

未回答

34.2%

13

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

8

12

合計
1 2 1 1 3

1
12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 37.5%

E29　電気機械器具 1 1 0 0 2 4 1

E30　情報機械器具 0
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４　委託量の変化（今後1年間の見込み）

5　工賃の決定方法（複数回答：回答委託者比）

0
28.2% 15.4%

17 1

3 2

0

4 3 8

15

12.8%

1

7

1

1 2 7 4 2 6

2 0 15 1

0

0 0 0 0 0 1 4 0

0

1

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

合計
9 17

43.6%
39

10 21

1

2

5.1%

5

14

E28　電子部品等 2 4

1

11 21

最低工

賃

最低賃

金

7 4

価格・

利益

世間相

場

38.5%

5

12.8%

未回答

8 4 1

3 14 1

その他

自社で

試作し

た結果

要望

11 6

11.1%

回答数

1

3

0

4

0 3

30.6% 58.3%

13

20

3

336

0

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

合計

増加する 減少する 変わらない

令

和

4

年

度

令

和

7

年

度

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

E28　電子部品等 6 4 1 7

合計
5 6 23

パート

賃金

23.1%

E30　情報機械器具 1 0 1 0 0

10 16

34 1
14.7% 17.6% 67.6%

E29　電気機械器具 3 2 13 18 0

E30　情報機械器具 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

E29　電気機械器具 4 3 1 9 5 2 7 1

回答数 未回答

33 2
33.3% 21.2% 9.1% 48.5% 24.2% 12.1% 27.3% 3.0%

合計
11 7 3 16 8 4 9 1
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６　委託製品の受け渡し

（１）受け渡し方法（複数回答：回答委託者比）

（２）交通費等

７　

14.1% 20.3% 8.3%

合計
13 14 1

28 11
46.4% 50.0% 3.6%

合計

E30　情報機械器具

192
1.6%5.2% 4.7%24.5%

27 1 3 3

3 1 0 1 1

E29　電気機械器具

E28　電子部品等

17 11 15 6 5

18

4 19

0 0 0

10万-

27 39 16 10

1.6% 2.1% 17.7%

0 12 74

2 11 1343 5 6

6-7万 7-8万 8-9万 9-10万

0

3-4万 4-5万

令

和

7

年

度

2

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

5-6万

7

-2万 2-3万 合計

74

111

7

2

3107

3 14

20

令

和

4

年

度

E29　電気機械器具 60 17 16 7 7

11.5%

0 1

1

1

34

7 8

12.9% 12.4%

E30　情報機械器具 0 0 0

3.8% 10.0% 1.9%

E28　電子部品等 22 10 10 1 14 1 2 2

0 0 0 0 0

合計
82 27 26 8 21

3.8% 1.0%

28

1

47

0 0 0 15

3 3

9 3 3 4

4

交通費を支払っ

ている、または

工賃に交通費分

を上乗せしてい

る。

交通費の支払い

や工賃の割増し

は行っていない

その他

0

1

0

1

9

4

1

5

7

合計

11

15

2 24
209

39.2%

37 2

合計

11 23 3

29.7%

未回答

0

1

未回答

3

6

7月の家内労働者に対する工賃支払額（未回答があるため、家内労働者数の合計は第2の2の家内労働者数

の合計と一致しない。）

E30　情報機械器具

家内労働者が業

務を行っている

自宅などに、委

託者が運んでい

る

家内労働者が、

委託者の事務所

へ取りに来て

持って帰ってい

る

その時々の契

約による

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

62.2% 8.1%
合計

021

0

3

11

3.3% 28



8　不良品の取り扱い

（１）取扱いの取決めあり

（２）不良品が出た場合の対応（取決めの有無に関わらず回答を求めた。複数回答あり。）

※その他の内容：メモ用紙等に不良内容を明記し、良品と区別して納入

9　最低工賃の必要性（一部複数回答、無回答があり、合計数と一致しない）

適用者

がいな

い

14 0 1 23 2 1合計

合計 13

E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

不要

100.0%

0 3 0

0 3 0

E28　電子部品等 7 0 7 1

0 6 2 1

50.0%

契約の

目安と

して

その他 小計

3

6

3

12

0.0%

その他

1

0

0

1

25.0%

0 0

0 2 2

0 3

13412
0.0%

小計

実態と

あって

いない

86.7% 13.3% 18.2% 72.7% 18.2% 100.0%

1 1 1 0

ないよりあったほうが良い

13

100.0%

必要

0 5

最低限

の工賃

確保の

ため

その他 小計

法での

強制

不要

8

0 0

4 3 0 3

9.1%

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度 51115

0 0 0

合計
13 2 2 8 1 2 5 0

合計

1

0

50.0%

0 2 5

0 0 0

0.0%

0 8

0 0

E29　電気機械器具 5 2 7 1 6 1 1 9 2 0 2

0 1

0.0%

2

E30　情報機械器具 1 0 1 0 0 0

0

0

工賃を減額

する

0

1

0E30　情報機械器具

E29　電気機械器具 8 16 1 0

E28　電子部品等

取決めあり

6

6E28　電子部品等

E29　電気機械器具

E30　情報機械器具

やり直して

もらう
自社で直す

問題にしな

い
その他

5 6 0 10

1

弁償しても

らう

29



１０　最低工賃改正の必要性（一部複数回答、無回答があり、合計数と一致しない）

※ 改正不要の「その他」

11　最低工賃等に係る意見要望

単純作業など、多様にあるため、難易度によっても違うと思うため

工賃が上がらないのに、作業者への工賃だけあげていくと、事業が立ちいかなくなるため

E29　電気機械器具 発注元の会社から支払われる単価が安いため、支払えません。

E29　電気機械器具

0 4

4 0 4 8

改正必要

最低限

の工賃

確保の

ため

その他 小計

最低工

賃を超

える工

賃を支

払って

いる

経営が

苦しい

ため

その他 小計

改正不要

令

和

7

年

度

令

和

4

年

度

16
2 2

90.9% 9.1%

2 0 2 1

11

E30　情報機械器具

合計

E28　電子部品等

75.0% 12.5% 12.5%

0 0 1

10 1 12

4 1 5 3

1

1

0 0 0

回答数 未回答

3 1

5

15 611

1

5

E29　電気機械器具 3 1 4 6 2 2 10 14 4

E28　電子部品等 3 0 3 6 2 0 8 11

27 12

9

2

0

合計
7 1 12 4 2

26 9
63.6% 9.1% 75.0% 25.0% 12.5%

188

E30　情報機械器具 1 0 1 0

E29　電気機械器具

E29　電気機械器具

E29　電気機械器具

E29　電気機械器具

E29　電気機械器具

業種

内職さんから「この製品は時間がかかった」といわれると、1円ｏｒ1本上乗せ

して計算していて、合計金額が15,000円以上の時には、10%上乗せして支払って

います。

物価が高くなっている中、親会社からの製品単価がなかなか上がらないのが現

状。わが社も含めて、家内労働者もぎりぎりでやっているので、最低工賃を上

回れるようになってほしい

最低工賃の電気機械器具製造業工賃の一覧表に記載のない作業(はんだ付け等)の

工賃がありましたら、知りたいです。

これを見せても、この金額では無理といわれたら上げざるを得ない。この最低

工賃がどのように決定しているのか説明できたらと思う。

細部にわたり工賃が出ると、活用、比較できる。毎年更新してほしい。工賃の

参考になる。

意　見　・　要　望　等

30



12　最低工賃設定業務にかかる委託単価等の状況

ビニル線　より及びはんだ付け 最低工賃額　59銭

委託量 人数 改定時期 改定率

A E29 13円 1,400 1 100 - -
線が細くて作業

が困難なもの
1%

B E29 50銭 20,000 2 1,500 - -
熟練者に委託し

ている
なし

コイルからげ 最低工賃額　89銭

委託量 人数 改定時期 改定率

C E29 89銭 9,510 3 500 R5年 7.2% 0%

コネクター差し 最低工賃額　56銭

委託量 人数 改定時期 改定率

D E29 65銭 1,612 2 900 - - 作業量はピン数 2%

E E29 70銭 5,000 3 850 - - 17ピンで12円 0%

F E29 60銭 52,000 1 1,000 - - 0%

G E28 1ピン30銭 80,000 1 350 - -

時間当たり300～

400円になるよう

にしている

0.1%

A E29
１円61銭～

2円50銭
30,472 3 500 - - 2%

B E29 60銭 242,633 17 4,000 - -

熟練者なので、

4,000ピン/Hも可

能

0%

Ｈ E29 1円80銭 6,000 10 20 - - 5%

不良品

発生率

不良品

発生率

7月実績
作業量/ｈ

工賃改定状況

7月実績
作業量/ｈ

工賃改定状況
備考

備考

備考

7月実績
作業量/ｈ

工賃改定状況

委託者

委託者

委託者 業種 単価

業種 単価

業種 単価

不良品

発生率

31



13　工賃設定外の委託状況（工賃設定項目の近似作業）

ビニル線

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

a E28 被覆はぎ 80銭 10,000 1 1,250

b E29
不要線切断、絶縁

キャップ取付け
断面積0.12ｍｍ 20円 4,000 3 25

シールド線

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

c E29 シールドカット 15円 900 2 140

c E29 20円 800 2 100

d E29 被覆はぎ 50円 10,688 7 70

d E29 より及びはんだ 40円 900 2 100

e E29 より及びはんだ 50銭 100,000 3 1,600

f E29 被覆はぎ 6円50銭 6,000 4 40

コイル

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

h E29 コア詰め 8円50銭 600 1 50

コネクタ

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

i E28 10円 2,000 2 人による

作業工程及び規格

作業工程及び規格

作業工程及び規格

作業工程及び規格

コネクタ差しの前準備からピン差しまでまと

めて

シールドカット+折り返して銅テープを

まく
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その他

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

k E28 外観目視検査 3円 117,129 1 3,000

k E28 グリス塗布 7円 8,000 1 200

k E28 ねじの仕分け 1円 8,000 1 1,200

l E29 リレー ねじばらし 12円 360 1 60

l E29 板金 シール貼り 23円 180 1 30

l E29 部品 組立て 1400円 40 1 1

m E29 マークチューブの収縮 3円 630 1 50

m E29 ラベル貼り 10円 300 1 30

m E29 ラベル貼り+保護チューブ収縮 7.5円 360 1 30

c E29 2～5円 19,600 1 把握困難

o E30 1.5円 3,200 1 350

p E29 プラスチック成型品 ゲート処理 0.5～3.7円 39万個 10 500～700

q E28 熱収縮チューブ 3円 100,000 2 360

q E28 検査リング付け 4.5円 24,000 2 240

q E28 被覆むきチューブ付け 23円 48,000 2 170

r E28 カシメリング 切粉検査 12銭 39,862 1 7,000

s E29 パッキン貼り 板金に貼る 10円 1,050 1 120

s E29 ホース点付け
エアホースに点付

け
2円 2,704 1 300

s E29 6円 1,850 1 200

t E29 ハーネス等ねじ止め 466円 2,000 3 4

t E29 部品組み立て、シール貼り 90円 1,200 2 8

t E29 袋詰め 20円 7,000 1 50

作業工程及び規格

ケーブル圧接  手動プレスで1本圧接

固定抵抗器リード線バリ取り

既存のピンを取り外し、別のピンをつける
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その他

委託者 業種 工賃額
委託量

(本年7月分）
家内労働者数

1時間当た

りの平均的

作業量

u E28 外径バリ　ゲージ検査 76銭 70,000 1 1,180

u E28 内径こう配　ピンゲージ検査 68銭 47,000 1 1,000

d E29 ビニル線　結束バンド、シール 55円 201 1 50

d E29 袋詰め 7円 10,200 2 150

f E29 センサー組立 18 6,000 1 40

作業工程及び規格
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１　調査対象家内労働者数等

事業所数は、委託者への調査で家内労働者名簿の提出があった事業所のことを示す。     　  

回答数には、既に家内労働を辞めた旨の連絡があったものを含んでいる。

２　世帯主の別

３　性別

４　年齢

５　経験年数

15～

20年未満

10～

15年未満

5～

10年未満

2～

5年未満

1～

2年未満

15.6%

女男

0

31～40歳21～30歳～20歳

未回答

70

回答数

工賃適用

12

5

4.4% 6.7% 20.0% 28.9% 13.3%

7

11.1%

62 3 9 13

4.3%31.9%23.4%21.3%14.9%0.0%4.3%0.0%

047

20年～

あてどころなし

29.8%

215

回答数
工賃適用

回収率 未回答

47 6 56.6% 35

また、調査票に回答した委託者で、家内労働者の連絡先を回答していない委託者が

あるため、委託者の調査結果の家内労働者数とは合わない。

1

047
33

未回答回答数世帯主以外

70.2%

81歳～71~80歳61~70歳51～60歳

20

245

1年未満

47

第４　家内労働者の調査結果

41～50歳

74.5%

（注）

1110

未回答回答数

14

世帯主

83

調査

家内労働者数

35

25.5%

12

未回答回答数

35



６　家内労働の態様

７　委託を受けている委託者の数

８　不良品が出た場合の取り決め

その他の内容

会社側でやり直し

報告のみ

不良品を出したことがない

自己申告で数を減らす

会社で対応

注意を受ける

９　仕事量の変化（３年前との比較）

　減少した理由（複数回答）

委託される量が減少した

自分の都合でたくさんの仕事をすることができなくなった

その他

未回答

11

11.4%

副業的

56.8%

特に問題と

されない

やり直しを

する

工賃から減

額される
弁償する その他 未回答回答数

46

25 19

55.6% 42.2%

減少 変化なし

22

79.5% 2.3%

未回答回答数4社3社2社1社

0

0.0% 0.0%

7 2

4.5% 15.9% 4.5%

35 1 0

017

回答数

36

2

32 15

72.7% 34.1%

　　不良品が出た場合の取り決め（取り決めの有無にかかわらず回答を求めた）

047

1

回答数

245

未回答

あり なし 回答数 未回答

2

22

170

増加

1

2.2%

22

5 3443

6.8%

25

内職的専業的 未回答

男 女 男 女 男 女

36



10　工賃単価の変動（３年前との比較）（複数回答あり）

11　７月の家内労働日数

12　７月の１日当たりの家内労働時間数

13　７月の工賃収入額

14　令和6年度中の家内労働での工賃収入額

15　委託製品の受け渡し

家内労働者自身が業務を行っている自宅などに、委託者が運んでいる

家内労働者自身が、委託者の事務所へ取りに行き持って帰っている

その時々の契約による

製品の運搬について(複数回答あり)

交通費をもらっている、または工賃に交通費分が上乗せされている。

交通費の支払いや工賃の割増しは受けていない

その時々の契約による 1

17

4

2

20

23

24.4% 9.8% 22.0% 14.6% 9.8%

344

10万円未満
10万円以上

20万円未満

20万円以上

30万円未満

30万円以上

50万円未満

50万円以上

100万円未満

100万円

以上

2.3% 13.6% 52.3% 22.7% 4.5% 4.5%

1 6

641

未回答回答数

19.5%

6 4

12.8% 5.1% 5.1%
8

未回答

8 10 4 9

23.1%

回答数10万円以上
7万円以上

10万円未

5万円以上

7万円未満

2万円以上

5万円未満

1万円以上

2万円未満
1万円未満

39
12.8%

39

23 10 2 2

8
67 8 11

2時間以上

5時間未満

5時間以上

7時間未満

7時間以上

8時間未満
8時間以上 回答数 未回答

20.5% 28.2% 15.4%

2

12.2%

41.0%

17.9%

なし

5

安くなった 変わらない 回答数 未回答

34

82.9%

6～10日 11～15日 16～20日

41

21日以上 回答数

5 9 16 5 2 2

5.1% 12.8%

2 5

なし
1時間以上

2時間未満

未回答

6
4.9%

～5日

高くなった

37



16　内職している理由（動機）について（複数回答）

生計維持のため

家計補助のため

自分の自由になる金銭を得るため

技能、経験を活かすため

余暇時間を活用するため

健康保持のため

生きがいのため

独立（起業）のため

その他

回答数

17　内職を選んだ理由（複数回答）

外に出て働きたいが適当な就職口がないため

体力的に外の勤めに出られないため

家事、育児、介護等のため外に出られないため

都合の良い時間に働けるため

趣味や特技を生かせるため

独立（起業）のため

友人や知人がやっているため

特に理由はない

その他

回答数

18　最低工賃について

最低工賃の必要性

ないよりあった方が良い

3

必要 不要

契約の

目安
その他 小計 未回答回答数

50.0% 0.0% 50.0% 2.3% 4.5% 0.0%

22 0 22 1

小計

0

73

2 0

工賃確保 その他 小計
強制は

必要ない

実態と

合っていな
その他

0

6

0

51

4

7

30

3

22

11

2

18

2

6

0

0

1

12

344
19 0 19

43.2% 0.0% 43.2%
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改正の必要性

19　家内労働等に関する意見等

家内労働の内容等について

工賃該当

意見等なし。

工賃非該当

内職としては、割といい工賃をもらっています。

20年内職をしていますが、全く単価が変わっていません

家内労働していることで、毎日がとても楽しいです。

最低工賃について

意見等なし。

その他

意見等なし。

内職は仕事があったりなかったりで収入が不安定なところがあります。

親会社のいろんな事情があると思いますが、同じ仕事をずっとしているのですが、その仕事

がなくなるとぽっかり時間が空いてしまうので、できたらいろんな仕事をさせてもらうと助

かると思っています。

事業所の都合もあるので仕方がないと思うのですが、シール貼りの仕事を11年間やっていま

す。

Ｒ４年10月に0.4円から0.5円に単価があがりましたが、シール貼りの仕事をするにあたり、

予備の作業がかなりあります。

時給にして350円の仕事です。年金生活ということもあり、物価高の昨今、せめて時給が500

円位にならないかと切に思います。

無理かもしれませんが、高齢者が安心して働ける、地域別の内職情報誌があったらよいと思

います。ボケ防止や生きがいになると思います。

未回答

36 11
88.9% 11.1% 0.0% 11.1%

改正すべき 改正する必要はない

工賃確保 その他 小計

最低工賃を

超える工賃

が支払われ

ている

その他
回答数

86.1% 2.8%

31 1 32 4 0 4

小計
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山梨県地域別及び特定（産業別）最低賃金額等の推移
電気機械器具

工賃改定決定

見送り

　
電気機械器具

工賃改定決定

見送り

　
電気機械器具

工賃改定決定

年度

　
電気機械器具

工賃改定決定

年度

電気機械器具

工賃改定決定

年度

R4→R7

引上率

件名 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和7年 B－A
（Ｂ-Ａ）

÷Ａ（％）

金額 677 689 690 695 706 721 737 759 784 810 837 838 866 898 938 988 1,052

引上額 1 12 1 5 11 15 16 22 25 26 27 1 28 32 40 50 64

引上率 0.15 1.77 0.15 0.72 1.58 2.12 2.22 2.99 3.29 3.32 3.33 0.12 3.34 3.70 4.45 5.33 6.48

金額 782 789 793 798 806 819 834 851 869 890 913 914 934 959 997 1,047 1,100

引上額 3 7 4 5 8 13 15 17 18 21 23 1 20 25 38 50 53

引上率 0.39 0.90 0.51 0.63 1.00 1.61 1.83 2.04 2.12 2.42 2.58 0.11 2.19 2.68 3.96 5.02 5.06

金額 791 798 801 806 815 828 843 857 875 896 918 919 938 961 971 1,029 1,089

引上額 3 7 3 5 9 13 15 14 18 21 22 1 19 23 10 58 60

引上率 0.38 0.88 0.38 0.62 1.12 1.60 1.81 1.66 2.10 2.40 2.46 0.11 2.07 2.45 1.04 5.97 5.83

(2.5%) (7.5%) 10.4% 7.2% 17.1%

(2.2%) (5.6%) 7.4% 4.9% 14.7%

(2.1%) (5.2%) 7.2% 4.6% 13.3%

　

自動車特定最低賃金

自動車・同附属

品製造業（新

設：平成元年）

時

間

額

128 13.3%

山梨県最低賃金

電機特定最低賃金

電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気

機械器具、情報通

信機械器具製造業

（新設：昭和63

年）

時

間

額

141 14.7%

山梨県最低賃金
(新設：昭和47年)

時

間

額

154 17.1%

年

項目 Ａ Ｂ

※H22→H25
各最賃の引上率

※H25→H28
各最賃の引上率

※H28→R2
各最賃の引上率

※R2→R4
各最賃の引上率

※R4→R7
各最賃の引上率
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（時間） (時間） (時間) (日) (円) （％） (円) (円)

平 成 30 年 144.0 132.8 11.2 18.6 298,219 3.7 244,746 225,773

令 和 元 年 142.5 131.7 10.8 18.4 294,344 -1.3 245,386 228,040
令 和 2 年 136.2 127.5 8.7 18.0 293,049 -0.4 243,020 226,341

令 和 3 年 140.3 129.4 10.9 18.3 296,027 1.0 248,073 229,990

令 和 4 年 139.0 127.6 11.4 18.1 297,317 0.4 246,143 227,865

令 和 5 年 137.4 126.4 11.0 17.9 300,565 1.1 250,496 231,326

令 和 6 年 134.8 125.0 9.8 17.7 306,144 1.8 253,262 234,684

（時間） (時間） (時間) (日) (円) （％） (円) (円)

平 成 30 年 149.5 136.3 13.2 18.9 343,550 4.6 273,433 247,568

令 和 元 年 146.0 133.4 12.6 18.4 330,353 -4.0 265,395 241,997

令 和 2 年 141.6 131.0 10.6 18.0 327,178 -1.0 265,392 243,847

令 和 3 年 144.4 132.7 11.7 18.3 333,746 2.0 272,527 249,522

令 和 4 年 143.4 130.3 13.1 18.2 341,276 2.2 273,239 247,301

令 和 5 年 144.0 131.4 12.6 18.3 344,836 1.0 280,164 254,921

令 和 6 年 139.4 128.2 11.2 18.1 335,613 -2.7 272,765 248,857

（時間） (時間） (時間) (日) (円) （％） (円) (円)

平 成 30 年 142.2 131.4 10.8 18.4 323,547 1.8 264,570 244,670

令 和 元 年 139.1 128.5 10.6 18.0 322,552 -0.3 264,180 244,432

令 和 2 年 135.1 125.9 9.2 17.7 318,405 -1.3 262,325 244,968

令 和 3 年 136.1 126.4 9.7 17.7 319,461 0.3 263,739 245,709

令 和 4 年 136.1 126.0 10.1 17.6 325,817 2.0 267,461 248,529

令 和 5 年 136.3 126.3 10.0 17.6 329,778 1.2 270,229 251,257

令 和 6 年 136.9 126.9 10.0 17.7 347,994 5.2 281,959 262,325

（時間） (時間） (時間) (日) (円) （％） (円) (円)

平 成 30 年 147.4 134.9 12.5 18.6 372,162 1.7 295,944 270,694

令 和 元 年 144.5 132.0 12.4 18.2 371,408 -0.2 296,064 270,847

令 和 2 年 140.4 129.6 10.8 17.9 365,100 -1.7 293,056 271,025

令 和 3 年 142.4 130.8 11.6 18.0 368,493 0.9 296,652 273,186

令 和 4 年 143.2 131.0 12.2 17.9 379,732 3.0 303,496 278,687

令 和 5 年 143.8 131.7 12.1 18.0 386,985 1.9 308,437 283,595

令 和 6 年 142.8 131.1 11.7 17.9 397,789 2.7 315,351 290,654

給与等の年別変化

山梨県（事業所規模５人以上）  〔第１表〕

年

総実労働
時間

所定内
労働時間

所定外
労働時間

出勤日数 現金給与総額 対前年比
きまって

支給する給与
所定内給与

山梨県（事業所規模３０人以上）　〔第２表〕

年

総実労働
時間

所定内
労働時間

所定外
労働時間

出勤日数 現金給与総額 対前年比
きまって

支給する給与
所定内給与

全　国（事業所規模５人以上）　〔第３表〕

年

総実労働
時間

所定内
労働時間

所定外
労働時間

出勤日数 現金給与総額 対前年比
きまって

支給する給与

所定内給与

資料出所：毎月勤労統計調査

所定内給与

全　国（事業所規模３０人以上）　〔第４表〕

年

総実労働
時間

所定内
労働時間

所定外
労働時間

出勤日数 現金給与総額 対前年比
きまって

支給する給与

          - 7 -
43



44



男女別所定内給与額の推移（産業計、企業規模計、山梨県）　〔第６表〕

  区 分

   年
所定内給与額

（千円）
上昇率
（％）

所定内給与額
（千円）

上昇率
（％）

所定内給与額
（千円）

上昇率
（％）

時間額
(円)

上昇率
（％）

平 成 27 年 284.2 0.1 312.5 0.2 230.5 2.4 1,005 1.2 73.8

平 成 28 年 283.5 -0.2 315.2 0.9 224.8 -2.5 1,014 0.9 71.3

平 成 29 年 279.9 -1.3 309.7 -1.7 226.2 0.6 1,004 -1.0 73.0

平 成 30 年 281.1 0.4 312.6 0.9 221.6 -2.0 1,033 2.9 70.9

令 和 元 年 282.3 0.4 311.9 -0.2 226.4 2.2 1,058 2.4 72.6

令 和 2 年 287.4 1.8 317.6 1.8 234.2 3.4 1,240 17.2 73.7

令 和 3 年 281.5 -2.1 311.0 -2.1 230.2 -1.7 1,219 -1.7 74.0

令 和 4 年 287.7 2.2 316.3 1.7 238.9 3.8 1,189 -2.5 75.5

令 和 5 年 292.2 1.6 322.0 1.8 236.7 -0.9 1,271 6.9 73.5

令 和 6 年 304.4 4.2 335.5 4.2 253.9 7.3 1,231 -3.1 75.7

資料出所：賃金構造基本統計調査

男女計 男性 女性 女性短時間労働者
男女比

（男性を１００）

312.5 315.2 
309.7 312.6 311.9 

317.6 

311.0

316.3

322.0
335.5

230.5 

224.8 

226.2 

221.6 

226.4 

234.2 

230.2

238.9

236.7

253.9

1005 1014 1004 1033 
1058 

1240 
1219

1189

1271

1231

600

800

1000

1200

1400

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

山梨県男女別所定内給与額の変化 〔第2図〕
男性 女性 女性短時間労働者

円
千円

- 9 - 45
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時間額（円） 男　　性
〔最賃の占める比率〕

女　　性
〔最賃の占める比率〕

きまって
支給する給与

(月額)

総実労働
時間数

時間額賃金
〔最賃の占める比率〕

男　性 女　性

737 240,337 163,900 153,600 1,015

(117,920) 〔49.1%〕 〔71.9%〕 〔76.8%〕 〔72.6%〕

759 240,506 164,900 154,200 1,008

(121,440) 〔50.5%〕 〔73.6%〕 〔78.8%〕 〔75.3%〕

784 246,938 162,200 158,100 1,036

(125,440) 〔50.8%〕 〔77.3%〕 〔79.3%〕 〔75.6%〕

810 247,583 168,000 163,800 1,071

(129,600) 〔52.3%〕 〔77.1%〕 〔79.1%〕 〔75.6%〕

837 249,428 170,200 166,400 1,123

(133,920) 〔53.7%〕 〔78.7%〕 〔80.5%〕 〔74.5%〕

838 242,101 174,600 179,600 1,191

(134,080) 〔55.4%〕 〔76.8%〕 〔74.7%〕 〔70.4%〕

866 250,158 177,500 162,100 1,135

(138,560) 〔55.4%〕 〔78.1%〕 〔85.5%〕 〔76.3%〕

898 244,772 169,300 167,700 1,092

(143,680) 〔58.7%〕 〔84.9%〕 〔85.7%〕 〔82.3%〕

938 251,657 193,400 184,700 1,219

(150,080) 〔59.6%〕 〔77.6%〕 〔81.3%〕 〔77.%〕

988 252,456 197,800 199,700 1,294

(158,080) 〔62.6%〕 〔79.9%〕 〔79.2%〕 〔76.3%〕

1,052 262,023 1,364

(168,320) 〔64.2%〕 〔77.2%〕

備考
（　）内は、
時間額×160H

毎勤統計調査
（規模５人以上、６月
分）

毎勤統計調査
（規模５人以
上、６月分）

山梨県
労政雇用課

山梨県最低賃金と一般賃金水準との比較

年

最低賃金額 きまって
支給する給与

（月額）
〔最賃の占める比率〕

高卒初任給 パートタイム労働者 最賃
引上率
（％）

きまって
支給する
給　与
上昇率％

高卒初任給
上昇率（％） 春闘平均

賃上率
（％）

平成27年 99,556 98.1 2.22 -1.0 -1.32 -5.42 2.02

0.39 1.79

平成29年 98,355 94.9 3.29 2.7 -1.64 2.53 1.95

平成28年 100,552 99.8 2.99 0.1 0.61

3.61 2.44

令和元年 105,096 93.6 3.33 0.7 1.31 1.59 -

平成30年 101,876 95.1 3.32 0.3 3.58

7.93 -

令和３年 99,582 87.7 3.34 3.3 1.66 -9.74 -

令和２年 101,953 85.6 0.12 -2.9 2.59

3.45 -

令和５年 99,571 81.7 4.45 2.8 14.24 10.14 -

令和４年 96,494 88.4 3.70 -2.2 -4.62

賃金構造基本統計調査
（規模10人以上）

毎勤統計調査
（規模５人以上、６月分）

賃金構造基本統計調査

　（注）　「パートタイム労働者の時間額賃金」＝「パートタイム労働者のきまって支給する給与（月額）」÷「パートタイム労働者の所定内労働時間」
　　　　　「高卒初任給」：令和元年までは初任給額及び採用人数を調査、「所定内給与額より通勤手当を除いたもので、調査年の初任給額として確定したもの」を初任給額として集計／令和２年からは「初任給額」等の
　　　　調査項目が廃止され、一般労働者のうち新規学卒者に該当する者の所定内給与額（通勤手当を含む）を集計。
　　　　　「春闘平均賃上率」の調査は令和元年以後実施されていない。

令和７年 111,808 82.0 6.48 3.8

8.12 -令和６年 101,459 78.4 5.33 0.3 2.28

-
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令和７年12月25日（木）

山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き

現金給与総額等の前年比及び前年同月比の推移
（規模５人以上・調査産業計）

（ 毎月勤労統計調査地方調査結果 ）

　

新価値・地域創造推進局 統計調査課

公表日
Yamanashi Prefecture

山 梨 県

令和７年10月分 (速報)

△ 30

△ 20

△ 10

0

10

20

30

R元

年

2 3 4 5 6 R6

5 6 7 8 9 10 11 12

R7

1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10

現金給与総額（名目）

所定外労働時間

常用労働者数

％
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（注意）

①特に断りのない限り、本書に掲載する調査結果は、「調査産業計、事業所規模５人以上、性・就業形態計」のものである。

②本書に掲載する調査結果は、本県における数値である。
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3

前年同月比でみて、

★ 現金給与総額は ％の増加 か月連続の増加

★ 所定外労働時間は ％の増加 か月連続の増加

★ 常用労働者は ％の増加 か月連続の増加

（令和2年平均＝100）

10.2

一般労働者

現
金
給
与

130.1

140.3

271,225

291,837

労
働
時
間

所定外労働時間（製造業）

所定外労働時間

0.2

所定内労働時間

常
用
雇
用

現金給与総額

きまって支給する給与

特別に支払われた給与

超過労働給与

所定内給与

総実労働時間

パートタイム労働者

△  1.9

常用労働者

増減率（前年同月比）

山梨県
全国

指数

全国
山梨県 山梨県

全国

3.9

110.9

103.3 3.7

3.5
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％
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％

2.1
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％
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％
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263,862
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時間

51,769
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7,964

人

10.1

106.5

106.2

106.3

14.1

299,801

千人

108.2

107.6 111.3

90.0

3.9 ８

200.4

円 円

実数

２

93,326

279,889

12.2

186,563

△  3.9

118.584.1

35,620

16,150 91.9 1.9

1.0

1.3

1. 当月の概況（事業所規模5人以上）

2,255

16,606
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2.0

△  7.5
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97.7

0.8

％

2.9

0.4

4.2

％

116.1

1. 結果概要 ～賃金・労働時間・雇用の動き～
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名目賃金及び実質賃金（現金給与総額）の前年比・前年同月比の推移

きまって支給する給与の指数の推移
（令和2年平均＝100）

2. 賃金の動き（事業所規模5人以上）

　令和７年10月における労働者一人当たりの現金給与総額は、263,862円で、前年の同じ月と比べ

て3.9％の増加となった。これは、きまって支給する給与が261,607円で3.6％、特別に支払われた

給与が2,255円で50.6％それぞれ増加したためである。

　なお、きまって支給する給与のうち、所定内給与は245,001円で4.4％増加し、超過労働給与は

16,606円で7.5％減少した。

　物価の変動による影響を除いた実質賃金指数の現金給与総額は、0.6％の増加となった(P9 事業

所規模５人以上参照)。
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名目賃金（現金給与総額） 実質賃金（現金給与総額）

％
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総実労働時間及び所定外労働時間の前年比・前年同月比の推移

所定外労働時間(製造業)の指数の推移
（令和2年平均＝100）

3. 労働時間の動き（事業所規模5人以上）

　令和７年10月における労働者一人当たりの総実労働時間は、143.5時間で、前年の同じ月と比べ

て3.5％の増加となった。これは、所定内労働時間が133.4時間で3.7％、所定外労働時間が10.1時

間で2.0％それぞれ増加したためである。

　景気動向との連動性が高いとされる、製造業における労働者一人当たりの所定外労働時間は、

12.2時間で、4.2％の増加となった。
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常用労働者及びパートタイム労働者比率の前年比（差）・前年同月比（差）の推移

常用労働者の指数の推移
（令和2年平均＝100）

4. 雇用の動き（事業所規模5人以上）

　令和７年10月末日における常用労働者は、279,889人で、前年の同じ時期と比べて0.4％の増加

となった。これは、パートタイム労働者は93,326人で3.9％減少したものの、一般労働者が

186,563人で2.9％増加したためである。

　常用労働者全体に占めるパートタイム労働者の比率は、33.3％となり、1.6ポイント下落した

（P7　事業所規模５人以上参照。)
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（事業所規模５人以上）

現金給与総額 きまって 特別に
支給する 所定内 超過労働 支払われた
給与 給与 給与 給与

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

ＴＬ 調査産業計 263,862 3.9 261,607 3.6 245,001 4.4 16,606 2,255

Ｄ 建設業 305,551 △ 13.9 305,533 △ 13.7 284,657 △ 11.5 20,876 18
Ｅ 製造業 294,194 4.8 291,776 3.9 265,838 3.2 25,938 2,418
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 533,836x 1.0xx 533,836 1.2 473,722 4.7 60,114 0

Ｇ 情報通信業 356,208 △  5.9 351,035 △  6.3 325,653 △  1.3 25,382 5,173
Ｈ 運輸業，郵便業 273,608 △  3.8 250,146 △ 11.3 206,056 △ 14.0 44,090 23,462
Ｉ 卸売業，小売業 213,601 9.0 212,658 8.7 204,865 9.5 7,793 943

Ｊ 金融業，保険業 333,425 △  0.4 331,090 0.1 323,187 △  0.1 7,903 2,335
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 300,031 △  7.5 300,031 △  7.5 274,065 △  4.2 25,966 0
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 298,813 5.4 298,192 5.6 281,919 2.6 16,273 621

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 172,243 24.0 172,107 24.5 160,999 25.0 11,108 136
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 197,852 24.5 197,170 24.1 189,019 25.3 8,151 682
Ｏ 教育，学習支援業 337,161 4.0 336,811 4.5 331,058 4.6 5,753 350

Ｐ 医療，福祉 281,180 1.9 278,846 1.8 262,098 5.1 16,748 2,334
Ｑ 複合サービス事業 306,762 △  4.4 305,983 △  2.1 282,762 △  6.7 23,221 779
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 224,718 8.4 224,508 11.6 211,771 10.5 12,737 210

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 338,095 1.9 334,867 1.6 311,263 2.6 23,604 3,228
Ｅ 製造業 333,829 6.4 330,838 5.4 300,248 4.6 30,590 2,991
Ｉ 卸売業，小売業 334,381 5.3 332,723 5.1 318,568 6.3 14,155 1,658
Ｐ 医療，福祉 351,055 △  2.3 347,646 △  2.3 323,516 1.5 24,130 3,409

ＴＬ 調査産業計 115,688 6.8 115,375 6.6 112,736 7.0 2,639 313
Ｅ 製造業 135,091 1.1 134,973 1.0 127,712 1.8 7,261 118
Ｉ 卸売業，小売業 99,803 △  4.7 99,533 △  4.9 97,734 △  4.3 1,799 270
Ｐ 医療，福祉 143,256 12.1 143,042 12.2 140,865 12.0 2,177 214

（事業所規模30人以上）

現金給与総額 きまって 特別に
支給する 所定内 超過労働 支払われた
給与 給与 給与 給与

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円

ＴＬ 調査産業計 270,867 △  0.1 268,398 △  0.8 247,802 0.2 20,596 2,469

Ｄ 建設業 328,793 △ 23.9 328,793 △ 23.9 304,773 △ 18.1 24,020 0
Ｅ 製造業 314,108 6.5 312,854 6.0 280,679 4.8 32,175 1,254
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 602,109 14.0 602,109 14.1 512,778 13.3 89,331 0

Ｇ 情報通信業 368,802 △  4.0 364,780 △  3.7 337,050 △  3.3 27,730 4,022
Ｈ 運輸業，郵便業 240,571 △ 17.4 202,492 △ 29.7 172,520 △ 31.4 29,972 38,079
Ｉ 卸売業，小売業 170,047 △  3.1 169,542 △  3.4 162,635 △  2.6 6,907 505

Ｊ 金融業，保険業 340,404 6.8 340,404 6.7 329,265 6.8 11,139 0
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 294,349 0.1 294,349 0.1 281,726 1.5 12,623 0
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 293,151 9.4 293,151 9.3 283,830 11.2 9,321 0

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 168,470 11.3 168,141 11.3 155,244 12.6 12,897 329
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 172,484 17.3 172,178 17.1 163,621 17.5 8,557 306
Ｏ 教育，学習支援業 327,204 △  2.0 327,110 △  1.2 318,711 △  1.2 8,399 94

Ｐ 医療，福祉 314,940 △  3.8 313,768 △  3.8 289,982 0.9 23,786 1,172
Ｑ 複合サービス事業 332,439 5.4 331,076 5.4 301,959 0.9 29,117 1,363
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 211,768 9.2 211,497 9.1 195,439 7.4 16,058 271

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 345,301 1.3 341,792 0.7 312,693 1.6 29,099 3,509
Ｅ 製造業 341,699 6.9 340,230 6.4 304,489 5.0 35,741 1,469
Ｉ 卸売業，小売業 325,325 △  6.1 324,415 △  6.3 305,321 △  5.5 19,094 910
Ｐ 医療，福祉 372,919 0.8 371,408 1.1 340,007 6.0 31,401 1,511

ＴＬ 調査産業計 120,884 5.3 120,510 5.1 117,049 5.8 3,461 374
Ｅ 製造業 156,510 4.2 156,479 4.1 144,670 5.6 11,809 31
Ｉ 卸売業，小売業 102,260 1.5 101,933 1.0 100,345 1.6 1,588 327
Ｐ 医療，福祉 162,026 12.3 161,750 12.5 158,047 12.5 3,703 276

前年比 前年比 前年比

1. 月間現金給与額

前年比 前年比前年比

　　　労働者

産　　業

産　　業

パートタイム

パートタイム

　　　労働者

2. 統計表 ～賃金・労働時間・雇用の動きの詳細～
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（事業所規模５人以上）

総実労働時間 所定内 所定外 出勤日数
労働時間 労働時間

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日

ＴＬ 調査産業計 143.5 3.5 133.4 3.7 10.1 2.0 18.7 0.5

Ｄ 建設業 159.8 △  1.4 148.1 2.2 11.7 △ 32.7 19.8 △  0.2
Ｅ 製造業 157.7 0.8 145.5 0.6 12.2 4.2 19.3 0.3
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 166.1 0.3 152.9 2.7 13.2 △ 21.0 20.3 0.1

Ｇ 情報通信業 150.9 △  4.3 144.0 2.1 6.9 △ 58.5 19.5 0.8
Ｈ 運輸業，郵便業 165.8 △  4.4 139.6 △  5.3 26.2 0.0 19.1 △  0.9
Ｉ 卸売業，小売業 118.9 0.8 113.0 0.4 5.9 11.3 18.0 0.5

Ｊ 金融業，保険業 144.0 7.1 140.0 5.8 4.0 81.9 19.6 0.4
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 172.3 △  9.4 153.2 △  6.4 19.1 △ 27.7 19.9 △  0.8
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 147.6 6.2 140.5 4.3 7.1 61.6 18.0 △  0.8

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 121.9 24.0 112.5 22.4 9.4 46.9 16.7 2.3
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 113.4 9.6 108.6 9.3 4.8 14.3 16.7 1.5
Ｏ 教育，学習支援業 168.9 11.6 149.2 9.8 19.7 27.9 19.9 1.1

Ｐ 医療，福祉 142.6 0.5 136.5 2.3 6.1 △ 28.2 19.0 0.2
Ｑ 複合サービス事業 152.3 1.3 140.9 △  2.3 11.4 83.9 19.6 0.1
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 149.1 12.3 139.6 9.5 9.5 79.4 18.7 0.3

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 172.0 2.3 157.9 2.5 14.1 0.0 20.4 0.4
Ｅ 製造業 169.2 1.6 155.1 1.1 14.1 6.7 19.9 0.3
Ｉ 卸売業，小売業 167.6 △  1.6 157.2 △  1.8 10.4 1.9 20.6 0.4
Ｐ 医療，福祉 168.1 △  0.5 159.3 1.8 8.8 △ 29.6 20.7 0.4

ＴＬ 調査産業計 86.7 4.2 84.5 3.9 2.2 22.3 15.3 0.5
Ｅ 製造業 111.4 0.3 106.8 0.8 4.6 △  9.8 17.2 0.8
Ｉ 卸売業，小売業 72.9 △  7.0 71.4 △  7.0 1.5 △  6.2 15.6 0.1
Ｐ 医療，福祉 92.1 △  1.5 91.3 △  1.2 0.8 △ 27.4 15.4 △  0.7

（事業所規模30人以上）

総実労働時間 所定内 所定外 出勤日数
労働時間 労働時間

時間 ％ 時間 ％ 時間 ％ 日 日

ＴＬ 調査産業計 142.3 0.1 132.0 0.8 10.3 △  8.0 18.4 △  0.1

Ｄ 建設業 156.9 △ 14.0 142.8 △  8.4 14.1 △ 47.0 18.4 △  2.0
Ｅ 製造業 163.8 3.4 149.3 2.6 14.5 12.4 19.4 0.4
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 171.1 3.3 150.8 1.3 20.3 21.5 19.9 △  0.3

Ｇ 情報通信業 148.0 △  0.4 141.8 1.8 6.2 △ 33.3 19.4 0.9×
Ｈ 運輸業，郵便業 157.5 △ 11.3 135.8 △  9.7 21.7 △ 20.2 18.7 △  2.3
Ｉ 卸売業，小売業 96.8 △  2.2 92.6 △  1.1 4.2 △ 20.7 16.8 0.0

Ｊ 金融業，保険業 136.5 2.2 133.7 1.6 2.8 40.3 19.1 0.1
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 162.5 1.2 153.2 3.7 9.3 △ 27.3 19.7 0.8
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 132.6 △  3.5 128.9 △  2.3 3.7 △ 34.0 17.2 △  1.7

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 116.5 1.9 107.7 2.1 8.8 0.0 16.0 0.0
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 108.4 △  2.1 103.2 △  2.2 5.2 0.0 16.2 △  1.0×
Ｏ 教育，学習支援業 158.4 9.4 145.3 8.1 13.1 26.0 19.9 0.8

Ｐ 医療，福祉 147.5 △  3.2 140.0 0.1 7.5 △ 40.5 19.0 △  0.2
Ｑ 複合サービス事業 152.8 △  2.8 144.0 △  2.0 8.8 △ 13.8 19.5 △  0.5
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 141.2 7.1 131.5 4.7 9.7 56.5 17.8 △  0.3

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 171.2 2.0 157.1 2.7 14.1 △  5.4 20.1 0.1
Ｅ 製造業 170.6 3.5 154.9 2.4 15.7 14.6 19.7 0.3
Ｉ 卸売業，小売業 163.6 △  3.3 153.6 △  1.2 10.0 △ 27.0 19.6 0.6
Ｐ 医療，福祉 169.1 1.7 159.2 5.1 9.9 △ 34.0 20.6 0.7

ＴＬ 調査産業計 84.0 △  0.2 81.4 △  0.1 2.6 △  3.7 15.0 △  0.4
Ｅ 製造業 125.2 3.9 117.8 5.0 7.4 △  9.7 17.3 0.7
Ｉ 卸売業，小売業 67.6 △  0.9 66.0 △  0.9 1.6 0.0 15.6 △  0.2
Ｐ 医療，福祉 90.4 △  1.7 89.3 △  0.6 1.1 △ 47.6 14.7 △  1.5

パートタイム

前年比

前年差前年比 前年比

　　　労働者

産　　業

前年比

2. 月間労働時間及び出勤日数

産　　業

パートタイム
　　　労働者

前年比 前年差前年比
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（事業所規模５人以上）

常用労働者 一般 パート パートタイム 入職率 離職率
労働者 タイム 労働者比率

労働者
人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ％

ＴＬ 調査産業計 279,889 0.4 186,563 93,326 33.3 △  1.6 2.12 1.67

Ｄ 建設業 12,318 5.6 9,885 2,433 19.8 12.5 0.51 0.93
Ｅ 製造業 55,066 △  5.9 44,106 10,960 19.9 1.6 1.02 0.93
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 1,503 65.6 1,461 42 2.8 △  6.7 0.13 0.33

Ｇ 情報通信業 3,449 0.6 3,143 306 8.9 5.4 0.61 0.95
Ｈ 運輸業，郵便業 11,670 △  8.2 8,847 2,823 24.2 15.8 2.22 2.92
Ｉ 卸売業，小売業 47,984 2.3 23,014 24,970 52.0 △  5.2 2.99 1.87

Ｊ 金融業，保険業 7,240 0.2 6,501 739 10.2 △  1.6 4.15 4.37
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 3,200 △  0.8 2,873 327 10.2 6.8 0.65 1.09
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 4,547 △  4.7 3,615 932 20.5 △  0.2 0.74 9.55

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 26,941 6.9 9,858 17,083 63.4 △  4.8 6.53 1.15
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 10,494 0.3 5,554 4,940 47.1 △  6.2 3.18 2.35
Ｏ 教育，学習支援業 21,743 2.0 16,712 5,031 23.1 △  3.0 0.62 0.12

Ｐ 医療，福祉 48,763 △  1.4 32,519 16,244 33.3 △  2.8 1.59 1.58
Ｑ 複合サービス事業 2,824 5.1 2,623 201 7.1 △  4.9 0.32 0.64
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 22,147 11.4 15,852 6,295 28.4 △ 17.0 1.32 2.51

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 186,563 2.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.30 1.34
Ｅ 製造業 44,106 △  7.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.74 0.47
Ｉ 卸売業，小売業 23,014 14.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.91 3.06
Ｐ 医療，福祉 32,519 2.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.49 0.25

ＴＬ 調査産業計 93,326 △  3.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 3.75 2.32
Ｅ 製造業 10,960 2.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.14 2.75
Ｉ 卸売業，小売業 24,970 △  7.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.03 0.73
Ｐ 医療，福祉 16,244 △  9.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.79 4.18

（事業所規模30人以上）

常用労働者 一般 パート パートタイム 入職率 離職率
労働者 タイム 労働者比率

労働者
人 ％ 人 人 ％ ポイント ％ ％

ＴＬ 調査産業計 157,636 △  1.8 105,689 51,947 33.0 2.2 1.51 1.85

Ｄ 建設業 3,689 4.3 2,431 1,258 34.1 32.0 0.19 0.75
Ｅ 製造業 40,638 △  7.1 34,609 6,029 14.8 0.1 0.68 0.68
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 933 2.5 891 42 4.5 △  5.0 0.21 0.53

Ｇ 情報通信業 2,575 9.0 2,297 278 10.8 5.8 0.81 1.28
Ｈ 運輸業，郵便業 7,043 △ 10.3 4,493 2,550 36.2 27.2 0.53 2.88
Ｉ 卸売業，小売業 21,204 1.0 6,425 14,779 69.7 △  0.1 2.42 1.46

Ｊ 金融業，保険業 2,843 △  3.2 2,378 465 16.4 △  2.4 2.11 0.39
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 889 1.9 839 50 5.6 △  2.5 0.90 0.90
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 2,020 △  5.6 1,355 665 32.9 △  8.5 1.66 11.12

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 10,898 0.4 4,478 6,420 58.9 △  2.4 3.33 2.72
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 5,724 6.3 2,587 3,137 54.8 △  4.2 2.26 2.83
Ｏ 教育，学習支援業 13,832 △  2.0 10,001 3,831 27.7 1.5 0.98 0.19

Ｐ 医療，福祉 28,517 △  4.3 20,976 7,541 26.4 7.6 1.78 2.56
Ｑ 複合サービス事業 1,551 0.8 1,489 62 4.0 △  5.2 0.58 1.15
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 15,280 13.2 10,440 4,840 31.7 △ 17.0 1.90 3.61

ＴＬ 調査産業計 一般労働者 105,689 △  4.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.28 0.96
Ｅ 製造業 34,609 △  7.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.66 0.52
Ｉ 卸売業，小売業 6,425 1.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.47 2.05
Ｐ 医療，福祉 20,976 △ 13.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.34 0.22

ＴＬ 調査産業計 51,947 5.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.98 3.63
Ｅ 製造業 6,029 △  6.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.81 1.61
Ｉ 卸売業，小売業 14,779 0.8 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.40 1.21
Ｐ 医療，福祉 7,541 34.7 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.37 8.43

3. 常用雇用及び労働異動率

パートタイム

産　　業

前年差前年比

前年比

　　　労働者

産　　業

パートタイム
　　　労働者

前年差
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（事業所規模５人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与 所定内給与

平成30年 101.6 2.9 102.9 10.1 100.7 0.9 100.0 6.0 99.8 0.7 97.8 5.4
令和元年 100.4 △  1.2 99.2 △  3.7 101.0 0.3 98.0 △  1.9 100.7 1.0 96.5 △  1.4
　　２年 100.0 △  0.4 100.0 0.9 100.0 △  1.0 100.0 2.0 100.0 △  0.7 100.0 3.6
　　３年 101.2 1.3 99.0 △  1.0 102.1 2.1 98.6 △  1.4 101.7 1.7 98.0 △  2.0
　　４年 101.4 0.2 100.1 1.1 101.3 △  0.8 96.8 △  1.8 100.7 △  1.0 96.4 △  1.6
　　５年 102.5 1.1 101.6 1.5 103.1 1.8 99.2 2.5 102.2 1.5 99.3 3.0
　　６年 104.3 1.0 95.7 △  2.2 104.2 △  0.1 96.5 △  2.6 103.7 0.1 97.2 △  2.2

令和５年 10月 87.5 1.4 79.8 △  4.8 104.7 3.3 100.6 2.5 103.9 3.5 100.1 3.0
11月 88.6 0.9 80.9 △  1.5 103.3 0.9 98.9 0.4 102.6 0.7 99.1 1.4
12月 178.4 △  2.3 201.5 0.0 105.5 1.2 101.8 4.4 104.3 0.9 101.8 4.2

令和６年 １月 89.0 4.8 81.4 7.0 102.5 2.7 95.9 4.9 102.5 4.3 97.8 6.9
２月 86.7 2.2 75.8 0.9 103.2 2.1 94.8 0.1 102.8 2.7 95.7 1.3
３月 92.1 △  1.0 84.1 3.1 105.4 1.0 96.5 △  2.5 104.5 0.9 96.5 △  2.2
４月 89.7 0.6 80.5 △  4.2 104.0 △  1.3 96.8 △  4.9 102.9 △  1.5 97.2 △  4.0
５月 88.6 0.2 77.2 △  2.0 104.4 1.4 96.4 △  0.6 104.4 1.5 97.7 △  0.2
６月 133.6 △  5.8 127.6 2.0 103.9 △  1.5 99.3 △  1.9 103.6 △  1.1 100.0 △  1.4
７月 130.1 6.9 128.7 △ 11.4 105.0 △  0.6 95.3 △  6.0 104.8 0.0 96.3 △  5.0
８月 92.6 1.5 84.6 2.8 103.3 △  2.1 96.6 △  1.9 102.8 △  1.8 96.9 △  3.7
９月 87.8 △  0.9 79.9 △  2.6 103.3 △  1.7 96.0 △  4.7 103.0 △  1.8 96.8 △  5.0
10月 86.6 △  1.9 74.4 △  7.2 103.9 △  1.7 94.3 △  7.0 103.6 △  1.2 95.0 △  5.8
11月 91.6 2.2 82.4 2.0 105.5 1.1 97.9 △  1.8 104.5 0.8 97.9 △  2.0
12月 183.3 2.9 171.7 △  6.1 106.2 △  0.3 98.7 △  3.3 104.8 △  0.9 98.9 △  3.9

令和７年 １月 93.1 4.6 80.5 △  1.1 103.0 0.5 96.3 0.4 103.1 0.6 97.2 △  0.6
２月 86.6 △  0.1 75.9 0.1 101.9 △  1.3 94.6 △  0.2 102.1 △  0.7 94.3 △  1.5
３月 95.3 3.5 91.2 8.4 106.0 0.6 99.8 3.4 105.6 1.1 99.4 3.0
４月 91.3 1.8 81.0 0.6 106.6 2.5 102.3 5.7 106.6 3.6 101.8 4.7
５月 93.5 5.5 85.6 10.9 108.1 3.5 100.3 4.0 108.4 3.8 99.9 2.3
６月 137.6 3.0 125.9 △  1.3 107.9 3.8 102.5 3.2 108.6 4.8 102.3 2.3
７月 134.0 3.0 138.2 7.4 107.1 2.0 99.8 4.7 106.9 2.0 99.8 3.6
８月 95.0 2.6 85.2 0.7 107.4 4.0 99.9 3.4 107.8 4.9 99.8 3.0
９月 91.8 4.6 84.4 5.6 108.0 4.5 100.6 4.8 108.7 5.5 100.7 4.0
10月 90.0 3.9 78.0 4.8 107.6 3.6 98.0 3.9 108.2 4.4 98.0 3.2

（事業所規模30人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与 所定内給与

平成30年 104.8 3.9 102.9 8.9 103.0 1.4 99.9 4.7 101.5 0.7 97.8 4.2
令和元年 101.0 △  3.7 99.6 △  3.3 100.0 △  3.0 98.2 △  1.7 99.3 △  2.2 96.7 △  1.1
　　２年 100.0 △  1.0 100.0 0.5 100.0 0.1 100.0 1.9 100.0 0.7 100.0 3.4
　　３年 102.2 2.2 100.8 0.8 102.7 2.7 100.0 0.0 102.3 2.3 98.9 △  1.1
　　４年 104.2 2.0 100.9 0.1 103.0 0.3 96.7 △  3.3 101.4 △  0.9 96.3 △  2.6
　　５年 105.3 1.1 101.3 0.4 105.6 2.5 98.4 1.8 104.6 3.2 99.3 3.1
　　６年 102.4 0.5 92.6 △  3.3 102.8 △  0.8 93.9 △  3.7 102.0 △  1.0 94.7 △  4.0

令和５年 10月 86.1 △  1.8 76.1 △  6.6 105.9 1.9 99.2 2.1 105.1 3.2 99.7 3.5
11月 87.6 0.5 77.3 △  3.1 105.2 2.2 97.2 △  0.1 104.5 2.7 98.5 1.7
12月 192.9 △  2.5 212.7 0.0 106.8 3.0 100.0 3.7 105.8 3.7 101.0 4.3

令和６年 １月 84.3 0.6 75.9 4.8 100.1 △  0.3 92.4 2.6 99.6 0.8 94.9 4.6
２月 83.9 1.2 72.9 1.0 101.5 0.5 93.4 0.0 101.2 1.4 95.3 1.6
３月 89.4 1.6 80.6 0.6 103.6 △  0.4 92.8 △  6.3 102.4 △  0.4 93.3 △  5.8
４月 86.1 △  1.1 75.4 △  5.7 104.1 △  1.4 93.4 △  7.5 102.9 △  1.5 93.9 △  6.9
５月 86.3 0.8 73.4 △  3.8 104.2 1.5 93.9 △  2.5 103.6 1.0 95.5 △  2.3
６月 132.7 △  8.7 127.2 △  0.7 103.4 △  2.1 95.7 △  4.9 103.1 △  1.7 96.4 △  5.0
７月 132.7 5.6 125.7 △ 14.7 102.4 △  2.2 92.5 △  6.6 102.1 △  2.2 93.2 △  6.8
８月 88.7 1.4 80.6 6.8 101.8 △  2.0 94.6 △  1.1 101.4 △  2.0 94.9 △  4.3
９月 84.2 △  0.9 76.9 △  1.0 101.3 △  1.9 93.6 △  5.0 101.1 △  2.3 94.4 △  6.3
10月 82.9 △  1.9 71.1 △  6.7 101.9 △  1.9 92.6 △  6.7 101.4 △  2.0 93.2 △  6.5
11月 87.2 1.5 79.7 4.0 104.3 1.0 96.0 △  1.3 102.9 0.0 95.8 △  2.7
12月 190.3 4.8 172.0 △  7.9 104.5 △  0.3 95.6 △  3.9 102.8 △  1.7 95.4 △  5.9

令和７年 １月 83.6 △  0.8 79.9 5.3 97.6 △  2.5 96.7 4.7 97.6 △  2.0 97.1 2.3
２月 81.6 △  2.7 73.7 1.1 99.2 △  2.3 95.4 2.1 99.7 △  1.5 94.7 △  0.6
３月 89.6 0.2 91.4 13.4 101.6 △  1.9 99.9 7.7 101.5 △  0.9 99.0 6.1
４月 83.6 △  2.9 78.9 4.6 102.0 △  2.0 102.4 9.6 101.5 △  1.4 101.3 7.9
５月 88.9 3.0 85.8 16.9 103.9 △  0.3 101.6 8.2 103.9 0.3 100.7 5.4
６月 135.0 1.7 128.4 0.9 103.7 0.3 102.8 7.4 104.3 1.2 102.4 6.2
７月 124.6 △  6.1 139.4 10.9 101.2 △  1.2 99.2 7.2 102.0 △  0.1 98.9 6.1
８月 87.6 △  1.2 82.3 2.1 103.6 1.8 101.3 7.1 104.2 2.8 101.0 6.4
９月 85.7 1.8 84.0 9.2 102.5 1.2 101.6 8.5 103.3 2.2 101.6 7.6
10月 82.8 △  0.1 75.7 6.5 101.1 △  0.8 98.2 6.0 101.6 0.2 97.7 4.8

調査産業計 製造業
前年比 前年比前年比 前年比 前年比 前年比

4. 名目賃金指数

前年比前年比前年比前年比前年比前年比
調査産業計

（令和2年平均＝100）

（令和2年平均＝100）

製造業調査産業計 製造業

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

調査産業計 製造業
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（事業所規模５人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与

平成30年 101.9 1.2 103.2 8.3 101.0 △  0.8 100.3 4.3
令和元年 99.9 △　1.9 98.7 △　4.4 100.5 △　0.5 97.5 △　2.7
　　２年 100.0 0.2 100.0 1.5 100.0 △  0.4 100.0 2.6
　　３年 101.3 1.3 99.1 △  0.9 102.2 2.2 98.7 △  1.3
　　４年 98.5 △  2.8 97.3 △  1.8 98.4 △  3.7 94.1 △  4.7
　　５年 95.9 △  2.6 95.0 △  2.4 96.4 △  2.0 92.8 △  1.4
　　６年 94.6 △  2.1 86.8 △  5.2 94.6 △  3.1 87.6 △  5.5

令和５年 10月 80.4 △  2.4 73.3 △  8.4 96.2 △  0.6 92.5 △  1.3
11月 81.6 △  2.3 74.5 △  4.6 95.1 △  2.4 91.1 △  2.8
12月 164.7 △  5.2 186.1 △  2.9 97.4 △  1.7 94.0 1.3

令和６年 １月 82.2 2.1 75.2 4.3 94.6 0.0 88.6 2.2
２月 79.8 △  1.1 69.8 △  2.5 95.0 △  1.3 87.3 △  3.2
３月 84.7 △  4.0 77.4 0.0 97.0 △  2.1 88.8 △  5.4
４月 82.1 △  2.4 73.7 △  6.9 95.2 △  4.1 88.6 △  7.6
５月 80.9 △  2.8 70.5 △  4.9 95.3 △  1.7 88.0 △  3.6
６月 121.1 △  9.0 115.7 △  1.5 94.2 △  4.9 90.0 △  5.3
７月 117.8 3.4 116.6 △ 14.2 95.1 △  3.7 86.3 △  9.0
８月 83.6 △  1.9 76.4 △  0.5 93.2 △  5.4 87.2 △  5.2
９月 79.5 △  3.3 72.4 △  4.9 93.6 △  4.0 87.0 △  6.9
10月 77.6 △  4.4 66.7 △  9.5 93.1 △  4.1 84.5 △  9.3
11月 81.9 △  0.7 73.6 △  1.1 94.3 △  2.0 87.5 △  4.7
12月 162.9 △  0.9 152.6 △  9.6 94.4 △  4.1 87.7 △  7.0

令和７年 １月 81.9 △  0.4 70.8 △  5.9 90.6 △  4.2 84.7 △  4.4
２月 76.6 △  4.0 67.1 △  3.9 90.1 △  5.2 83.6 △  4.2
３月 84.0 △  0.8 80.4 3.9 93.4 △  3.7 87.9 △  1.0
４月 80.3 △  2.2 71.2 △  3.4 93.8 △  1.5 90.0 1.6
５月 82.0 1.4 75.1 6.5 94.8 △  0.5 88.0 0.0
６月 120.9 △  0.2 110.6 △  4.4 94.8 0.6 90.1 0.1
７月 117.4 △  0.3 121.1 3.9 93.9 △  1.3 87.5 1.4
８月 83.0 △  0.7 74.4 △  2.6 93.8 0.6 87.2 0.0
９月 80.4 1.1 73.9 2.1 94.6 1.1 88.1 1.3
10月 78.1 0.6 67.7 1.5 93.4 0.3 85.1 0.7

（事業所規模30人以上）
現金給与総額 きまって支給する給与 甲府市

消費者
物価指数

平成30年 105.1 2.2 103.2 7.1 103.3 △  0.3 100.2 3.0 99.7
令和元年 100.5 △　4.4 99.1 △  4.0 99.5 △　3.8 97.7 △　2.5 100.5
　　２年 100.0 △　0.4 100.0 1.1 100.0 0.6 100.0 2.5 100.0
　　３年 102.3 2.3 100.9 0.9 102.8 2.8 100.1 0.1 99.9
　　４年 101.3 △  1.0 98.1 △  2.8 100.1 △  2.6 94.0 △  6.1 102.9
　　５年 98.5 △  2.8 94.8 △  3.4 98.8 △  1.3 92.0 △  2.1 106.9
　　６年 92.9 △  2.5 84.0 △  6.2 93.3 △  3.7 85.2 △  6.6 110.2

令和５年 10月 79.1 △  5.6 69.9 △ 10.2 97.3 △  1.9 91.2 △  1.7 108.8
11月 80.7 △  2.8 71.2 △  6.2 96.9 △  1.0 89.5 △  3.3 108.6
12月 178.1 △  5.4 196.4 △  2.9 98.6 △  0.1 92.3 0.7 108.3

令和６年 １月 77.8 △  2.0 70.1 2.2 92.4 △  2.8 85.3 △  0.1 108.3
２月 77.3 △  2.0 67.1 △  2.3 93.5 △  2.8 86.0 △  3.3 108.6
３月 82.2 △  1.6 74.1 △  2.5 95.3 △  3.3 85.4 △  9.1 108.7
４月 78.8 △  4.0 69.0 △  8.5 95.2 △  4.4 85.5 △ 10.2 109.3
５月 78.8 △  2.1 67.0 △  6.7 95.2 △  1.4 85.8 △  5.3 109.5
６月 120.3 △ 11.9 115.3 △  4.2 93.7 △  5.5 86.8 △  8.1 110.3
７月 120.2 2.2 113.9 △ 17.4 92.8 △  5.2 83.8 △  9.5 110.4
８月 80.1 △  2.0 72.7 3.1 91.9 △  5.3 85.4 △  4.5 110.8
９月 76.3 △  3.2 69.7 △  3.2 91.8 △  4.2 84.8 △  7.2 110.4
10月 74.3 △  4.4 63.7 △  9.0 91.3 △  4.4 83.0 △  9.0 111.6
11月 77.9 △  1.5 71.2 0.8 93.2 △  2.0 85.8 △  4.2 111.9
12月 169.2 1.0 152.9 △ 11.4 92.9 △  4.0 85.0 △  7.5 112.5

令和７年 １月 73.5 △  5.5 70.3 0.3 85.8 △  7.1 85.0 △  0.4 113.7
２月 72.1 △  6.7 65.2 △  2.8 87.7 △  6.2 84.4 △  1.9 113.1
３月 78.9 △  4.0 80.5 8.6 89.5 △  6.1 88.0 3.0 113.5
４月 73.5 △  6.7 69.4 0.6 89.7 △  5.8 90.1 5.4 113.7
５月 78.0 △  1.0 75.3 12.4 91.1 △  4.3 89.1 3.8 114.0
６月 118.6 △  1.4 112.8 △  2.2 91.1 △  2.8 90.3 4.0 113.8
７月 109.2 △  9.2 122.2 7.3 88.7 △  4.4 86.9 3.7 114.1
８月 76.5 △  4.5 71.9 △  1.1 90.5 △  1.5 88.5 3.6 114.5
９月 75.0 △  1.7 73.6 5.6 89.8 △  2.2 89.0 5.0 114.2
10月 71.9 △  3.2 65.7 3.1 87.8 △  3.8 85.2 2.7 115.2

（※）甲府市消費者物価指数は、持家の帰属家賃を除く総合指数を使用しており、基準は令和２年平均を100としている。

調査産業計 製造業

前年比 前年比 前年比 前年比
調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

（令和2年平均＝100）

（令和2年平均＝100）

5. 実質賃金指数

前年比前年比前年比前年比
調査産業計 製造業
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（事業所規模５人以上）
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

平成30年 105.6 △  0.8 107.4 1.9 104.1 △  1.1 105.4 1.3 128.1 3.3 126.3 7.2
令和元年 104.6 △　0.9 104.0 △　3.1 103.3 △  0.8 102.2 △  3.1 124.1 △  3.1 121.9 △  3.5
　　２年 100.0 △  4.4 100.0 △　3.9 100.0 △  3.2 100.0 △  2.1 100.0 △ 19.4 100.0 △ 18.0
　　３年 103.0 3.0 100.3 0.3 101.5 1.6 99.9 △  0.1 125.1 25.2 104.9 5.0
　　４年 102.1 △  0.9 100.4 0.1 100.1 △  1.4 98.9 △  1.0 131.2 4.9 114.5 9.2
　　５年 100.9 △  1.2 101.5 1.1 99.1 △  1.0 101.4 2.5 126.8 △  3.4 103.0 △ 10.0
　　６年 98.9 △  2.7 100.1 △  1.1 98.0 △  1.9 102.0 0.7 112.2 △ 11.0 82.2 △ 17.4

令和５年 10月 102.3 △  0.2 103.0 1.6 100.6 0.3 103.3 4.2 127.6 △  5.1 99.3 △ 19.5
11月 101.9 △  1.4 103.1 △  0.8 100.3 △  1.0 103.9 1.7 125.3 △  6.0 95.2 △ 21.1
12月 101.3 △  2.4 102.4 0.0 99.6 △  1.7 102.8 1.2 126.4 △ 10.6 98.6 △ 10.6

令和６年 １月 91.3 △  3.2 87.2 △  4.7 90.6 △  2.2 88.4 △  2.4 102.3 △ 14.4 75.2 △ 25.3
２月 96.1 △  2.9 98.8 △  3.7 95.3 △  2.4 100.6 △  1.5 108.0 △ 10.5 80.7 △ 25.0
３月 97.3 △  5.2 101.0 △  1.3 96.1 △  4.5 102.3 0.8 114.9 △ 12.3 88.3 △ 19.5
４月 101.5 △  5.0 105.2 △  3.8 100.4 △  4.4 106.9 △  1.7 118.4 △ 10.4 89.0 △ 22.7
５月 96.9 △  2.4 94.5 △  0.8 96.1 △  1.6 96.5 1.6 109.2 △ 11.2 74.5 △ 24.4
６月 100.1 △  6.5 106.4 0.9 99.8 △  5.0 108.9 2.5 103.4 △ 24.4 82.8 △ 16.0
７月 102.9 0.3 103.7 △  1.5 102.1 1.3 106.2 0.8 114.9 △ 10.7 79.3 △ 24.3
８月 96.8 △  1.8 94.2 0.5 96.1 △  0.9 95.7 1.1 106.9 △ 13.1 80.0 △  4.1
９月 98.8 △  2.9 100.8 △  0.5 98.1 △  2.1 102.9 0.7 108.0 △ 13.0 80.7 △ 12.7
10月 101.8 △  0.8 100.6 △  1.5 100.9 △  0.1 102.6 △  0.1 113.8 △  9.2 80.7 △ 15.8
11月 102.7 0.1 105.1 1.7 101.5 0.2 107.0 2.4 120.7 △  1.9 86.2 △  5.3
12月 100.9 △  0.6 103.9 2.4 99.2 △  0.8 105.4 3.2 125.3 1.0 89.0 △  7.2

令和７年 １月 91.9 0.7 88.7 1.7 90.8 0.2 89.6 1.4 106.9 4.5 80.0 6.4
２月 95.2 △  0.9 95.9 △  2.9 94.7 △  0.6 97.1 △  3.5 102.3 △  5.3 84.1 4.2
３月 97.9 0.6 97.2 △  3.8 96.9 0.8 98.2 △  4.0 112.6 △  2.0 87.6 △  0.8
４月 103.5 2.0 102.8 △  2.3 102.5 2.1 104.0 △  2.7 118.4 0.0 90.3 1.5
５月 99.3 2.5 92.9 △  1.7 98.3 2.3 94.0 △  2.6 113.8 4.2 81.4 9.3
６月 102.8 2.7 101.4 △  4.7 102.4 2.6 103.0 △  5.4 108.0 4.4 84.8 2.4
７月 103.9 1.0 102.4 △  1.3 103.5 1.4 104.8 △  1.3 109.2 △  5.0 79.3 0.0
８月 95.3 △  1.5 88.3 △  6.3 94.8 △  1.4 89.5 △  6.5 102.3 △  4.3 76.6 △  4.3
９月 100.4 1.6 97.5 △  3.3 99.5 1.4 99.3 △  3.5 112.6 4.3 80.0 △  0.9
10月 105.4 3.5 101.4 0.8 104.6 3.7 103.2 0.6 116.1 2.0 84.1 4.2

（事業所規模30人以上）
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

平成30年 105.6 △  1.1 106.8 1.3 104.0 △  1.3 104.6 0.8 124.8 2.6 126.1 4.3
令和元年 103.2 △　2.3 103.1 △　3.5 101.8 △  2.2 101.8 △  2.6 119.5 △  4.2 113.9 △  9.6
　　２年 100.0 △  3.1 100.0 △  3.0 100.0 △  1.7 100.0 △  1.8 100.0 △ 16.3 100.0 △ 12.3
　　３年 102.0 2.0 100.7 0.7 101.3 1.3 99.4 △  0.5 110.8 10.8 111.5 11.5
　　４年 101.2 △  0.8 99.3 △  1.4 99.4 △  1.9 97.4 △  2.0 123.1 11.1 116.9 4.8
　　５年 101.7 0.5 99.9 0.6 100.3 0.9 100.1 2.8 118.4 △  3.8 99.0 △ 15.3
　　６年 98.4 △  2.2 98.2 △  1.1 97.9 △  1.7 100.2 0.2 105.4 △  6.5 80.6 △ 14.3

令和５年 10月 102.8 0.0 100.7 0.7 101.5 1.0 101.5 4.2 117.9 △ 10.1 94.5 △ 23.5
11月 103.0 0.9 101.2 △  1.2 102.1 1.8 102.6 2.3 114.2 △  8.3 89.1 △ 26.1
12月 100.7 △  0.9 100.2 0.0 99.9 0.1 100.8 1.3 110.4 △ 10.0 95.8 △ 10.7

令和６年 １月 91.2 △  4.0 85.7 △  5.7 90.5 △  3.4 87.1 △  3.7 100.0 △ 10.2 73.9 △ 22.9
２月 95.8 △  2.5 98.6 △  2.6 95.5 △  1.6 101.3 0.3 100.0 △ 11.0 75.2 △ 27.4
３月 97.0 △  4.6 98.6 △  3.0 96.2 △  4.2 100.3 △  0.7 106.6 △  9.6 84.2 △ 21.5
４月 102.3 △  3.9 102.8 △  4.9 101.7 △  3.4 104.8 △  2.9 110.4 △  8.6 86.1 △ 22.4
５月 98.2 0.4 93.1 △  1.4 97.6 0.9 95.5 1.2 105.7 △  5.0 72.7 △ 24.1
６月 101.5 △  4.1 104.0 0.9 101.5 △  2.1 106.9 2.6 100.9 △ 23.6 79.4 △ 15.4
７月 101.6 △  0.2 101.2 △  2.0 101.5 0.4 103.7 △  0.3 103.8 △  6.7 80.0 △ 18.0
８月 95.3 △  2.5 91.6 △  0.1 95.0 △  2.2 92.9 △  0.9 100.0 △  4.5 80.6 9.1
９月 96.7 △  3.3 98.3 0.2 96.1 △  3.2 100.3 0.7 103.8 △  4.3 81.2 △  5.7
10月 100.4 △  0.9 98.9 △  0.8 100.0 △  0.5 101.4 0.4 105.7 △  4.3 78.2 △ 12.2
11月 102.0 0.0 104.1 2.9 101.2 △  0.4 106.3 2.9 111.3 3.5 86.1 2.3
12月 99.0 △  0.2 100.9 2.2 97.6 △  1.3 102.2 2.4 117.0 12.7 89.7 0.0

令和７年 １月 88.8 △  2.6 88.1 2.8 88.3 △  2.4 88.7 1.8 95.3 △  4.7 83.6 13.1
２月 92.9 △  3.0 96.8 △  1.8 92.9 △  2.7 98.2 △  3.1 92.5 △  7.5 85.5 13.7
３月 94.4 △  2.7 96.8 △  1.8 94.1 △  2.2 97.6 △  2.7 97.2 △  8.8 90.3 7.2
４月 99.4 △  2.8 101.9 △  0.9 99.1 △  2.6 103.1 △  1.6 102.8 △  6.9 92.7 7.7
５月 96.8 △  1.4 94.3 1.3 96.4 △  1.2 95.3 △  0.2 101.9 △  3.6 86.1 18.4
６月 99.9 △  1.6 102.4 △  1.5 100.3 △  1.2 104.3 △  2.4 95.3 △  5.6 86.1 8.4
７月 98.9 △  2.7 102.9 1.7 99.6 △  1.9 105.2 1.4 90.6 △ 12.7 83.0 3.8
８月 92.4 △  3.0 89.3 △  2.5 92.8 △  2.3 90.7 △  2.4 86.8 △ 13.2 77.6 △  3.7
９月 96.6 △  0.1 97.8 △  0.5 96.7 0.6 99.5 △  0.8 95.3 △  8.2 83.6 3.0
10月 100.5 0.1 102.3 3.4 100.8 0.8 104.0 2.6 97.2 △  8.0 87.9 12.4

調査産業計 製造業
前年比 前年比前年比 前年比 前年比 前年比

6. 労働時間指数

前年比前年比前年比前年比前年比前年比
調査産業計

（令和2年平均＝100）

（令和2年平均＝100）

製造業調査産業計 製造業

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

調査産業計 製造業
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7. 常用雇用指数

（事業所規模５人以上） （事業所規模30人以上）
常用労働者 常用労働者
調査産業計 製造業 調査産業計 製造業

平成30年 100.4 △  0.3 101.9 △  2.8 平成30年 101.3 △  1.1 100.6 △  4.1
令和元年 101.0 0.6 104.1 2.1 令和元年 101.2 △  0.1 102.8 2.1
　　２年 100.0 △  1.0 100.0 △  3.9 　　２年 100.0 △  1.2 100.0 △  2.7
　　３年 98.2 △  1.8 93.2 △  6.8 　　３年 98.1 △  1.9 88.1 △ 11.9
　　４年 97.8 △  0.4 94.4 1.2 　　４年 99.4 1.4 90.7 2.9
　　５年 94.3 △  3.6 92.3 △  2.1 　　５年 95.7 △  3.7 88.4 △  2.5
　　６年 96.4 2.2 92.8 0.5 　　６年 99.3 3.8 90.0 1.8

令和５年 10月 93.6 △  4.2 92.3 △  1.0 令和５年 10月 94.2 △  5.0 87.4 △  3.5
11月 94.6 △  2.3 94.1 0.4 11月 95.5 △  2.3 90.4 △  0.3
12月 94.4 △  3.5 94.1 0.5 12月 95.5 △  4.1 90.5 0.0

令和６年 １月 92.1 △  3.3 83.6 △  7.9 令和６年 １月 93.1 △  3.2 80.6 △  7.8
２月 94.4 △  0.3 89.2 △  2.0 ２月 96.9 0.8 87.6 0.2
３月 96.1 2.1 92.3 0.4 ３月 99.1 3.6 91.3 2.4
４月 96.3 1.6 94.7 3.2 ４月 100.5 4.3 94.4 5.8
５月 96.1 3.0 89.8 1.8 ５月 99.3 4.7 88.5 5.0
６月 95.8 0.6 93.0 0.0 ６月 98.8 2.1 92.1 2.4
７月 97.3 3.1 93.0 △  0.2 ７月 100.0 3.8 87.9 △  1.0
８月 98.0 3.8 96.3 2.6 ８月 101.2 5.0 92.3 3.7
９月 97.8 4.7 96.4 3.5 ９月 100.5 6.6 92.2 5.3
10月 97.3 4.0 93.8 1.6 10月 99.9 6.1 89.2 2.1
11月 97.8 3.4 95.6 1.6 11月 101.2 6.0 92.2 2.0
12月 98.0 3.8 95.7 1.7 12月 101.0 5.8 91.6 1.2

令和７年 １月 96.8 5.1 89.6 7.2 令和７年 １月 98.1 5.4 82.5 2.4
２月 96.5 2.2 90.6 1.6 ２月 99.1 2.3 85.4 △  2.5
３月 96.9 0.8 93.1 0.9 ３月 99.4 0.3 88.6 △  3.0
４月 98.2 2.0 94.2 △  0.5 ４月 100.9 0.4 89.9 △  4.8
５月 98.4 2.4 93.0 3.6 ５月 100.9 1.6 88.6 0.1
６月 98.3 2.6 90.5 △  2.7 ６月 100.8 2.0 87.5 △  5.0
７月 98.3 1.0 91.3 △  1.8 ７月 100.0 0.0 86.8 △  1.3
８月 98.5 0.5 93.5 △  2.9 ８月 100.9 △  0.3 89.8 △  2.7
９月 98.3 0.5 93.5 △  3.0 ９月 100.5 0.0 89.7 △  2.7
10月 97.7 0.4 88.3 △  5.9 10月 98.1 △  1.8 82.9 △  7.1

前年比前年比前年比 前年比

（令和2年平均＝100）（令和2年平均＝100）
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【参考資料】

（注意１） 共通事業所とは、「前年同月分」及び「当月分」ともに集計対象となった調査対象事業所のことである。

平成30年から部分入替え方式の導入に伴い、常に一部の調査事業所が前年も調査対象となっていることから

共通事業所に限定した集計が可能となった。

（注意２） 共通事業所集計では、同一事業所の平均賃金などの変化をみるためのものであり、

労働者数の変化の影響を除くため、前年同月も当月の労働者数をもとに月々の平均賃金などを計算している。

（注意３） 共通事業所のみを用いて集計を行っているため、本系列（すべての調査対象事業所のデータを用いて

作成した集計）に比べ、サンプルサイズが小さくなることに留意が必要である。

賃金

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
令和５年 10月 △ 2.3 △ 14.4 1.4 0.3 1.9 1.4

11月 0.6 △ 1.1 0.2 △ 0.4 0.9 1.2
12月 1.5 0.9 △ 1.2 1.3 △ 0.9 1.6

令和６年 １月 △ 0.6 △ 2.8 0.2 0.3 0.3 1.5
２月 0.5 1.4 0.4 1.4 1.0 0.7
３月 1.0 3.2 1.4 0.1 1.4 △ 0.2
４月 1.6 △ 1.1 1.7 0.1 2.2 1.2
５月 0.0 1.2 2.6 2.3 3.2 3.7
６月 △ 0.4 △ 0.5 1.0 1.8 1.9 2.2
７月 12.6 5.0 1.1 1.5 1.3 0.5
８月 2.3 8.4 △ 0.5 3.2 0.4 1.5
９月 △ 2.7 △ 1.5 △ 1.3 2.7 △ 1.0 2.0
10月 0.3 4.3 0.3 4.3 0.2 2.8
11月 3.8 1.8 0.7 3.3 0.6 1.9
12月 △ 1.9 0.9 △ 0.4 1.6 △ 0.8 0.8

令和７年 １月 2.5 △ 2.7 1.7 △ 1.3 1.4 △ 1.1
２月 0.9 0.7 1.7 2.0 1.2 1.7
３月 1.9 5.5 2.2 1.6 2.3 2.0
４月 4.4 △ 4.4 6.2 1.4 6.3 2.1
５月 5.4 4.9 5.3 3.3 5.0 3.6
６月 8.8 0.4 3.9 1.3 4.0 0.9
７月 4.2 △ 3.1 2.2 2.8 2.0 2.8
８月 1.7 2.7 1.6 1.7 2.4 2.0
９月 2.0 2.0 2.7 1.6 3.7 1.4
10月 4.1 2.8 4.0 2.6 4.0 1.9

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
令和５年 10月 △ 4.8 △ 16.6 1.2 0.7 2.0 2.6

11月 0.5 △ 1.7 0.9 △ 0.8 1.2 1.1
12月 1.4 1.3 0.8 1.7 0.7 2.1

令和６年 １月 △ 2.2 △ 6.8 △ 0.4 △ 0.8 0.6 0.9
２月 2.8 △ 0.7 2.1 △ 0.7 3.7 0.3
３月 4.0 3.6 2.9 △ 0.3 4.0 0.5
４月 1.3 △ 0.8 1.5 △ 0.4 2.6 0.7
５月 2.3 1.1 3.0 2.3 3.4 3.7
６月 △ 6.7 △ 1.7 0.9 0.4 2.0 0.8
７月 18.3 5.3 1.6 0.5 1.8 0.0
８月 4.7 7.6 2.5 2.3 3.4 1.2
９月 1.7 1.5 2.4 1.8 2.5 2.0
10月 2.5 2.8 2.3 2.8 2.5 1.8
11月 2.5 0.0 3.0 2.0 3.2 1.6
12月 2.8 △ 1.0 1.9 0.2 1.7 0.3

令和７年 １月 1.5 0.2 2.0 2.0 1.9 1.6
２月 0.5 0.7 1.8 2.1 1.4 2.0
３月 2.0 6.8 2.6 2.3 2.6 2.9
４月 1.2 △ 4.9 3.5 2.1 3.6 2.9
５月 3.1 4.5 2.8 2.5 2.8 2.6
６月 6.3 1.9 1.8 2.4 1.7 2.1
７月 1.4 △ 4.8 2.8 2.5 3.3 2.6
８月 2.4 2.0 2.9 2.2 3.5 2.8
９月 3.2 2.0 2.1 1.5 2.8 1.9
10月 2.9 3.1 2.8 3.0 3.3 2.9

毎月勤労統計における共通事業所による前年同月比の参考提供について

きまって支給する給与 所定内給与現金給与総額

現金給与総額 きまって支給する給与 所定内給与
(事業所規模５人以上)

(事業所規模30人以上)
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労働時間

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
令和５年 10月 △ 1.5 △ 1.3 △ 0.7 1.0 △ 11.7 △ 19.5

11月 △ 2.4 △ 1.6 △ 1.3 0.8 △ 15.5 △ 21.7
12月 △ 3.8 △ 1.9 △ 2.8 △ 0.8 △ 14.8 △ 11.6

令和６年 １月 △ 0.7 △ 3.7 △ 0.3 △ 1.8 △ 6.0 △ 19.9
２月 △ 2.6 △ 2.3 △ 2.3 △ 1.1 △ 6.4 △ 13.4
３月 △ 3.0 △ 3.3 △ 2.3 △ 0.7 △ 10.5 △ 24.7
４月 △ 2.7 △ 5.4 △ 2.1 △ 3.5 △ 9.2 △ 22.4
５月 1.5 0.1 2.3 2.5 △ 6.5 △ 19.6
６月 △ 3.1 △ 1.4 △ 2.9 0.5 △ 6.4 △ 19.6
７月 △ 0.6 △ 0.9 0.0 △ 0.3 △ 7.5 △ 7.1
８月 △ 2.5 △ 0.1 △ 2.6 △ 1.3 △ 1.0 13.6
９月 △ 5.2 △ 2.3 △ 5.0 △ 2.8 △ 7.6 4.1
10月 △ 1.2 0.3 △ 1.5 △ 0.4 3.1 9.6
11月 △ 1.8 1.1 △ 2.1 0.8 2.0 4.9
12月 △ 2.2 △ 2.5 △ 2.3 △ 1.5 △ 0.9 △ 12.7

令和７年 １月 △ 0.6 △ 3.8 △ 0.9 △ 3.5 3.5 △ 7.8
２月 △ 0.2 △ 1.9 △ 0.3 △ 1.9 1.2 △ 1.0
３月 △ 2.3 △ 3.6 △ 2.5 △ 3.2 1.1 △ 9.0
４月 1.2 △ 3.8 1.3 △ 3.2 0.0 △ 11.9
５月 0.8 △ 0.8 0.4 △ 0.6 6.6 △ 2.9
６月 △ 0.3 △ 0.7 0.0 △ 0.9 △ 4.9 2.8
７月 0.0 1.2 0.1 1.5 △ 2.0 △ 3.3
８月 △ 3.4 △ 5.0 △ 2.6 △ 4.2 △ 12.9 △ 14.0
９月 △ 0.4 △ 1.7 0.0 △ 1.2 △ 4.7 △ 6.8
10月 0.9 1.2 1.1 2.3 △ 1.8 △ 9.6

調査産業計 製造業 調査産業計 製造業 調査産業計 製造業
令和５年 10月 △ 1.7 △ 2.1 △ 0.6 0.2 △ 13.0 △ 19.6

11月 △ 2.1 △ 2.7 △ 1.4 △ 0.3 △ 10.0 △ 22.3
12月 △ 2.5 △ 2.6 △ 2.0 △ 1.9 △ 8.1 △ 8.5

令和６年 １月 △ 1.6 △ 4.2 △ 1.0 △ 2.2 △ 8.2 △ 20.0
２月 △ 3.8 △ 4.1 △ 2.8 △ 1.4 △ 13.8 △ 25.7
３月 △ 4.2 △ 3.8 △ 3.0 △ 0.6 △ 15.4 △ 28.5
４月 △ 3.6 △ 6.5 △ 2.6 △ 4.3 △ 14.0 △ 25.0
５月 2.0 △ 0.3 3.1 2.7 △ 8.7 △ 24.0
６月 △ 2.6 △ 2.6 △ 1.6 0.1 △ 12.8 △ 26.6
７月 0.6 △ 2.6 1.1 △ 1.4 △ 6.1 △ 14.5
８月 △ 0.1 △ 1.5 0.0 △ 2.2 △ 0.9 5.7
９月 △ 1.8 △ 2.8 △ 2.1 △ 2.7 0.9 △ 3.0
10月 1.4 0.1 1.3 △ 0.1 2.8 2.7
11月 1.1 0.9 1.1 1.3 0.9 △ 3.8
12月 0.0 △ 2.9 △ 0.6 △ 2.1 7.3 △ 11.0

令和７年 １月 △ 0.8 △ 3.0 △ 0.9 △ 2.5 0.9 △ 8.1
２月 △ 0.3 △ 2.4 △ 0.4 △ 2.4 0.9 △ 2.6
３月 △ 0.5 △ 3.6 △ 1.0 △ 3.2 4.8 △ 8.1
４月 0.8 △ 3.9 0.7 △ 3.3 1.8 △ 9.9
５月 0.0 △ 1.7 △ 0.5 △ 1.9 6.9 0.0
６月 1.3 △ 0.5 1.0 △ 0.7 5.9 2.3
７月 0.9 0.8 1.2 1.2 △ 3.0 △ 3.1
８月 △ 1.9 △ 5.1 △ 1.4 △ 4.0 △ 7.9 △ 15.2
９月 0.5 △ 1.5 0.9 △ 1.2 △ 3.4 △ 5.0
10月 1.8 2.4 2.0 2.5 △ 0.9 1.5

(事業所規模30人以上)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(事業所規模５人以上)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
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抽出替え

　この調査は、標本調査であることから、絶えず変動する事業所の母集団の実態を正しく把握するため、標本（調査対象
事業所）の入れ替えを以下の通り行っている。
　事業所規模30人以上の事業所は、経済センサス基礎調査によって把握できる最新の事業所全数名簿を母集団として、毎
年１月分調査時に調査対象事業所の一部を入れ替えて調査を実施している。
　事業所規模５～29人の事業所については、指定調査区全体を３グループに分け、各グループを半年ずつずらして18か月
交替のローテーションを組んで実施している。１月分及び７月分調査において、指定調査区の３グループのうち１グルー
プについて交替している。

結果の
算　定

　この調査による結果の数値は、調査対象事業所からの報告をもとにして本県の規模５人以上の調査産業に属するすべて
の事業所に対応するよう復元された数値である。

所定外労働時間

　調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。

　事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間
数のことである。

　早出、残業、休日出勤等における実労働時間数のことである。

総実労働時間

所定内労働時間

主要調査
事 項 の
定　　義

名目と
実　質

　実質賃金指数は、物価変動による影響を除去するため、名目賃金指数を甲府市消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く
総合）で除して算出している。消費者物価指数は、令和４年１月分結果から令和２年基準を使用している。

　労働契約・団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与も含む。

きまって
支給する給与

所定内給与

　① 期間を定めずに雇われている者
　② １か月以上の期間を定めて雇われている者
　のいずれかに該当する者のことである。

超過労働給与

特別に
支払われた給与

　夏季・年末賞与、労働協約の改訂等に伴う定期昇給やベースアップ等の差額追給、３か月を超え
る期間で算定される給与、あらかじめ労働契約や規則等に定められていない一時的又は突発的理由
に基づいて労働者に現実に支払われた給与並びにあらかじめ労働契約や規則等に定められていても
その支給が稀な給与及び支給事由の発生が不確定な給与等のことである。

　きまって支給する給与のうち、超過労働給与を除いた給与のことである。

　所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことであり、時間
外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

根拠

目的

調査対象

　賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対価として労働者に通貨で支払うもので、
所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の総額。

　日本標準産業分類に定める16大産業に属し、常用労働者を常時５人以上雇用する事業所の中から抽出された県内約
550事業所。

　　　　　　　　　　①賃金
　山梨県における　　②労働時間　　の動きを毎月明らかにすること。
　　　　　　　　　　③雇用

　統計法（基幹統計）

現金給与総額

　常用労働者のうち、
　① １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
　② １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも
     少ない者
　のいずれかに該当する者のことである。

　「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」でない者のことである。

出勤日数
　調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給でも事業所に出勤しない日は出勤
日にはならないが、１日のうち１時間でも就業すれば出勤日とする。

常用労働者

一般労働者

パートタイム
労働者

3. 毎月勤労統計調査地方調査の説明
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（※）　令和６年１月分確報公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ（令和３年経済センサス－活動
　　　調査）に基づき更新（ベンチマーク更新）した。ベンチマーク更新に伴い常用雇用指数及びその前年同月比等
　　　は、過去に遡って改訂している。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和６年（１月分確報以降）
　　　の前年同月比等については、令和５年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和６年
　　　の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から算出した場合と
　　　一致しない。

（※）　「旧産業との接続」については、全国調査に準じて設定している。記号の見方は、以下のとおりである。
　　　◎：新旧で完全に接続　　　　　　　　　　　　　　　△：常用労働者の変動が1.0％以内の対応
　　　○：常用労働者の変動が0.1％以内の対応　　　　　　 ▲：常用労働者の変動が3.0％以内の対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×：その他の対応

（※）　「鉱業，採石業，砂利採取業」における調査結果については、
　　　　当該産業に属する事業所数が少ないため公表しないが、調査産業計には含まれている。

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｑ 複合サービス事業 ▲ 公表 Ｐ 複合サービス事業
Ｐ 医療，福祉 ○ 公表 Ｎ 医療，福祉
Ｏ 教育，学習支援業 ▲ 公表 Ｏ 教育，学習支援業
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 × 公表 Ｍ 飲食店，宿泊業
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 × 公表 Ｑ サービス業（他に分類されないもの）

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 × 公表 Ｌ 不動産業
Ｊ 金融業，保険業 ◎ 公表 Ｋ 金融・保険業
Ｉ 卸売業，小売業 ▲ 公表 Ｊ 卸売・小売業
Ｈ 運輸業，郵便業 ▲ 公表 Ｉ 運輸業
Ｇ 情報通信業 ▲ 公表 Ｈ 情報通信業
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 ◎ 公表 Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業
Ｅ 製造業 ◎ 公表 Ｆ 製造業

鉱業
Ｄ 建設業 ◎ 公表 Ｅ 建設業

調査産業計 ○ 公表 ＴＬ 調査産業計
Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 ◎ 非公表 Ｄ

（※）　入職率、離職率及びパートタイム労働者比率については、抽出替えに伴うギャップ修正を行っていない。

（※）　令和２年１月分調査におけるギャップ修正においては、指数の改訂に伴い増減率についても改訂を行った。
　　　増減率を改定した遡及期間は、指数を改定した遡及期間と同じである。

調査結果
の 公 表

及　び

産業分類
の 改 訂

　毎月勤労統計調査地方調査においては、平成29年1月分から、平成25年10月に改訂された日本標準産業分類に基づき
表章している。ただし、表章産業の名称に変更はなく、平成28年以前の結果と単純に接続させている。平成22年１月
分結果から、平成19年11月に改定された日本標準産業分類（以下、「新産業分類」という。）に基づいて結果の公表
を行うこととしている。
　このことにより、当調査の表章産業は下表のとおり変更される。
　従前の産業分類（以下、「旧産業分類」という。）に基づいて表章している平成21年以前の結果との接続について
は、平成18年事業所・企業統計調査から把握される常用労働者数の新・旧間の変動を基準として、その変動が３％以
内に収まる対応（下表の「旧産業との接続」が◎、○、△、▲である対応）を単純に接続させることとしている。

新産業分類（H22.１～）
旧 産 業
との接続 公表状況 旧産業分類（～H21.12）

ＴＬ

ギャップ
修　　正

 平成30年から、調査事業所のうち30人以上の抽出方法は、従来の２～３年に一度行う総入替え方式から、毎年１月分
調査時に行う部分入替え方式に変更された。平成30年１月分調査の部分入替え方式導入以降は、「平成27年度統計法
施行状況に関する審議結果報告書（平成28年度上半期審議分）」において示された新旧データ接続における「望まし
い方法」に従い、賃金及び労働時間指数については、従来行ってきた指数の遡及改訂（ギャップ修正）は行わない。
常用雇用指数については、従来どおり、経済センサスなどの全数調査により真の常用労働者数が得られた際に、全国
調査、地方調査ともにこれを労働者数推計のベンチマークとすることに伴うギャップ修正を実施した。

　平成29年までは、調査対象事業所が変わった場合、調査結果に時系列的な断層が生じるおそれがあることから、概
ね３年ごとに行う事業所規模30人以上の調査対象事業所の入れ替え（抽出替え）に併せ、調査結果を時系列的利用に
供する目的で算出する指数についてはギャップ修正を実施しており、最近では令和２年１月分調査における抽出替え
に併せてギャップ修正を実施した。
　このギャップ修正により指数を改定した遡及期間は、次のとおりである。

項目 遡及期間

現金給与指数 平成26年２月～令和３年12月
労働時間指数 〃

指数及び
指 数 の
改　　訂

　令和４年１月分確報結果から、指数は、令和２年平均を100とする令和２年基準とする。これに伴い、令和４年１月
分以降と比較できるように、令和３年12月分までの指数を、令和２年平均が100となるように改訂した。令和３年12月
分までの増減率は、一部を除き、改訂前の指数で計算しているため、改訂後の指数で計算した場合と必ずしも一致し
ない。
　また、調査結果のうち、特別に支払われた給与及び超過労働給与については、指数を作成していない。
　なお、調査時点の賃金、労働時間及び常用労働者等の実数値については、原則として改訂を行わないこととしてい
る。

増減率
の算出

　対前年同月比等の増減率は、原則として指数により算出している。従って、指数の改訂が行われた場合、増減率も
改訂されることがある。また、指数を元に算出していることから、公表している増減率は実数値から算出した増減率
と必ずしも一致しないので、時系列比較をする際には注意を要する。
　なお、調査結果のうち、特別に支払われた給与及び超過労働給与については指数を作成していないため、実数値
（ギャップ修正があった場合は指数に合わせて修正した数値）を利用して増減率を算出している。

基準時
の変更

　指数の基準時は、原則として西暦年の末尾が０又は５の付く年としており、概ね５年ごとに基準時の更新を行って
いる。基準時の更新においては、作成している指数は全期間にわたって改訂を行うこととしているが、増減率につい
ては、実質賃金指数を除き、改訂は行わない。

4. 利用上の注意 ～指数、増減率、産業分類～

‐15‐
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山 梨 県 鉱 工 業 指 数

　　山　梨　県
　　　　　　Yamanashi Prefecture 公表日　令和7年12月25日(木）

令和７年（２０２５年）１０月分

令和２年（２０２０年）基準

～生産が前月比９.１％の上昇、出荷が７.４％の上昇、在庫が△６.１％の低下～
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生産 出荷 在庫令和２年（２０２０年）＝１００

生産･出荷･在庫の推移（季節調整済指数）

山梨県 新価値・地域創造推進局 統計調査課

＜ 問い合わせ先＞

調査第二担当

電話 ： ０５５－２２３－１３４５
FAX  ： ０５５－２２３－１３４７

E-Mail : toukei@pref.yamanashi.lg.jp

HP : https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/index.html
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１．当月の概況

　　　　　　  令和２年（２０２０年）＝１００

季節調整済 前 月 比 原 指 数 前 年 同 月 比

指 数 （％） （％）

生 産 108.3 9.1 110.9 10.5

鉱 工 業 出 荷 112.0 7.4 115.5 11.1

在 庫 115.7 △ 6.1 119.3 △ 6.3

○全国の鉱工業指数
　　　　　　　令和２年（２０２０年）＝１００

季節調整済 前 月 比 原 指 数 前 年 同 月 比

指 数 （％） （％）

生 産 104.7 1.5 108.9 1.6
鉱 工 業 出 荷 102.3 1.7 106.5 1.1

在 庫 100.3 0.4 100.8 △ 1.9

区　分

　※季節調整済指数とは、原指数から景気の動向とは関係ない季節的変動要素を調整した指数。

　※前月比は、季節調整済指数を使用し、前年同月比は、原指数を使用して計算している。

　　　　 　　  前月比は２か月連続の低下、前年同月比は２か月連続の低下　　　　　

　出　荷・・・１１２.０で前月比７.４％の上昇、前年同月比１１.１％の上昇　　

　在　庫・・・１１５.７で前月比△６.１％の低下、前年同月比△６.３％の低下

　生　産・・・１０８.３で前月比９.１％の上昇、前年同月比１０.５％の上昇　

　　　　　　　 前月比は３か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　　

　　　　　　　 前月比 は４か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　

　※経済産業省：鉱工業指数（生産・出荷・在庫指数）確報

区　分

1
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（１）生産の動向

○上昇した主な業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

ロボット製造業

半導体製造装置製造業

生菓子製造業

果実酒製造業

貴金属・宝石製装身具製品製造業

○低下した主な業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

その他の付属装置製造業

電子計算機製造業

自動車部分品・附属品製造業

粉末冶金製品製造業

製缶板金業

など

など

など食 料 品 工 業

生 産 用 機 械 工 業 15.9

情 報 通 信 機 械 工 業

4.1

33.4

生産指数は１０８.３で前月比９.１％の上昇、前年同月比１０.５％の上昇

　　　 業　　　　　　種　 細 分 類 業 種

　業種別にみると、生産用機械工業、食料品工業、その他製品工業等の１０業種

が上昇し、情報通信機械工業、輸送機械工業、金属製品工業等の６業種が低下し

た。（秘匿を除く）

4.67

0.92

0.45

輸 送 機 械 工 業

金 属 製 品 工 業

　　 　業　　　　　　種　 細 分 類 業 種

△ 8.4

△ 8.2

△ 4.3

△ 0.29

△ 0.17

△ 0.11

そ の 他 製 品 工 業

2
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◎対前月比の動向(生産)

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

鉄鋼業 △ 4.2 1.8 6.7 △ 2.3 △ 1.0 3.3 △ 5.7 8.2 △ 6.0 △ 7.6 0.0 1.6

非鉄金属工業 △ 4.6 2.5 3.7 △ 3.8 △ 5.0 2.1 5.3 △ 1.8 △ 0.2 △ 5.2 5.5 △ 4.4

金属製品工業 △ 3.4 2.6 2.3 7.9 △ 20.3 11.8 2.2 △ 2.2 0.3 △ 11.7 6.5 △ 4.3

汎用機械工業 △ 1.6 3.5 △ 3.8 2.5 △ 3.0 △ 0.7 7.5 △ 7.5 △ 3.1 0.2 △ 3.7 △ 3.9

業務用機械工業 △ 21.0 31.2 3.2 △ 7.2 5.1 △ 1.9 7.8 △ 3.7 5.0 △ 20.2 9.4 △ 2.4

生産用機械工業 9.0 4.6 8.2 3.6 △ 15.9 22.8 △ 10.0 8.2 4.4 △ 6.1 △ 4.5 15.9

電子部品・デバイス工業 △ 0.1 △ 1.9 7.7 3.0 △ 8.0 △ 1.9 10.4 △ 4.4 10.0 △ 11.4 17.5 3.7

電気機械工業 △ 2.5 1.0 △ 5.5 △ 7.1 △ 1.7 12.9 18.5 △ 14.4 12.8 △ 5.6 △ 12.5 3.0

情報通信機械工業 △ 2.2 1.4 △ 5.1 7.8 △ 18.9 △ 13.6 △ 2.7 48.5 △ 10.0 3.8 △ 11.0 △ 8.4

輸送機械工業 △ 1.9 △ 3.2 △ 9.6 2.5 8.3 △ 3.3 21.8 △ 8.3 △ 9.1 △ 9.1 15.7 △ 8.2

窯業・土石製品工業 △ 6.2 3.2 1.8 10.0 5.7 △ 4.6 △ 11.5 12.4 △ 7.7 5.2 △ 10.1 8.4

プラスチック製品工業 0.0 3.8 △ 10.2 5.1 2.1 △ 14.4 11.0 1.9 △ 17.4 19.6 △ 5.8 0.4

紙・紙加工品工業 △ 8.5 4.8 1.8 △ 3.1 0.6 △ 0.1 9.7 △ 4.9 △ 0.5 △ 11.1 18.6 2.0

繊維工業 2.0 1.7 11.7 △ 0.4 1.1 26.1 △ 10.5 △ 12.2 25.6 0.6 △ 9.9 2.5

食料品工業 △ 0.7 7.6 △ 4.3 △ 0.6 △ 9.4 11.7 3.1 △ 8.7 6.2 △ 5.2 1.2 4.1

その他製品工業 4.1 △ 1.3 0.7 △ 0.6 10.3 △ 12.0 3.5 △ 4.3 7.4 △ 4.2 △ 14.1 33.4

前月比上昇の業種数 3 13 10 8 7 7 11 5 8 5 7 10

前月比低下の業種数 12 3 6 8 9 9 5 11 8 11 8 6

前月比横ばいの業種数 1 1

業種
令和６年 令和７年

1 1

12

3
6

8 9 9

5

11
8

11
8

6

3

13
10

8 7 7

11

5
8

5

7 10

令和６年

１１月

１２月 令和７年

１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

○上昇業種数・低下業種数の状況

横ばい 前月比低下 前月比上昇

低下業種

上昇業種

3
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◎主要産業の生産動向（季節調整済指数）

汎用機械
業務用機械
生産用機械
輸送機械

○汎用機械、業務用機械、生産用機械、輸送機械
令和２年(2020年)＝100
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電気機械
情報通信機械
電子部品・デバイス

○電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス

令和２年(2020年）＝100

4
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○非鉄、金属、窯業・土石製品、プラスチック製品
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○紙・紙加工品、繊維、食料品、その他製品
令和２年(2020年)＝100

5
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（２）出荷の動向

○上昇した主な業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

ロボット製造業

半導体製造装置製造業

半導体素子製造業

清涼飲料製造業

生菓子製造業

○低下した主な業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

電子計算機製造業

その他の付属装置製造業

その他の電子応用装置製造業

電気照明器具製造業

自動車部分品・附属品製造業

など

など

など

1.54

△ 2.5

△ 7.4

△ 0.52

△ 0.27

△ 0.19

情 報 通 信 機 械 工 業

電 気 機 械 工 業

輸 送 機 械 工 業

　　　 業　　　　　　種　 細 分 類 業 種

　 　　業　　　　　　種　 細 分 類 業 種

生 産 用 機 械 工 業

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス 工 業

食 料 品 工 業

18.7

14.4

9.3

△ 9.2

5.32

1.72

出荷指数は１１２.０で前月比７.４％の上昇、前年同月比１１.１％の上昇

　業種別にみると、生産用機械工業、電子部品・デバイス工業、食料品工業等の

９業種が上昇し、情報通信機械工業、電気機械工業、輸送機械工業等の７業種が

低下した。（秘匿を除く）

6
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◎対前月比の動向(出荷)

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

鉄鋼業 △ 5.3 3.4 5.6 △ 2.7 △ 0.2 2.4 △ 5.6 8.5 △ 6.9 △ 7.2 △ 0.5 2.4

非鉄金属工業 △ 5.3 2.8 9.2 △ 6.7 △ 3.5 △ 0.2 4.4 △ 1.7 △ 0.8 △ 5.6 5.7 △ 5.9

金属製品工業 △ 2.7 2.8 4.4 2.0 △ 15.6 10.0 0.5 △ 4.0 6.7 △ 4.3 △ 4.0 △ 2.0

汎用機械工業 △ 1.2 2.7 △ 3.7 1.9 △ 2.6 0.2 7.1 △ 9.5 △ 0.6 △ 0.7 △ 3.3 △ 3.4

業務用機械工業 △ 13.4 11.0 15.6 △ 21.2 19.1 1.5 2.1 △ 1.0 △ 3.9 △ 22.3 18.0 △ 1.9

生産用機械工業 2.3 5.8 8.5 1.4 △ 15.4 19.9 △ 9.2 15.4 △ 3.3 2.4 △ 7.1 18.7

電子部品・デバイス工業 △ 1.1 9.8 1.9 19.1 △ 0.4 △ 8.7 11.3 △ 5.7 17.5 △ 20.9 23.3 14.4

電気機械工業 △ 6.1 △ 1.1 △ 10.7 10.0 △ 9.4 9.9 11.4 △ 3.7 8.6 △ 5.1 △ 10.3 △ 2.5

情報通信機械工業 4.0 △ 1.7 △ 2.2 △ 5.1 △ 12.2 5.9 △ 21.4 51.9 △ 14.0 6.7 △ 3.8 △ 9.2

輸送機械工業 △ 1.4 △ 7.1 △ 0.6 △ 0.7 3.1 2.0 21.7 △ 10.4 △ 9.9 △ 7.9 13.8 △ 7.4

窯業・土石製品工業 △ 10.0 1.1 2.6 11.2 4.3 △ 3.6 △ 9.0 6.4 △ 4.1 4.1 △ 10.3 5.7

プラスチック製品工業 △ 0.4 5.5 △ 15.3 11.3 2.3 △ 17.5 16.8 △ 1.3 △ 17.8 25.7 △ 9.1 2.2

紙・紙加工品工業 △ 27.8 16.4 △ 3.3 5.6 △ 6.8 5.8 6.8 △ 15.3 16.8 △ 11.4 3.1 31.4

繊維工業 19.6 10.8 2.1 △ 1.9 28.0 △ 10.2 8.7 △ 5.1 △ 3.3 31.7 △ 34.7 5.5

食料品工業 1.1 1.2 3.9 △ 3.4 △ 10.5 10.0 0.2 △ 6.7 5.0 △ 5.9 2.4 9.3

その他製品工業 △ 1.4 3.7 △ 0.9 △ 0.8 △ 2.3 4.0 4.2 △ 4.7 1.8 △ 4.3 △ 9.0 27.9

前月比上昇の業種数 4 13 9 8 5 11 12 4 6 5 6 9

前月比低下の業種数 12 3 7 8 11 5 4 12 10 11 10 7

前月比横ばいの業種数

業種
令和６年 令和７年

4

13

9 8
5

11 12

4
6 5 6

9

12

3

7 8
11

5 4

12
10 11 10

7

令和６年

１１月

１２月 令和７年

１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

○上昇業種数・低下業種数の状況

横ばい 前月比上昇 前月比低下

上昇業種

低下業種
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（３）在庫の動向

○上昇した業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

その他のガラス・同製品製造業

コンクリート製品製造業

絹・人絹織物業

発泡・強化プラスチック製品製造業

○低下した主な業種

前 月 比 寄 与 度

（％） (%ﾎﾟｲﾝﾄ)

半導体素子製造業

集積回路製造業

生菓子製造業

清涼飲料製造業

医療用機器製造業

精密測定器製造業

など

など

　　　 業　　　　　　種　

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス 工 業

食 料 品 工 業

業 務 用 機 械 工 業

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業

繊 維 工 業

△ 9.4

△ 5.97

△ 0.52

△ 0.51

0.18

0.06

0.02

△ 45.8

△ 4.5

細 分 類 業 種

　　　 業　　　　　　種　 細 分 類 業 種

在庫指数は１１５.７で前月比△６.１％の低下、前年同月比△６.３％の低下

　業種別にみると、窯業・土石製品工業、繊維工業、プラスチック製品工業の３

業種が上昇し、電子部品・デバイス工業、食料品工業、業務用機械工業等の５業

窯 業 ・ 土 石 製 品 工 業

種が低下した。（秘匿を除く）

35.5

1.8

1.3

8
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２．特殊分類の推移
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３．全国との比較

（１）　生  産 令和２年＝１００

年 月
Ｒ４年 － － － 122.3 5.8 － － 105.3 △ 0.1
Ｒ５年 － － － 109.1 △ 10.8 － － 103.9 △ 1.3
Ｒ６年 － － － 100.2 △ 8.2 － － 101.2 △ 2.6

Ｒ６年 9 98.7 1.5 100.1 △ 7.2 101.2 0.7 103.6 △ 3.2
10 98.0 △ 0.7 100.4 △ 1.8 103.0 1.8 107.2 0.8
11 97.1 △ 0.9 96.1 △ 8.5 101.3 △ 1.7 103.4 △ 3.3
12 102.9 6.0 104.4 △ 1.7 101.0 △ 0.3 104.1 △ 2.2

Ｒ７年 1 102.6 △ 0.3 92.4 6.8 99.9 △ 1.1 94.4 2.2
2 105.7 3.0 99.0 △ 0.7 102.2 2.3 97.3 0.1
3 95.3 △ 9.8 101.4 △ 4.7 102.4 0.2 111.1 1.0
4 106.2 11.4 108.5 6.3 101.3 △ 1.1 101.0 0.5
5 108.1 1.8 102.5 1.8 101.2 △ 0.1 95.0 △ 2.4
6 104.4 △ 3.4 111.0 3.6 103.3 2.1 103.7 4.4
7 107.8 3.3 116.6 7.9 102.1 △ 1.2 107.4 △ 0.4
8 103.5 △ 4.0 95.7 5.2 100.6 △ 1.5 89.9 △ 1.6
9 99.3 △ 4.1 102.0 1.9 102.8 2.2 107.1 3.4
10 108.3 9.1 110.9 10.5 104.7 1.5 108.9 1.6

（２）　出　荷 令和２年＝１００

年 月
Ｒ４年 － － － 122.1 6.2 － － 103.9 △ 0.5
Ｒ５年 － － － 107.5 △ 12.0 － － 103.2 △ 0.7
Ｒ６年 － － － 101.8 △ 5.3 － － 99.9 △ 3.2

111.5 △ 2.3 ]] △ 5.1 97.0 0.2 100.6 △ 3.8
Ｒ６年 9 99.0 △ 1.3 99.2 △ 5.6 99.9 0.8 102.9 △ 4.5

10 100.8 1.8 104.0 5.2 101.1 1.2 105.3 0.0
11 100.9 0.1 100.7 △ 3.3 99.5 △ 1.6 101.4 △ 4.0
12 103.2 2.3 107.0 0.1 99.5 0.0 104.2 △ 3.1

Ｒ７年 1 104.5 1.3 96.2 3.0 98.5 △ 1.0 92.3 2.1
2 108.1 3.4 101.4 0.7 101.5 3.0 97.1 1.5
3 101.2 △ 6.4 106.8 △ 2.8 99.7 △ 1.8 109.8 △ 0.3
4 106.6 5.3 112.6 5.3 99.8 0.1 98.6 0.1
5 107.5 0.8 101.6 1.9 102.2 2.4 92.7 △ 2.3
6 110.7 3.0 111.6 10.4 101.4 △ 0.8 102.1 3.8
7 109.3 △ 1.3 116.2 11.5 99.3 △ 2.1 104.5 △ 1.7
8 108.3 △ 0.9 100.7 6.3 99.5 0.2 89.1 △ 1.3
9 104.3 △ 3.7 106.1 7.0 100.2 0.7 105.1 2.1
10 112.0 7.4 115.5 11.1 102.3 1.7 106.5 1.1

                                          
（３） 在　庫 令和２年＝１００

年 月
Ｒ４年 － － － 141.8 36.5 － － 101.2 2.7
Ｒ５年 － － － 174.4 23.0 － － 100.7 △ 0.5
Ｒ６年 － － － 124.9 △ 28.4 － － 98.8 △ 1.9

127.5 1.2 122.3 △ 6.0 104.0 0.4 101.7 1.2
Ｒ６年 9 123.4 7.2 123.2 △ 25.5 102.3 0.2 101.5 △ 1.2

10 123.5 0.1 127.3 △ 26.9 102.2 △ 0.1 102.7 △ 1.0
11 120.3 △ 2.6 127.1 △ 28.4 101.4 △ 0.8 103.2 △ 2.0
12 123.2 2.4 124.9 △ 28.4 101.1 △ 0.3 98.8 △ 1.9

Ｒ７年 1 129.7 5.3 126.3 △ 17.8 102.6 1.5 102.8 0.6
2 117.1 △ 9.7 120.9 △ 25.0 100.9 △ 1.7 101.3 △ 1.4
3 117.1 0.0 119.8 △ 20.8 102.1 1.2 98.9 △ 0.7
4 126.6 8.1 125.3 △ 8.1 101.3 △ 0.8 99.6 △ 1.1
5 126.5 △ 0.1 120.7 5.7 99.5 △ 1.8 100.9 △ 3.1
6 130.8 3.4 122.7 8.3 99.2 △ 0.3 100.3 △ 3.1
7 122.7 △ 6.2 121.0 2.9 100.1 0.9 101.9 △ 2.4
8 124.0 1.1 124.2 7.7 99.1 △ 1.0 100.1 △ 2.9
9 123.2 △ 0.6 123.0 △ 0.2 99.6 0.5 98.8 △ 2.7
10 115.7 △ 6.1 119.3 △ 6.3 100.3 0.4 100.8 △ 1.9

①年別指数､前年比､前年同月比は原指数を用い､月別指数、前月比は季節調整済指数を用いている。

②在庫の年指数は年末値を用いている。

③全国の指数は、経済産業省大臣官房調査統計グループ「生産・出荷・在庫指数確報」による。

前年
（同月）比

全国山梨

前年
（同月）比

季節調整
済指数

前月比 原指数
前年

（同月）比
季節調整
済指数

前月比 原指数

全国山梨
前年

（同月）比前月比 原指数 前月比
前年

（同月）比
季節調整
済指数

季節調整
済指数

原指数

全国山梨
季節調整
済指数

原指数
季節調整
済指数

原指数 前月比
前年

（同月）比前月比
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１．生産指数 （業種分類）

鉱工業
鉄鋼業 非　鉄 金　属 汎用・ 生産用 電子部品・ 電  気 情　報

金　属 製　品 業務用 汎　用 業務用 機　械 デバイス 機  械 通　信
工　業 工　業 機　械 機　械 機　械 工　業 工　業 工  業 機　械

工  業 工　業 工　業 工　業
10000.0 31.2 144.0 365.5 670.4 302.0 368.4 2334.6 722.9 1301.5 369.2

 （原指数）
R4年 122.3 111.1 104.4 107.5 94.9 99.6 91.0 168.7 80.4 146.3 98.9
R5年 109.1 99.1 103.5 86.1 100.0 94.4 104.6 143.4 61.4 93.2 101.8
R6年 100.2 94.9 97.1 84.3 88.4 100.7 78.4 113.1 64.4 88.3 118.3

R6Ⅲ期 99.7 94.0 96.3 82.4 87.5 102.7 74.9 107.6 67.9 88.6 102.1
Ⅳ期 100.3 100.7 100.6 82.0 87.6 95.4 81.2 111.8 73.3 90.4 106.8

R7Ⅰ期 97.6 96.1 93.7 80.0 84.8 96.4 75.5 118.9 68.8 85.8 96.5
Ⅱ期 107.3 97.7 91.6 74.1 90.2 103.0 79.6 135.3 70.2 91.3 90.5

　　　　　　　 前月比は３か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　　Ⅲ期 104.8 90.5 90.1 69.7 84.7 93.8 77.1 130.4 74.5 95.1 94.4

R6 7 108.1 104.3 108.3 88.5 96.4 113.3 82.5 111.8 72.0 98.1 113.9
　　　　　　　 前月比 は４か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　 8 91.0 83.5 88.2 74.9 78.9 94.4 66.1 99.7 66.2 75.6 97.9

9 100.1 94.3 92.5 83.9 87.1 100.5 76.2 111.2 65.5 92.1 94.6
10 100.4 109.7 104.6 85.5 96.3 105.8 88.6 101.3 73.3 98.3 98.5

　　　　 　　   前月比は２か月連続の低下、前年同月比は２か月連続の低下　　　　　 11 96.1 96.2 97.6 80.3 81.6 92.2 73.0 111.2 73.5 85.4 116.6
12 104.4 96.1 99.6 80.2 84.8 88.2 82.0 122.9 73.1 87.4 105.2

R7 1 92.4 93.7 97.4 79.6 79.5 89.4 71.5 116.7 67.5 80.2 99.6
2 99.0 91.0 91.5 85.7 84.0 96.5 73.9 123.0 68.0 85.9 96.7
3 101.4 103.7 92.3 74.7 91.0 103.2 81.1 117.1 70.9 91.4 93.1
4 108.5 100.0 92.3 74.1 89.4 103.5 77.9 143.9 67.9 86.5 74.9
5 102.5 90.3 90.0 70.7 85.9 100.8 73.6 117.7 69.9 89.1 89.6
6 111.0 102.8 92.6 77.6 95.2 104.7 87.4 144.3 72.9 98.3 107.0
7 116.6 105.5 97.1 77.6 98.0 103.9 93.2 144.8 79.3 109.5 99.3
8 95.7 75.6 79.8 56.8 70.5 83.8 59.5 119.1 64.4 84.6 101.8
9 102.0 90.4 93.4 74.8 85.5 93.8 78.7 127.4 79.9 91.3 82.0

10 110.9 102.7 97.6 75.2 87.4 91.3 84.2 141.2 90.0 91.7 77.1
 　   前　年
 　   同月比 10.5 △ 6.4 △ 6.7 △ 12.0 △ 9.2 △ 13.7 △ 5.0 39.4 22.8 △ 6.7 △ 21.7

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 98.6 95.6 99.4 86.3 87.4 100.7 75.4 108.3 69.6 87.7 106.4
Ⅳ期 99.3 94.5 94.6 77.8 83.4 100.0 73.1 111.4 68.1 92.1 106.4

R7 Ⅰ期 101.2 98.7 94.1 78.4 88.5 98.4 80.3 123.7 71.9 82.2 99.6
Ⅱ期 106.2 99.3 94.3 77.5 90.8 98.7 82.5 130.7 70.9 95.3 87.1
Ⅲ期 103.5 91.5 93.0 72.6 84.2 91.9 77.0 131.2 76.2 94.5 98.1

R6 7 99.9 95.3 105.5 88.0 88.3 101.3 76.6 107.1 70.9 91.6 114.0

8 97.2 96.0 97.3 87.2 88.1 101.5 74.7 108.0 70.5 85.2 102.7

9 98.7 95.4 95.4 83.7 85.9 99.3 74.9 109.9 67.3 86.3 102.4

10 98.0 96.7 96.8 78.9 87.3 99.9 77.6 103.5 68.6 93.3 107.5

11 97.1 92.6 92.3 76.2 75.5 98.3 61.3 112.8 68.5 91.0 105.1

12 102.9 94.3 94.6 78.2 87.5 101.7 80.4 118.0 67.2 91.9 106.6

R7 1 102.6 100.6 98.1 80.0 88.8 97.8 83.0 127.7 72.4 86.8 101.2

2 105.7 98.3 94.4 86.3 90.4 100.2 77.0 132.3 74.6 80.6 109.1

3 95.3 97.3 89.7 68.8 86.4 97.2 80.9 111.2 68.6 79.2 88.5

4 106.2 100.5 91.6 76.9 87.4 96.5 79.4 136.5 67.3 89.4 76.5

5 108.1 94.8 96.5 78.6 94.9 103.7 85.6 122.8 74.3 105.9 74.4

6 104.4 102.6 94.8 76.9 90.0 95.9 82.4 132.9 71.0 90.7 110.5

7 107.8 96.4 94.6 77.1 89.7 92.9 86.5 138.8 78.1 102.3 99.4

8 103.5 89.1 89.7 68.1 81.2 93.1 69.0 130.4 69.2 96.6 103.2

9 99.3 89.1 94.6 72.5 81.8 89.7 75.5 124.5 81.3 84.5 91.8

10 108.3 90.5 90.4 69.4 79.3 86.2 73.7 144.3 84.3 87.0 84.1

 　   前月比 9.1 1.6 △ 4.4 △ 4.3 △ 3.1 △ 3.9 △ 2.4 15.9 3.7 3.0 △ 8.4

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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 令和２年（２０２０年）＝１００　
参考 参考

輸  送 窯業・ 化　学 ﾌﾟ ﾗ ｽ 紙・紙 繊　維 食料品　その他 機　械 はん用・

機  械 土石 工　業 ﾁ ｯ ｸ 加工品 工　業 工  業 工　業 家  具 木材・ その他 工　業 生産用・

工  業 製　品 製  品 工　業 工　業 木製品 製  品 業務用・

工　業 工　業 工  業 工　業 機械工業

255.5 481.0 483.7 323.6 91.6 104.5 2116.0 204.8 32.5 26.3 146.0 5654.1 3005.0

95.9 92.3 × 83.7 103.1 113.3 109.1 119.6 × × 126.8 135.7 152.2
88.4 82.5 × 114.5 83.3 106.7 114.2 108.2 × × 113.0 111.0 133.7
78.5 92.9 × 128.9 82.7 79.9 111.9 101.5 × × 107.5 97.0 107.6

85.1 92.8 × 127.5 86.7 70.9 114.9 104.8 × × 109.0 94.4 103.1
90.5 109.3 × 140.4 80.2 93.6 107.3 106.7 × × 113.6 97.8 106.4
66.3 110.7 × 130.3 71.9 90.9 98.8 104.5 × × 111.1 97.0 111.3
73.7 110.5 × 128.8 81.8 105.9 114.7 99.1 × × 101.2 105.8 125.2
75.4 106.1 × 121.9 85.8 105.2 110.6 98.3 × × 102.9 104.9 120.2

82.0 89.5 × 134.1 93.9 77.8 125.8 112.1 × × 116.7 100.5 108.4
77.1 85.2 × 115.2 75.2 58.8 109.2 91.0 × × 92.6 86.3 95.1
96.2 103.6 × 133.3 91.0 76.2 109.8 111.4 × × 117.6 96.3 105.8
93.3 111.0 × 152.2 91.1 90.1 107.7 115.5 × × 123.5 95.9 100.2
93.4 109.1 × 141.0 70.7 94.2 99.4 103.7 × × 108.6 96.5 104.6
84.7 107.7 × 128.1 78.9 96.6 114.8 101.0 × × 108.6 101.0 114.4
59.9 102.4 × 113.9 73.5 88.1 91.0 99.1 × × 106.3 93.9 108.4
62.6 109.0 × 131.6 66.6 85.3 98.1 101.8 × × 107.4 98.4 114.3
76.5 120.7 × 145.5 75.5 99.4 107.3 112.6 × × 119.6 98.8 111.3
68.4 117.3 × 130.5 82.2 124.8 118.3 101.2 × × 102.6 106.6 131.8
72.0 100.3 × 117.3 79.3 102.5 116.1 95.4 × × 99.6 97.3 110.6
80.6 113.8 × 138.5 84.0 90.3 109.8 100.8 × × 101.4 113.5 133.3
80.5 108.0 × 123.2 92.4 113.4 124.3 106.0 × × 112.0 116.9 134.3
62.0 107.1 × 112.2 70.8 95.9 102.6 85.3 × × 90.9 94.7 108.3
83.6 103.1 × 130.4 94.3 106.4 104.9 103.5 × × 105.9 103.1 118.1
84.2 114.3 × 138.0 96.6 121.4 110.5 130.0 × × 144.1 110.1 129.2

△ 9.8 3.0 × △ 9.3 6.0 34.7 2.6 12.6 × × 16.7 14.8 28.9

83.4 93.5 × 127.2 80.7 76.8 111.3 103.7 × × 109.3 94.7 103.0
77.9 103.5 × 139.2 78.8 82.8 109.6 101.0 × × 107.7 97.3 106.4
71.5 114.5 × 133.5 78.8 94.3 105.9 106.4 × × 112.3 98.5 116.0
81.6 112.1 × 127.3 81.9 106.8 109.4 105.0 × × 106.1 104.9 121.3
73.5 107.1 × 122.0 79.7 114.5 106.9 97.3 × × 103.7 105.2 120.0

75.9 88.8 × 119.8 82.5 80.9 111.7 109.2 × × 116.6 95.5 102.3

83.5 89.5 × 131.7 73.8 72.3 109.8 102.6 × × 107.5 93.9 102.6

90.9 102.1 × 130.2 85.8 77.1 112.3 99.3 × × 103.9 94.6 104.2

79.7 106.8 × 137.5 82.3 81.3 107.4 100.5 × × 105.3 94.6 101.1

78.2 100.2 × 137.5 75.3 82.9 106.6 103.5 × × 109.6 96.6 106.1

75.7 103.4 × 142.7 78.9 84.3 114.7 99.1 × × 108.2 100.7 111.9

68.4 105.3 × 128.2 80.3 94.2 109.8 102.0 × × 109.0 101.6 119.1

70.1 115.8 × 134.8 77.8 93.8 109.1 105.1 × × 108.4 102.2 122.6

75.9 122.4 × 137.6 78.3 94.8 98.8 112.0 × × 119.6 91.6 106.4

73.4 116.8 × 117.8 78.2 119.5 110.4 105.2 × × 105.2 104.6 124.9

89.4 103.4 × 130.8 85.8 106.9 113.8 109.4 × × 108.9 103.9 116.1

82.0 116.2 × 133.3 81.6 93.9 103.9 100.5 × × 104.2 106.2 122.9

74.5 107.2 × 110.1 81.2 117.9 110.3 103.3 × × 111.9 111.1 126.8

67.7 112.8 × 131.7 72.2 118.6 104.6 98.3 × × 107.2 104.3 118.7

78.3 101.4 × 124.1 85.6 106.9 105.9 90.3 × × 92.1 100.1 114.5

71.9 109.9 × 124.6 87.3 109.6 110.2 113.2 × × 122.9 108.6 130.3

△ 8.2 8.4 × 0.4 2.0 2.5 4.1 25.4 × × 33.4 8.5 13.8

13
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２．出荷指数 （業種分類）

鉱工業
鉄鋼業 非　鉄 金　属 汎用・ 生産用 電子部品・ 電  気 情　報

金　属 製　品 業務用 汎　用 業務用 機　械 デバイス 機  械 通　信
工　業 工　業 機　械 機　械 機　械 工　業 工　業 工  業 機　械

工  業 工　業 工　業 工　業
10000.0 31.4 200.7 369.1 621.0 316.2 304.8 2459.4 973.2 1240.8 581.3

 （原指数）
R4年 122.1 109.2 107.1 107.8 93.7 99.5 87.6 169.8 72.2 147.3 95.4
R5年 107.5 97.4 107.2 86.0 98.0 94.9 101.1 143.3 56.8 91.5 102.2
R6年 101.8 93.8 100.3 84.5 87.9 100.2 75.1 112.2 75.4 94.5 115.6

R6Ⅲ期 99.4 93.2 98.6 78.4 88.6 102.5 74.2 97.6 82.6 95.3 102.0
Ⅳ期 103.9 99.8 103.2 84.9 87.9 96.0 79.5 105.0 96.0 98.6 111.9

R7Ⅰ期 101.5 95.0 99.1 82.8 85.8 96.1 75.1 114.3 106.1 94.0 101.4
Ⅱ期 108.6 95.8 94.7 74.9 89.9 102.8 76.6 128.2 110.7 96.5 94.9
Ⅲ期 107.7 88.8 91.8 72.7 83.2 94.1 71.9 124.2 118.9 102.5 96.6

R6 7 104.2 104.0 111.8 86.9 96.8 112.5 80.6 97.2 80.5 100.9 123.1
8 94.7 82.5 90.1 69.5 82.8 94.1 71.2 94.0 85.7 83.1 92.0
9 99.2 93.2 93.9 78.9 86.3 101.0 70.9 101.5 81.7 101.8 90.9

10 104.0 109.0 108.4 86.0 98.4 106.3 90.1 96.4 92.2 107.6 119.8
11 100.7 94.1 99.5 83.3 82.4 92.9 71.5 103.8 92.1 92.9 105.8
12 107.0 96.4 101.8 85.5 82.9 88.8 76.9 114.9 103.7 95.2 110.2

R7 1 96.2 92.6 102.6 84.5 82.2 89.7 74.3 112.9 92.0 80.8 120.9
2 101.4 90.2 95.8 86.6 81.2 96.4 65.5 116.3 104.4 97.6 91.5
3 106.8 102.1 99.0 77.4 94.0 102.3 85.4 113.8 121.8 103.5 91.9
4 112.6 97.9 96.6 76.2 89.6 103.7 75.1 138.7 108.1 90.2 115.2
5 101.6 88.8 92.5 71.8 85.6 101.3 69.3 112.2 108.8 92.8 69.7
6 111.6 100.8 95.1 76.7 94.6 103.3 85.5 133.7 115.3 106.6 99.8
7 116.2 103.9 98.6 80.8 94.5 104.3 84.3 133.9 128.3 115.3 107.0
8 100.7 74.3 81.3 62.8 70.6 83.8 57.0 118.4 103.1 90.9 95.6
9 106.1 88.3 95.6 74.6 84.4 94.2 74.3 120.3 125.2 101.2 87.1

10 115.5 101.1 98.8 78.8 87.8 92.2 83.2 133.3 152.1 94.5 101.0
 　   前　年
 　   同月比 11.1 △ 7.2 △ 8.9 △ 8.4 △ 10.8 △ 13.3 △ 7.7 38.3 65.0 △ 12.2 △ 15.7

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 99.1 94.4 101.9 84.3 87.6 100.5 73.5 98.8 83.7 95.5 106.2
Ⅳ期 101.6 93.7 96.9 79.4 85.0 100.2 72.3 107.0 90.6 99.6 110.6

R7 Ⅰ期 104.6 97.5 99.9 80.3 87.9 98.2 77.4 116.2 110.1 89.2 100.5
Ⅱ期 108.3 97.8 97.2 78.4 91.1 98.6 82.0 123.1 111.7 100.5 94.9
Ⅲ期 107.3 89.5 94.8 78.1 81.9 92.2 70.7 125.6 120.5 102.9 101.2

R6 7 98.1 94.3 109.7 87.6 88.9 101.0 75.4 91.9 82.0 96.4 112.8

8 100.3 94.5 99.5 84.0 88.5 101.2 74.6 101.6 85.7 94.1 103.1

9 99.0 94.3 96.4 81.4 85.4 99.4 70.6 103.0 83.4 95.9 102.8

10 100.8 96.1 99.6 80.1 88.3 100.1 76.7 103.4 88.4 104.2 108.4

11 100.9 91.0 94.3 77.9 82.1 98.9 66.4 105.8 87.4 97.8 112.7

12 103.2 94.1 96.9 80.1 84.6 101.6 73.7 111.9 96.0 96.7 110.8

R7 1 104.5 99.4 105.8 83.6 89.7 97.8 85.2 121.4 97.8 86.4 108.4

2 108.1 96.7 98.7 85.3 84.7 99.7 67.1 123.1 116.5 95.0 102.9

3 101.2 96.5 95.2 72.0 89.3 97.1 79.9 104.2 116.0 86.1 90.3

4 106.6 98.8 95.0 79.2 89.5 97.3 81.1 124.9 105.9 94.6 95.6

5 107.5 93.3 99.2 79.6 93.6 104.2 82.8 113.4 117.9 105.4 75.1

6 110.7 101.2 97.5 76.4 90.3 94.3 82.0 130.9 111.2 101.5 114.1

7 109.3 94.2 96.7 81.5 86.8 93.7 78.8 126.6 130.7 110.2 98.1

8 108.3 87.4 91.3 78.0 77.7 93.0 61.2 129.7 103.4 104.6 104.7

9 104.3 87.0 96.5 74.9 81.1 89.9 72.2 120.5 127.5 93.8 100.7

10 112.0 89.1 90.8 73.4 78.8 86.8 70.8 143.0 145.9 91.5 91.4

 　   前月比 7.4 2.4 △ 5.9 △ 2.0 △ 2.8 △ 3.4 △ 1.9 18.7 14.4 △ 2.5 △ 9.2

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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 令和２年（２０２０年）＝１００　
参考 参考

輸  送 窯業・ 化　学 ﾌﾟ ﾗ ｽ 紙・紙 繊　維 食料品　その他 機　械はん用・

機  械 土石 工　業 ﾁ ｯ ｸ 加工品 工　業 工  業 工　業 家  具 木材・ その他 工　業生産用・

工  業 製　品 製  品 工　業 工　業 木製品 製  品 業務用・

工　業 工　業 工  業 工　業 機械工業

355.0 341.8 323.2 387.3 89.7 98.6 1618.5 309.0 29.3 37.1 242.6 6230.7 3080.4

96.0 95.9 × 87.6 103.7 108.5 111.5 118.2 × × 121.6 131.3 154.5
87.9 83.4 × 113.3 79.7 113.0 116.8 101.5 × × 101.9 108.0 134.2
78.3 94.0 × 123.3 79.2 110.0 114.8 94.3 × × 96.1 98.9 107.3

84.9 93.9 × 121.3 82.9 110.1 121.5 97.5 × × 97.2 93.6 95.8
88.8 111.4 × 133.7 87.5 127.7 112.3 99.4 × × 101.8 100.4 101.6
67.2 109.7 × 123.1 65.9 120.3 99.9 93.3 × × 95.8 102.3 108.6
74.2 110.3 × 122.1 69.9 129.1 114.5 94.7 × × 92.9 109.2 120.5
75.0 107.5 × 116.0 80.0 127.3 112.3 91.3 × × 92.3 109.6 115.9

83.1 93.2 × 129.3 90.4 108.9 136.6 102.3 × × 101.3 96.9 97.1
75.3 82.2 × 109.3 83.9 91.7 118.1 88.8 × × 86.9 88.2 91.8
96.2 106.4 × 125.3 74.3 129.8 109.7 101.5 × × 103.5 95.6 98.4
92.4 115.0 × 144.5 108.8 113.9 107.5 105.0 × × 111.1 100.1 96.8
93.7 107.8 × 130.9 70.8 127.8 106.1 97.2 × × 96.4 97.3 99.5
80.4 111.4 × 125.7 83.0 141.5 123.4 96.0 × × 97.8 103.7 108.5
62.8 98.1 × 106.2 63.1 118.0 93.8 90.5 × × 93.4 98.1 106.7
63.9 109.1 × 125.7 61.1 100.0 97.8 95.1 × × 96.5 101.9 109.3
74.8 121.8 × 137.4 73.6 142.9 108.1 94.3 × × 97.4 106.8 109.8
69.1 118.0 × 122.8 75.6 138.7 121.5 96.9 × × 95.9 113.2 128.8
73.1 100.9 × 112.6 67.8 125.7 112.1 93.2 × × 91.2 99.0 106.8
80.3 112.0 × 131.0 66.4 122.9 109.9 93.9 × × 91.5 115.3 125.8
80.3 110.6 × 114.0 92.9 122.6 127.0 94.4 × × 97.3 119.8 125.9
61.1 104.9 × 110.8 74.0 136.4 105.2 82.7 × × 83.8 100.4 108.7
83.6 106.9 × 123.2 73.0 122.8 104.6 96.8 × × 95.8 108.5 113.1
84.0 110.0 × 133.7 116.7 157.3 112.3 119.0 × × 127.9 118.1 124.1

△ 9.1 △ 4.3 × △ 7.5 7.3 38.1 4.5 13.3 × × 15.1 18.0 28.2

83.1 93.9 × 121.6 78.3 120.4 115.3 96.9 × × 98.0 94.6 96.4
76.3 105.1 × 132.3 77.2 103.7 112.3 92.9 × × 96.0 99.6 102.6
72.3 114.3 × 125.7 74.5 129.0 111.3 95.4 × × 95.7 102.6 111.0
82.8 112.4 × 120.6 75.8 140.3 109.8 101.4 × × 98.9 108.6 116.5
73.1 107.9 × 116.9 75.4 142.5 106.6 90.7 × × 93.2 110.6 116.5

76.3 91.7 × 117.0 78.6 119.6 118.4 101.0 × × 102.9 92.8 91.2

82.6 88.1 × 123.8 79.0 116.2 114.4 98.6 × × 97.8 96.1 99.0

90.3 101.9 × 123.9 77.2 125.5 113.2 91.1 × × 93.3 94.9 99.1

78.9 112.2 × 130.3 90.4 88.4 111.0 92.2 × × 95.7 98.0 100.4

77.8 101.0 × 129.8 65.3 105.7 112.2 94.8 × × 94.4 98.9 101.0

72.3 102.1 × 136.9 76.0 117.1 113.6 91.7 × × 97.9 101.8 106.4

71.9 104.8 × 116.0 73.5 119.6 118.0 94.2 × × 97.0 102.8 115.6

71.4 116.5 × 129.1 77.6 117.3 114.0 98.7 × × 96.2 106.7 115.5

73.6 121.5 × 132.1 72.3 150.2 102.0 93.2 × × 94.0 98.4 101.9

75.1 117.1 × 109.0 76.5 134.9 112.2 100.7 × × 97.8 106.4 117.4

91.4 106.6 × 127.3 81.7 146.7 112.4 108.1 × × 101.9 106.0 109.3

81.9 113.4 × 125.6 69.2 139.2 104.9 95.5 × × 97.1 113.5 122.7

73.8 108.8 × 103.2 80.8 134.6 110.1 93.2 × × 98.8 114.7 118.2

68.0 113.3 × 129.7 71.6 177.3 103.6 92.4 × × 94.6 110.8 119.3

77.4 101.6 × 117.9 73.8 115.7 106.1 86.4 × × 86.1 106.3 111.9

71.7 107.4 × 120.5 97.0 122.1 116.0 104.5 × × 110.1 115.6 128.7

△ 7.4 5.7 × 2.2 31.4 5.5 9.3 20.9 × × 27.9 8.7 15.0
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３．在庫指数 （業種分類）

鉱工業
鉄鋼業 非　鉄 金　属 汎用・ 生産用 電子部品・ 電  気 情　報 輸  送

金　属 製　品 業務用 汎　用 業務用 機　械 デバイス 機  械 通　信 機  械
工　業 工　業 機　械 機　械 機　械 工　業 工　業 工  業 機　械 工  業

工  業工　業 工　業 工　業
10000.0 20.7 336.3 584.8 916.8 478.3 438.5 3289.1 634.9 461.8 367.5 236.5

 （原指数）
R4年 141.8 × × × 103.2 × 165.6 × 341.2 × × ×
R5年 174.4 × × × 137.3 × 236.3 × 696.5 × × ×
R6年 124.9 × × × 93.4 × 160.0 × 198.9 × × ×

R6 Ⅲ期 123.2 × × × 112.0 × 165.2 × 170.6 × × ×
Ⅳ期 124.9 × × × 93.4 × 160.0 × 198.9 × × ×

R7 Ⅰ期 119.8 × × × 133.6 × 130.4 × 85.6 × × ×
Ⅱ期 122.7 × × × 105.1 × 133.0 × 80.2 × × ×
Ⅲ期 123.0 × × × 110.3 × 159.7 × 238.9 × × ×

R6 7 117.6 × × × 127.1 × 188.2 × 216.5 × × ×
8 115.3 × × × 117.1 × 170.4 × 137.9 × × ×
9 123.2 × × × 112.0 × 165.2 × 170.6 × × ×

10 127.3 × × × 102.2 × 150.7 × 159.1 × × ×
11 127.1 × × × 93.5 × 149.2 × 158.0 × × ×
12 124.9 × × × 93.4 × 160.0 × 198.9 × × ×

R7 1 126.3 × × × 93.2 × 122.7 × 195.2 × × ×
2 120.9 × × × 123.1 × 135.9 × 180.8 × × ×
3 119.8 × × × 133.6 × 130.4 × 85.6 × × ×
4 125.3 × × × 129.1 × 131.6 × 125.7 × × ×
5 120.7 × × × 112.7 × 136.8 × 73.2 × × ×
6 122.7 × × × 105.1 × 133.0 × 80.2 × × ×
7 121.0 × × × 107.6 × 141.3 × 105.2 × × ×
8 124.2 × × × 114.3 × 147.8 × 146.9 × × ×
9 123.0 × × × 110.3 × 159.7 × 238.9 × × ×

10 119.3 × × × 99.0 × 140.0 × 138.7 × × ×
 　    前　年
 　    同月比 △ 6.3 × × × △ 3.1 × △ 7.1 × △ 12.8 × × ×

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 123.4 × × × 99.4 × 157.1 × 180.4 × × ×
Ⅳ期 123.2 × × × 104.1 × 143.8 × 166.5 × × ×

R7 Ⅰ期 117.1 × × × 140.3 × 141.1 × 74.5 × × ×
Ⅱ期 130.8 × × × 100.9 × 132.5 × 95.4 × × ×
Ⅲ期 123.2 × × × 97.9 × 151.9 × 252.6 × × ×

R6 7 119.2 × × × 116.4 × 177.6 × 246.4 × × ×

8 115.1 × × × 96.5 × 145.7 × 139.5 × × ×

9 123.4 × × × 99.4 × 157.1 × 180.4 × × ×

10 123.5 × × × 106.2 × 148.1 × 157.1 × × ×

11 120.3 × × × 101.1 × 140.5 × 137.0 × × ×

12 123.2 × × × 104.1 × 143.8 × 166.5 × × ×

R7 1 129.7 × × × 109.7 × 146.6 × 204.0 × × ×

2 117.1 × × × 154.4 × 172.7 × 184.4 × × ×

3 117.1 × × × 140.3 × 141.1 × 74.5 × × ×

4 126.6 × × × 114.0 × 121.5 × 122.9 × × ×

5 126.5 × × × 111.2 × 150.6 × 83.1 × × ×

6 130.8 × × × 100.9 × 132.5 × 95.4 × × ×

7 122.7 × × × 98.6 × 133.3 × 119.7 × × ×

8 124.0 × × × 94.2 × 126.4 × 148.6 × × ×

9 123.2 × × × 97.9 × 151.9 × 252.6 × × ×

10 115.7 × × × 102.9 × 137.6 × 136.9 × × ×

  　   前月比 △ 6.1 × × × 5.1 × △ 9.4 × △ 45.8 × × ×

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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 令和２年（２０２０年）＝１００　
参考 参考

窯業・ 化　学 ﾌﾟ ﾗ ｽ 紙・紙 繊　維 食料品　その他 機　械はん用・

土石 工　業 ﾁ ｯ ｸ 加工品 工　業 工  業 工　業 家  具 木材・ その他 工　業生産用・

製　品 製  品 工　業 工　業 木製品 製  品 業務用・

工　業 工　業 工  業 工　業 機械工業

83.1 297.9 270.7 52.5 376.2 1423.6 647.6 14.6 40.1 592.9 5906.6 4205.9

105.0 × 92.6 71.0 157.0 86.7 97.9 × × 103.0 166.8 145.9
71.5 × 92.5 50.9 127.0 81.0 90.0 × × 91.8 227.7 163.2
79.7 × 76.0 51.0 112.6 83.0 94.0 × × 92.3 147.5 129.4

92.6 × 79.0 62.8 110.4 89.8 96.0 × × 92.1 134.2 118.5
79.7 × 76.0 51.0 112.6 83.0 94.0 × × 92.3 147.5 129.4

104.2 × 76.1 58.6 108.5 93.2 113.4 × × 106.4 136.8 134.2
101.2 × 80.5 66.6 98.8 103.3 94.4 × × 95.7 131.9 111.8
74.9 × 82.5 66.2 102.1 97.3 94.7 × × 94.8 132.8 100.6

79.0 × 82.0 72.1 118.4 89.6 98.3 × × 90.9 133.0 107.7
99.6 × 76.9 56.3 116.8 86.5 91.4 × × 90.4 125.5 110.2
92.6 × 79.0 62.8 110.4 89.8 96.0 × × 92.1 134.2 118.5
76.3 × 77.1 59.0 112.6 100.3 108.0 × × 96.4 137.5 125.7

101.7 × 75.5 43.4 112.5 92.5 101.1 × × 93.8 143.1 129.3
79.7 × 76.0 51.0 112.6 83.0 94.0 × × 92.3 147.5 129.4
98.2 × 76.4 52.1 111.8 87.8 99.1 × × 95.2 152.1 125.0

108.7 × 76.6 53.9 113.9 91.8 102.1 × × 101.7 142.1 132.0
104.2 × 76.1 58.6 108.5 93.2 113.4 × × 106.4 136.8 134.2
102.3 × 77.4 58.6 106.9 96.3 108.3 × × 99.2 144.1 130.9
99.6 × 78.1 59.6 104.5 103.2 101.8 × × 101.7 132.3 112.3

101.2 × 80.5 66.6 98.8 103.3 94.4 × × 95.7 131.9 111.8
87.3 × 79.5 60.3 103.0 96.2 100.8 × × 96.1 127.9 103.5
91.5 × 80.0 53.3 99.8 93.5 95.8 × × 96.4 138.0 110.7
74.9 × 82.5 66.2 102.1 97.3 94.7 × × 94.8 132.8 100.6

106.3 × 83.1 53.7 102.5 101.4 95.3 × × 91.0 125.6 92.6

39.3 × 7.8 △ 9.0 △ 9.0 1.1 △ 11.8 × × △ 5.6 △ 8.7 △ 26.3

94.8 × 78.1 60.2 108.1 93.2 94.5 × × 91.2 139.3 121.6
92.1 × 73.7 59.5 114.3 94.0 96.2 × × 90.1 137.1 123.4

108.5 × 77.4 64.9 109.2 90.2 112.8 × × 104.7 131.1 124.7
102.0 × 80.1 56.7 98.2 99.3 98.9 × × 98.7 144.3 120.5
76.7 × 81.5 63.5 100.0 101.0 93.2 × × 93.9 137.9 103.2

80.0 × 79.8 63.8 117.3 90.4 99.9 × × 91.5 137.2 114.4

91.2 × 77.6 59.1 114.4 91.4 87.3 × × 90.4 131.0 114.1

94.8 × 78.1 60.2 108.1 93.2 94.5 × × 91.2 139.3 121.6

74.6 × 76.6 58.8 111.9 95.4 106.1 × × 93.3 138.0 128.4

92.9 × 75.3 47.6 113.4 92.0 99.2 × × 91.4 134.6 126.8

92.1 × 73.7 59.5 114.3 94.0 96.2 × × 90.1 137.1 123.4

101.6 × 77.9 54.2 114.3 91.1 106.3 × × 101.7 152.5 125.2

106.8 × 77.9 55.4 115.0 87.4 98.8 × × 100.3 132.4 123.5

108.5 × 77.4 64.9 109.2 90.2 112.8 × × 104.7 131.1 124.7

100.2 × 78.0 60.3 107.5 93.8 106.9 × × 98.6 143.5 127.8

97.8 × 79.0 54.1 104.2 98.3 101.9 × × 104.3 140.4 116.0

102.0 × 80.1 56.7 98.2 99.3 98.9 × × 98.7 144.3 120.5

88.4 × 77.3 53.4 102.1 97.0 102.5 × × 96.8 131.9 110.0

83.8 × 80.7 56.0 97.7 98.8 91.5 × × 96.4 144.1 114.7

76.7 × 81.5 63.5 100.0 101.0 93.2 × × 93.9 137.9 103.2

103.9 × 82.6 53.6 101.8 96.5 93.6 × × 88.1 126.1 94.6

35.5 × 1.3 △ 15.6 1.8 △ 4.5 0.4 × × △ 6.2 △ 8.6 △ 8.3
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１．生産指数 （特殊分類） 令和２年（２０２０年）＝１００
鉱工業

最　終 生産財
需要財 投資財 消費財

資本財 建設財 耐　久 非耐久
消費財 消費財

10000.0 7017.8 4326.3 3897.6 428.7 2691.5 189.0 2502.5 2982.2
 （原指数）
R4年 122.3 131.1 144.3 149.1 101.0 109.7 122.8 108.7 101.5
R5年 109.1 118.1 120.3 122.8 97.9 114.7 107.0 115.2 87.9
R6年 100.2 108.4 108.1 108.4 105.8 108.8 101.8 109.3 81.1

R6 Ⅲ期 99.7 107.3 103.9 103.7 106.0 112.8 102.0 113.5 81.8
Ⅳ期 100.3 105.7 107.2 106.7 111.9 103.2 113.0 102.4 87.7

R7 Ⅰ期 97.6 103.8 108.5 109.3 101.6 96.3 105.8 95.6 82.9
Ⅱ期 107.3 116.2 118.0 120.3 97.4 113.2 93.6 114.7 86.5
Ⅲ期 104.8 112.5 114.9 117.2 93.9 108.6 97.2 109.5 86.6

　　　　　　　 前月比は３か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　　
R6 7 108.1 117.5 110.9 110.7 112.2 128.2 106.4 129.8 85.9

8 91.0 97.4 94.2 94.3 93.1 102.5 88.4 103.5 75.9
　　　　　　　 前月比 は４か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　 9 100.1 107.1 106.7 106.1 112.8 107.6 111.1 107.3 83.6

10 100.4 104.7 104.3 102.6 120.1 105.4 119.7 104.4 90.2
11 96.1 100.1 106.2 105.2 115.4 90.3 107.2 89.0 86.6

　　　　 　　   前月比は２か月連続の低下、前年同月比は２か月連続の低下　　　　　 12 104.4 112.2 111.2 112.4 100.2 113.8 112.1 113.9 86.2
R7 1 92.4 98.8 105.9 106.2 102.4 87.5 101.1 86.5 77.3

2 99.0 106.1 110.7 111.4 104.6 98.8 104.3 98.3 82.3
3 101.4 106.6 109.0 110.3 97.9 102.7 112.1 102.0 89.0
4 108.5 117.6 120.7 122.9 100.6 112.8 94.9 114.1 86.9
5 102.5 110.8 106.4 108.2 90.5 117.8 91.5 119.8 83.1

6 111.0 120.1 126.9 129.8 101.0 109.1 94.5 110.2 89.6
7 116.6 127.0 128.7 131.0 108.5 124.2 102.6 125.8 92.1
8 95.7 102.0 102.7 106.0 72.5 100.9 88.3 101.8 80.8
9 102.0 108.4 113.2 114.5 100.7 100.8 100.6 100.8 86.8

10 110.9 119.0 121.0 122.9 104.0 115.8 138.2 114.1 91.7
 　 前　年
 　 同月比 10.5 13.7 16.0 19.8 △ 13.4 9.9 15.5 9.3 1.7

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 98.6 105.7 104.9 104.7 108.0 106.5 103.1 106.6 81.1
Ⅳ期 99.3 105.2 105.9 105.7 105.3 104.0 103.4 103.6 85.4

R7 Ⅰ期 101.2 109.6 112.3 113.2 102.4 106.2 107.0 106.3 82.7
Ⅱ期 106.2 113.0 115.3 117.1 102.0 109.3 101.6 110.1 89.8
Ⅲ期 103.5 110.7 115.8 118.2 94.8 102.6 98.7 102.8 85.9

R6 7 99.9 107.6 105.4 105.3 107.7 112.1 109.8 112.5 80.9
8 97.2 103.2 103.2 103.0 107.3 101.8 100.0 101.6 82.3
9 98.7 106.4 106.0 105.7 108.9 105.5 99.6 105.8 80.2

10 98.0 104.0 104.0 103.1 107.8 102.1 100.2 102.2 85.3
11 97.1 101.4 104.8 104.6 106.8 96.6 103.7 95.3 85.3
12 102.9 110.3 109.0 109.4 101.2 113.3 106.4 113.4 85.5

R7 1 102.6 111.8 115.7 116.1 106.7 108.2 103.0 109.4 82.2
2 105.7 116.1 118.1 119.2 109.0 112.1 104.9 112.3 83.1
3 95.3 101.0 103.1 104.3 91.5 98.3 113.0 97.3 82.8
4 106.2 113.9 116.2 117.8 105.3 111.0 99.5 111.7 89.3
5 108.1 113.6 111.2 112.6 98.9 117.2 105.5 119.2 93.2
6 104.4 111.6 118.6 120.9 101.8 99.6 99.8 99.5 86.9
7 107.8 116.3 122.3 124.6 104.1 108.6 105.9 109.0 86.7
8 103.5 109.7 114.4 117.6 86.1 100.8 101.8 100.4 88.3
9 99.3 106.1 110.6 112.4 94.3 98.3 88.5 99.0 82.6

10 108.3 118.2 120.7 123.4 93.4 112.1 115.7 111.7 86.7

 　 前月比 9.1 11.4 9.1 9.8 △ 1.0 14.0 30.7 12.8 5.0

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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２．出荷指数 （特殊分類） 令和２年（２０２０年）＝１００
鉱工業

最　終 生産財
需要財 投資財 消費財

資本財 建設財 耐　久 非耐久
消費財 消費財

10000.0 6873.0 4696.1 4274.0 422.1 2176.9 294.5 1882.4 3127.0
 （原指数）
R4年 122.1 134.0 143.8 147.9 102.3 112.7 121.2 111.4 95.9
R5年 107.5 117.2 118.6 120.9 95.8 114.2 101.3 116.2 86.1
R6年 101.8 108.6 107.5 108.0 102.6 111.1 95.3 113.6 86.8

R6 Ⅲ期 99.4 103.7 98.2 97.7 102.8 115.4 94.5 118.7 90.0
Ⅳ期 103.9 106.8 104.7 104.4 108.6 111.2 107.7 111.7 97.6

R7 Ⅰ期 101.5 103.8 107.0 107.7 99.0 97.1 94.6 97.5 96.3
Ⅱ期 108.6 112.3 113.4 114.7 99.1 110.2 87.1 113.8 100.4
Ⅲ期 107.7 110.4 111.3 113.1 93.5 108.5 90.0 111.4 101.6

R6 7 104.2 109.4 103.2 102.5 109.5 122.9 96.0 127.1 92.9
8 94.7 98.8 90.8 90.7 91.3 116.1 85.4 120.9 85.6
9 99.2 102.8 100.7 100.0 107.7 107.3 102.2 108.1 91.5

10 104.0 106.1 104.2 103.3 114.4 110.0 113.4 109.5 99.5
11 100.7 103.4 101.9 100.8 112.9 106.6 101.0 107.5 94.9
12 107.0 110.8 108.0 109.0 98.5 116.9 108.8 118.2 98.4

R7 1 96.2 100.5 105.4 106.0 98.4 90.0 94.0 89.4 86.9
2 101.4 104.4 107.3 107.9 101.6 98.1 95.4 98.5 94.9
3 106.8 106.6 108.2 109.3 97.1 103.2 94.4 104.5 107.1
4 112.6 118.2 120.3 122.1 101.7 113.9 89.9 117.6 100.3
5 101.6 103.5 99.6 100.1 93.9 112.1 85.9 116.2 97.3

6 111.6 115.3 120.2 122.0 101.8 104.7 85.6 107.7 103.5
7 116.2 120.1 122.2 123.9 106.0 115.6 92.6 119.1 107.6
8 100.7 104.2 102.8 105.6 75.0 107.2 83.8 110.8 92.9
9 106.1 107.0 108.9 109.9 99.5 102.8 93.5 104.2 104.2

10 115.5 115.9 116.5 118.0 101.6 114.7 128.0 112.6 114.5
 　    前　年
 　    同月比 11.1 9.2 11.8 14.2 △ 11.2 4.3 12.9 2.8 15.1

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 99.1 103.5 100.1 99.6 105.8 110.1 96.9 112.0 89.7
Ⅳ期 101.6 104.9 104.0 104.2 102.4 106.9 95.6 109.2 94.5

R7 Ⅰ期 104.6 107.8 107.8 108.5 98.6 107.6 96.6 109.4 97.5
Ⅱ期 108.3 110.8 111.5 112.3 103.9 109.8 95.9 111.6 102.7
Ⅲ期 107.3 110.1 113.4 115.3 95.6 103.5 92.5 105.2 101.1

R6 7 98.1 102.3 98.5 97.8 106.7 110.3 102.1 111.3 88.0
8 100.3 104.0 100.7 100.2 106.3 111.2 95.7 113.3 92.4
9 99.0 104.1 101.2 100.9 104.4 108.8 92.9 111.5 88.8

10 100.8 104.1 102.4 102.2 103.7 107.6 93.6 110.2 94.1
11 100.9 104.4 103.6 103.4 104.9 105.4 92.8 107.8 92.8
12 103.2 106.3 106.1 107.0 98.7 107.7 100.3 109.7 96.5

R7 1 104.5 110.7 110.8 111.4 101.5 112.0 96.8 115.4 92.4
2 108.1 112.1 113.0 113.5 104.5 110.3 98.9 111.3 98.9
3 101.2 100.7 99.6 100.5 89.8 100.6 94.1 101.5 101.1
4 106.6 110.1 110.4 111.0 107.0 109.8 93.6 112.2 100.8
5 107.5 107.3 105.0 105.1 103.4 111.1 99.4 112.1 106.5
6 110.7 115.0 119.0 120.7 101.2 108.5 94.6 110.5 100.7
7 109.3 112.3 116.7 118.3 103.3 103.7 98.5 104.3 101.9
8 108.3 111.5 116.1 118.7 89.6 104.3 94.5 105.7 101.4
9 104.3 106.6 107.5 109.0 94.0 102.6 84.5 105.6 99.9

10 112.0 113.7 114.5 116.7 92.1 112.2 105.6 113.3 108.2

 　    前月比 7.4 6.7 6.5 7.1 △ 2.0 9.4 25.0 7.3 8.3

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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３．在庫指数 （特殊分類） 令和２年（２０２０年）＝１００
鉱工業

最　終 生産財
需要財 投資財 消費財

資本財 建設財 耐　久 非耐久
消費財 消費財

10000.0 7635.3 5312.5 5015.1 297.4 2322.8 611.7 1711.1 2364.7
 （原指数）
R4年 141.8 136.4 154.2 158.8 77.5 95.5 104.1 92.5 159.5
R5年 174.4 149.0 174.0 179.6 80.1 91.7 92.9 91.3 256.4
R6年 124.9 126.8 146.2 149.6 88.7 82.5 92.9 78.8 118.9

R6 Ⅲ期 123.2 126.2 141.0 143.9 91.9 92.3 93.8 91.8 113.6
Ⅳ期 124.9 126.8 146.2 149.6 88.7 82.5 92.9 78.8 118.9

R7 Ⅰ期 119.8 123.9 137.0 139.0 103.3 93.9 106.1 89.5 106.8
Ⅱ期 122.7 132.0 146.0 149.8 82.6 100.0 95.6 101.5 92.7
Ⅲ期 123.0 120.3 131.0 133.5 87.6 95.8 95.1 96.0 131.8

R6 7 117.6 114.5 122.3 123.9 95.6 96.7 94.3 97.6 127.5
8 115.3 118.2 129.8 132.5 84.3 91.8 92.4 91.6 105.8
9 123.2 126.2 141.0 143.9 91.9 92.3 93.8 91.8 113.6

10 127.3 132.7 147.7 150.0 109.0 98.3 98.1 98.5 109.6
11 127.1 133.4 152.4 155.5 100.5 89.9 94.6 88.2 107.0
12 124.9 126.8 146.2 149.6 88.7 82.5 92.9 78.8 118.9

R7 1 126.3 127.4 145.5 148.5 94.5 86.0 95.7 82.5 122.6
2 120.9 118.8 130.8 133.3 88.2 91.4 101.8 87.6 127.7
3 119.8 123.9 137.0 139.0 103.3 93.9 106.1 89.5 106.8
4 125.3 127.7 142.9 145.2 104.8 92.8 99.5 90.4 117.4
5 120.7 129.1 141.9 145.3 85.0 99.9 101.8 99.2 93.6

6 122.7 132.0 146.0 149.8 82.6 100.0 95.6 101.5 92.7
7 121.0 128.1 140.5 143.2 94.7 99.5 96.3 100.7 98.4
8 124.2 128.1 142.7 146.2 83.8 94.6 96.6 93.9 111.6
9 123.0 120.3 131.0 133.5 87.6 95.8 95.1 96.0 131.8

10 119.3 123.8 135.6 137.9 97.4 96.6 91.2 98.5 104.8
 　   前　年
 　   同月比 △ 6.3 △ 6.7 △ 8.2 △ 8.1 △ 10.6 △ 1.7 △ 7.0 0.0 △ 4.4

 （季節調整済指数）

R6 Ⅲ期 123.4 125.8 139.8 142.8 87.9 91.4 92.6 90.8 115.6
Ⅳ期 123.2 124.9 140.0 142.6 95.5 88.3 91.1 87.1 110.7

R7 Ⅰ期 117.1 124.0 137.1 139.7 108.5 95.8 104.9 92.2 100.4
Ⅱ期 130.8 136.0 151.4 155.2 86.5 98.1 98.2 97.8 103.2
Ⅲ期 123.2 119.9 129.9 132.5 83.8 94.9 93.9 95.0 134.1

R6 7 119.2 115.7 125.1 126.9 95.6 91.9 94.8 91.5 131.6
8 115.1 116.8 127.7 130.7 74.8 91.5 92.0 91.0 103.9
9 123.4 125.8 139.8 142.8 87.9 91.4 92.6 90.8 115.6

10 123.5 128.1 142.8 145.1 108.4 92.2 94.9 91.2 108.5
11 120.3 126.3 141.6 144.1 98.9 89.3 92.4 87.9 103.7
12 123.2 124.9 140.0 142.6 95.5 88.3 91.1 87.1 110.7

R7 1 129.7 133.6 151.3 154.2 99.5 91.3 102.0 88.1 127.7
2 117.1 114.4 131.5 133.2 88.5 91.3 100.7 88.1 124.9
3 117.1 124.0 137.1 139.7 108.5 95.8 104.9 92.2 100.4
4 126.6 132.0 147.9 150.7 104.0 94.5 99.1 91.9 113.6
5 126.5 134.9 149.4 153.5 83.5 99.1 104.4 98.0 98.9
6 130.8 136.0 151.4 155.2 86.5 98.1 98.2 97.8 103.2
7 122.7 129.4 143.8 146.7 94.7 94.6 96.8 94.4 101.5
8 124.0 126.6 140.4 144.2 74.4 94.3 96.2 93.3 109.6
9 123.2 119.9 129.9 132.5 83.8 94.9 93.9 95.0 134.1

10 115.7 119.5 131.1 133.4 96.8 90.6 88.2 91.2 103.7

 　   前月比 △ 6.1 △ 0.3 0.9 0.7 15.5 △ 4.5 △ 6.1 △ 4.0 △ 22.7

ｳ ｪ ｲ ﾄ
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〈参考〉四半期データの推移

◎　山梨県　生産・出荷・在庫の推移（季節調整済指数・四半期別）

　　　　　　　 前月比は３か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　　

　　　　　　　 前月比 は４か月ぶりの上昇、前年同月比は７か月連続の上昇　　　　

　　　　 　　   前月比は２か月連続の低下、前年同月比は２か月連続の低下　　　　　

◎　山梨県　時系列データ（四半期別）

年 期

Ｒ２ Ⅳ 104.9 8.4 106.4 3.7 105.2 8.1 107.9 3.1 96.9 △ 4.3 94.7 2.4

Ｒ３ Ⅰ 109.8 4.7 107.8 6.0 111.6 6.1 108.7 9.5 85.9 △ 11.4 84.6 △ 16.8

Ⅱ 117.2 6.7 117.1 24.0 116.1 4.0 114.0 21.4 91.9 7.0 91.8 △ 7.9

Ⅲ 114.8 △ 2.0 115.8 18.6 112.0 △ 3.5 113.9 15.3 100.4 9.2 104.1 △ 1.0

Ⅳ 120.3 4.8 121.8 14.5 120.0 7.1 123.3 14.2 106.3 5.9 103.9 9.7

Ｒ４ Ⅰ 120.1 △ 0.2 117.6 9.1 121.3 1.1 118.0 8.6 128.0 20.4 126.6 49.6

Ⅱ 122.8 2.2 123.0 5.0 124.1 2.3 121.9 6.9 126.1 △ 1.5 125.2 36.4

Ⅲ 127.5 3.8 128.9 11.3 127.3 2.6 130.1 14.2 126.9 0.6 131.3 26.1

Ⅳ 118.8 △ 6.8 119.4 △ 2.0 116.2 △ 8.7 118.2 △ 4.1 145.3 14.5 141.8 36.5

R５ Ⅰ 113.9 △ 4.1 112.1 △ 4.7 113.4 △ 2.4 111.8 △ 5.3 153.7 5.8 154.2 21.8

Ⅱ 111.4 △ 2.2 112.3 △ 8.7 110.8 △ 2.3 110.4 △ 9.4 156.2 1.6 153.7 22.8

Ⅲ 106.6 △ 4.3 107.6 △ 16.5 102.9 △ 7.1 104.4 △ 19.8 164.8 5.5 165.3 25.9

Ⅳ 104.5 △ 2.0 104.5 △ 12.5 102.5 △ 0.4 103.3 △ 12.6 177.9 7.9 174.4 23.0

R６ Ⅰ 98.9 △ 5.4 97.5 △ 13.0 103.1 0.6 101.3 △ 9.4 147.8 △ 16.9 151.2 △ 1.9

Ⅱ 102.2 3.3 103.3 △ 8.0 102.3 △ 0.8 102.6 △ 7.1 120.7 △ 18.3 113.3 △ 26.3

Ⅲ 98.6 △ 3.5 99.7 △ 7.3 99.1 △ 3.1 99.4 △ 4.8 123.4 2.2 123.2 △ 25.5

Ⅳ 99.3 0.7 100.3 △ 4.0 101.6 2.5 103.9 0.6 123.2 △ 0.2 124.9 △ 28.4

R７ Ⅰ 101.2 1.9 97.6 0.1 104.6 3.0 101.5 0.2 117.1 △ 5.0 119.8 △ 20.8

Ⅱ 106.2 4.9 107.3 3.9 108.3 3.5 108.6 5.8 130.8 11.7 122.7 8.3

Ⅲ 103.5 △ 2.5 104.8 5.1 107.3 △ 0.9 107.7 8.4 123.2 △ 5.8 123.0 △ 0.2

生産 出荷 在庫

季節調整
済指数

前期比 原指数
前年

（同期）
比

季節調整
済指数

前期比 原指数
前年

（同期）
比

季節調整
済指数

前期比 原指数
前年

（同期）
比
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　利 用 に 当 た っ て

１  目  的        本県鉱工業における生産・出荷・在庫の動向を迅速かつ総合的に把握
                することを目的とする。

２  基準時        令和２年（２０２０年）
                  令和６年１月分から基準年を令和２年（２０２０年）に改定した。

３  指数の分類    日本標準産業分類に準拠した「業種分類」と、品目の経済的用途に着
　　　　　　　　目し財別に格付けした「特殊分類」の２分類による。
                 「特殊分類」については、次のとおりである。

４  採用品目      生産指数 103品目      出荷指数 103品目
　　　　　　　　  在庫指数  58品目

５  ウェイト      基準年における付加価値額、出荷額、在庫額それぞれについて、鉱工
　　　　　　　　業全体を10000.0とした場合の各業種・品目の構成比である。           

                              比較時数量
６  指数の算出    個別指数＝　　　　　　　 ×１００                             
                              基準時数量

                            （個別指数×基準時ウェイト）の総和
                  総合指数＝
                                    基準時ウェイトの総和

７  季節調整      令和２年基準における季節調整は、米国センサス局のX-12-ARIMA
　　　　　　　　を用いている。
                　季節調整済指数は、季節要因に加え、曜日・祝祭日要因、うるう年要
                因によっても調整されている。（在庫については、季節要因のみ。）

資本財

投資財

建設財

最終需要財

耐久消費財

消費財

鉱工業　 非耐久消費財

鉱工業用生産財

生産財

その他用生産財

投資財

消費財

生産財
鉱工業及び他の産業に原材料等として

投入される製品

定　　　　義分　　　類

資本財と建設財の合計

家計で購入される製品

建設財
建築工事用の資材及び建築物に付随

する内装品及び土木工事用の資材

耐久消費財
原則として想定耐用年数が１年以上で

比較的購入価格が高いもの

非耐久消費財
原則として想定耐用年数が１年未満ま

たは比較的購入価格が低いもの

鉱工業または他の産業に原材料等とし

て投入されない最終製品
最終需要財

家計以外で購入される製品で、原則とし

て想定耐用年数が１年以上で比較的購

入価格が高いもの

資本財
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８　寄与度　　　　総合の増減比に対してその内訳である業種や品目の影響の度合いがど
　　　　　　　　れだけあるかを示す。

９　資料　　　　　採用品目の月々の生産数量等は、経済産業省生産動態統計調査、厚生
　　　　　　　　労働省薬事工業生産動態統計調査、山梨県鉱工業指数生産動態統計調査の
　　　　　　　　資料を使用している。

10　年間補正　　　毎年、前年１年間の数値が確定した段階でさかのぼって原指数、季節
　　　　　　　　調整済指数を再計算し、補正処理を行う。

11　留意事項　　①　前月比は、季節調整済指数を使用し、前年同月比は、原指数を使用
　　　　　　　　　して計算している。
　　　　　　　　　　四半期の指数について、生産指数、出荷指数については四半期の
　　　　　　　　　平均値、在庫指数については期末値を使用している。
                　　また、年指数について、生産指数、出荷指数については年平均値、
　　　　　　　　　在庫指数については年末値を使用している。
　　　　　　　　②　前月比(%)＝{（当月の値－前月の値）／（前月の値）}×100
　　　　　　　　　前年同月比(%)＝{（当月の値－前年同月の値）／（前年同月の値）}×100
　　　　　　　　　　前月比、前年同月比は、それぞれ、前月、前年同月の値との比較を
　　　　　　　　　行うため算出している。
　　　　　　　　③　「化学工業」、「家具工業」、「木材・木製品工業」、在庫指数に
　　　　　　　　　おける「鉄鋼業」、「非鉄金属工業」、「金属製品工業」、「汎用機
　　　　　　　　　械工業」、「生産用機械工業」、「電気機械工業」、「情報通信機械
　　　　　　　　　工業」、「輸送機械工業」については、対象事業所が少数のため、指
　　　　　　　　　数値を秘匿としている。
                ④　本書で使用している略称、符号は次のとおりである。

「Ⅰ」：１～３月期
「Ⅱ」：４～６月期
「Ⅲ」：７～９月期
「Ⅳ」：１０～１２月期
「生産」：生産指数
「出荷」：出荷指数
「在庫」；在庫指数
「ｘ」：秘匿（対象事業所数が１又は２の場合）
「△」：マイナス

 山梨県新価値・地域創造推進局統計調査課 調査第二担当
 ＴＥＬ. 055-223-1345
 ＦＡＸ. 055-223-1347

令和７年（２０２５年）１０月分山梨県鉱工業指数

 https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/index.html
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甲府市消費者物価指数
　　 2025年（令和7年）10月分

山梨県  新価値・地域創造推進局  統計調査課

　  指数及び前年同月比の推移（2020年基準）

山　梨　県
Yamanashi Prefecture
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生鮮食品を除く総合指数：甲府市
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生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数：甲府市
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＜問い合わせ先＞
調査第二担当
電話 ：055-223-1345

FAX ：055-223-1347
E-Mail：toukei@pref.yamanashi.lg.jp
HP：https://www.pref.yamanashi.jp/toukei_2/

公表日 令和7年12月8日(月)
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１０大費目の解説

１０大費目 中分類

穀類 うるち米、食パン、ゆでうどん、小麦粉等

魚介類 まぐろ、あじ、たらこ、ちくわ、かつお節等

肉類 牛肉、豚肉、鶏肉、ハム、ソーセージ等

乳卵類 牛乳、粉ミルク、ヨーグルト、鶏卵等

野菜・海藻 キャベツ、ほうれんそう、はくさい、干しのり、豆腐、梅干し等

果物 りんご、みかん、バナナ等

油脂・調味料 食用油、マーガリン、食塩、しょうゆ、みそ等

菓子類 ようかん、ケーキ、せんべい、落花生等

調理食品 弁当、調理パン、サラダ、豚カツ等

飲料 緑茶、インスタントコーヒー、果実ジュース等

酒類 清酒、焼酎、ビール、ワイン等

外食 うどん、中華そば、すし、ハンバーガー等

家賃 民営家賃、公営家賃等

設備修繕・維持 システムバス、給湯器、畳替え代、大工手間代等

電気代 電気代

ガス代 都市ガス代、プロパンガス

他の光熱 灯油

上下水道料 水道料、下水道料

家庭用耐久財 電子レンジ、冷蔵庫、ルームエアコン等

室内装備品 照明器具、カーペット、カーテン、クッション

寝具類 ベッド、布団、シーツ等

家事雑貨 茶わん、皿、鍋、スポンジたわし等

家事用消耗品 ティシュペーパー、トイレットペーパー、台所用洗剤、ラップ等

家事サービス 家事代行料、浄化槽清掃代等

衣料 女性用着物、男性用洋服、女性用洋服、子供用洋服

ｼｬﾂ･ｾｰﾀｰ・下着類 ワイシャツ、ブラウス、子供用Ｔシャツ、下着類等

履物類 男性用靴、女性用靴、子供靴、運動靴、スリッパ等

他の被服 帽子、ネクタイ、マフラー、ベルト等

被服関連サービス クリーニング代、履物修理代、被服賃借料

医薬品・健康保持用摂取品 総合かぜ薬、ビタミン剤、はり薬、漢方薬等

保健医療用品・器具 紙おむつ（乳幼児用、大人用）、眼鏡、コンタクトレンズ等

保健医療サービス 診療代、人間ドッグ受診料、予防接種料等

交通 鉄道運賃、高速バス代、航空運賃、有料道路料等

自動車等関係費 普通乗用車、ガソリン、自動車タイヤ、自動車免許手数料等

通信 はがき、固定・携帯電話通信料、携帯電話機等

授業料等 ＰＴＡ会費（小学校、中学校）、高等学校授業料、大学授業料等

教科書・学習参考教材 教科書、学習参考教材

補習教育 補習教育（小学校、中学校、高校・予備校）

教養娯楽用耐久財 テレビ、パソコン、カメラ、ピアノ等

教養娯楽用品 ボールペン、ゴルフクラブ、家庭用ゲーム機、切り花等

書籍・他の印刷物 新聞代、月刊誌、単行本等

教養娯楽サービス 宿泊料、外国パック旅行、月謝（英会話）、映画観覧料等

理美容サービス 入浴料、理髪料、エステティック料金等

理美容用品 電気かみそり、手洗い用石けん、整髪料、化粧水等

身の回り用品 バッグ、指輪、腕時計、傘等

たばこ たばこ（国産品、輸入品）

他の諸雑費 傷害保険料、保育所保育料、振込手数料等

別掲項目
生鮮食品 生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物
エネルギー 電気代、都市ガス代、プロパンガス、灯油、ガソリン
教育関係費 教育の全品目、学校給食、男性用学生服、女性用学生服、通学定期、ボールペン等
情報通信関係費 固定電話通信料、携帯電話通信料、放送受信料、インターネット接続料等

品目

計算に用いる類又は品目

諸雑費

食料

光熱・水道

住居

家具・家事用品

被服及び履物

保健医療

交通・通信

教育

教養娯楽
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２ 
 

甲府市消費者物価指数(２０２０年基準)の概要 

 

１ 指数の性格 

   甲府市消費者物価指数は、甲府市の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格 

等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものである。すなわち、家計の消費構造 

を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によってどう変化するかを指数 

値で示したものである。したがって、世帯が購入する財とサービスの種類、品質及び購 

入数量の変化を伴った生計費の変化を測定するものではない。 

 

２ 指数の対象範囲 

   消費者物価指数は、世帯の消費生活に及ぼす物価の変動を測定するものであるから、  

家計の消費支出を対象としている。（ただし、信仰・祭祀費、寄付金、贈与金、他の負 

担費及び仕送り金は、対象から除外している。） 

   したがって、直接税や社会保険料などの非消費支出は指数品目に含まれない。また、  

有価証券の購入、土地・住宅の購入などの支出も指数の対象に含まれていない。 

   なお、持家の住宅費用については、「帰属家賃方式」により指数に組み入れている。 

 

３ 指数品目 

   指数計算に採用する品目は、世帯が購入する多数の財及びサービス全体の物価変動を  

代表できるように、家計の消費支出の中で重要度が高いこと、価格変動の面で代表性が  

あること、さらに、継続調査が可能であること等の観点から選定した品目である。 

 

４ 価格 

   指数計算に採用する品目の価格は、原則として小売物価統計調査（基幹統計）によっ  

て得られた甲府市の品目別小売価格（実際に販売されている平常の小売価格）である。 

   この小売価格は、毎月の中旬（１２日を含む週の水、木、金のいずれか１日）の値で  

あるが、生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜及び生鮮果物をいう。以下同じ。）及び切り花  

については、上旬（５日を含む週の水、木、金のいずれか１日）、中旬、下旬（２２日  

を含む週の水、木、金のいずれか1日)の各調査日を含む前３日間の中値を単純平均した  

ものである。 

 

５ 変化率 

   前月比、前年同月比、前年比などの変化率の計算式は、次のとおりである。 

 

                     当期の指数－前期の指数             当期の指数 

   変化率(％)＝                          ×１００＝               －１ ×１００ 

前期の指数                    前期の指数 

 

６ 寄与度 

   寄与度は、各項目の指数の変動が、総合指数の変化率のうち何ポイント寄与したかを  

示したものである。理論的には、各項目の寄与度を合計すると、総合指数の変化率に一  

致するが、実際は、四捨五入の関係で各項目の合計が総合指数の変化率に一致しない場  

合がある。 
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                    ３ 

     ２ ０ ２ ５ 年 （ 令 和 ７ 年 ） １０ 月 分 

甲甲 府府 市市 消消 費費 者者 物物 価価 指指 数数 のの 動動 向向  

１ 概 況                         2020年基準(2020=100) 

(1)総合指数       112.4        （前年同月比   3.0％）  ４４か月連続プラス 

                                          （前月比   0.8％）   ２か月ぶりプラス 

全国            112.8            (前年同月比    3.0％）    ５０か月連続プラス 

                                              （前月比    0.7％）    ２か月ぶりプラス 

(2)生鮮食品を除く        111.6        （前年同月比   2.9％）  ４３か月連続プラス 

 総合指数                             （前月比   0.7％）   ２か月ぶりプラス 

全国                      112.1           （前年同月比    3.0％）    ５０か月連続プラス 

                                              （前月比    0.6％）    ３か月ぶりプラス 

(3)生鮮食品及び          110.6         （前年同月比   3.0％）   ４１か月連続プラス 

エネルギーを除く                        （前月比   0.7％）   ２か月ぶりプラス 

 総合指数  

全国            111.5            （前年同月比   3.1％）    ４３か月連続プラス 

(前月比   0.7％)     ２か月ぶりプラス 

２ 総合指数に寄与した主な項目 

(1)前年同月との比較 

上昇      寄与度(前年同月比)      下落       寄与度(前年同月比) 

○食料            1.77     ○教育          -0.32 

・穀類                        ・授業料等 

 〈うるち米（「コシヒカリ」以外）など〉       〈高等学校授業料（公立,普通授業料）など〉 

               

                 

 

 

(2)前月との比較 

上昇        寄与度(前月比)       下落          寄与度(前月比)  

○食料             0.40      ※下落した費目はありません。 

・魚介類（生鮮魚介）                 

 〈まぐろ、いかなど〉            
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（3）前年同月との比較（１０大費目）

が要因となっている。

　全国の総合指数の前年同月比が3.0％の上昇となった内訳を寄与度でみると、食料、交通・通信などの上昇が要

因となっている。

生鮮食品を除
く総合

生鮮食品及
びエネルギー

を除く総合

生鮮
食品

10,000 9,611 8,854 2,673 389 1,828 698 361 366 443 1,697 233 977 726

甲府市 112.4 111.6 110.6 126.3 131.5 105.5 117.0 119.3 114.4 104.3 100.2 84.5 116.6 105.9

全国 112.8 112.1 111.5 128.1 130.3 104.3 113.5 123.4 112.8 104.5 101.2 95.6 117.2 106.2

甲府市 3.0 2.9 3.0 6.1 5.9 1.6 3.2 -0.1 2.3 0.4 3.6 -14.9 2.6 2.5

全国 3.0 3.0 3.1 6.4 2.2 0.9 2.2 1.8 2.5 0.8 3.6 -5.6 2.6 0.7

甲府市 2.79 0.22 1.77 0.26 0.28 0.23 0.00 0.08 0.01 0.53 -0.32 0.27 0.17

全国 2.89 2.73 1.83 0.10 0.18 0.15 0.08 0.09 0.04 0.48 -0.16 0.25 0.04

光熱・水道 諸雑費教養娯楽教育交通・通信保健医療
被服及
び履物

　甲府市の総合指数の前年同月比が3.0％の上昇となった内訳を寄与度※でみると、食料、交通・通信などの上昇

住居食料

前年
同月比
（％）

寄与度

指　 数

ウエイト

家具・家
事用品

総合

6.1 

1.6 

3.2 

-0.1 

2.3 

0.4 

3.6 

-14.9 

2.6 

2.5 

6.4 

0.9 

2.2 

1.8 

2.5 

0.8 

3.6 

-5.6 

2.6 

0.7 

-16.0 -12.0 -8.0 -4.0 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0

前 年 同 月 比

甲府市

全国

1.77 

0.28 

0.23 

0.00 

0.08 

0.01 

0.53 

-0.32 

0.27 

0.17 

1.83 

0.18 

0.15 

0.08 

0.09 

0.04 

0.48 

-0.16 

0.25 

0.04 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

寄 与 度

甲府市

全国

食料

住居

光熱
水道

家具
家事
用品

被服

及び

履物

保健
医療

交通
通信

教育

教養
娯楽

諸雑費

※P2参照

４
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（4）前月との比較（１０大費目）

因となっている。

なっている。

生鮮食品を除
く総合

生鮮食品及
びエネルギー

を除く総合

生鮮
食品

10,000 9,611 8,854 2,673 389 1,828 698 361 366 443 1,697 233 977 726

甲府市 112.4 111.6 110.6 126.3 131.5 105.5 117.0 119.3 114.4 104.3 100.2 84.5 116.6 105.9

全国 112.8 112.1 111.5 128.1 130.3 104.3 113.5 123.4 112.8 104.5 101.2 95.6 117.2 106.2

甲府市 0.8 0.7 0.7 1.3 3.8 0.3 0.4 1.4 0.0 0.3 0.8 0.0 1.8 0.0

全国 0.7 0.6 0.7 0.9 1.7 0.1 0.8 1.3 0.2 0.1 0.8 0.0 1.4 0.4

甲府市 0.67 0.02 0.40 0.17 0.04 0.03 0.05 0.00 0.01 0.12 0.00 0.18 0.00

全国 0.61 0.59 0.27 0.08 0.03 0.06 0.06 0.01 0.00 0.11 0.00 0.14 0.02

交通・通信 教育

寄与度

被服及
び履物

光熱・水道 保健医療
家具・家
事用品

ウエイト

　甲府市の総合指数の前月比が0.8％の上昇となった内訳を寄与度※でみると、食料、教養娯楽などの上昇が要

教養娯楽

指　 数

前月比
（％）

諸雑費総合 食料 住居

　全国の総合指数の前月比が0.7％の上昇となった内訳を寄与度でみると、食料、教養娯楽などの上昇が要因と
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３　消費者物価指数の推移

 （1）総合指数     ２０２０年＝１００

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 110.9 110.4 110.8 110.9 111.1 111.1 111.3 111.6 111.4 112.4

2024年指数 106.3 106.5 106.5 107.1 107.2 107.9 108.0 108.3 107.9 109.0 109.3 109.8

2023年指数 103.9 103.4 103.7 104.3 104.6 104.8 105.1 105.2 105.9 106.7 106.5 106.3

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 4.4 3.7 4.0 3.6 3.6 3.0 3.1 3.1 3.2 3.0

前  月  比 1.0 -0.5 0.3 0.1 0.2 -0.1 0.2 0.3 -0.2 0.8

　 ＜参考：全国＞

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 111.2 110.8 111.1 111.5 111.8 111.7 111.9 112.1 112.0 112.8

2024年指数 106.9 106.9 107.2 107.7 108.1 108.2 108.6 109.1 108.9 109.5 110.0 110.7

2023年指数 104.7 104.0 104.4 105.1 105.1 105.2 105.7 105.9 106.2 107.1 106.9 106.8

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 4.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.3 3.1 2.7 2.9 3.0

前  月  比 0.5 -0.4 0.3 0.4 0.3 -0.1 0.2 0.2 -0.1 0.7

※指数と前月比等は端数処理の関係で一致しない場合がある。以下同じ。

 （2）生鮮食品を除く総合指数     ２０２０年＝１００

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 109.5 109.5 109.9 110.3 110.7 110.6 110.9 111.1 110.8 111.6

2024年指数 105.7 105.9 106.1 106.5 106.8 107.4 107.8 108.0 107.5 108.4 108.7 108.9

2023年指数 103.4 102.8 103.3 104.0 104.2 104.4 104.7 105.0 105.4 106.0 106.0 105.8

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 3.6 3.4 3.6 3.6 3.6 3.0 2.9 2.9 3.1 2.9

前  月  比 0.6 0.0 0.4 0.4 0.4 -0.1 0.2 0.2 -0.3 0.7

 　＜参考：全国＞

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 109.8 109.7 110.2 110.9 111.4 111.4 111.6 111.6 111.4 112.1

2024年指数 106.4 106.5 106.8 107.1 107.5 107.8 108.3 108.7 108.2 108.8 109.2 109.6

2023年指数 104.3 103.6 104.1 104.8 104.8 105.0 105.4 105.7 105.7 106.4 106.4 106.4

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 3.2 3.0 3.2 3.5 3.7 3.3 3.1 2.7 2.9 3.0

前  月  比 0.2 -0.1 0.4 0.7 0.4 0.0 0.2 0.0 -0.2 0.6
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    ２０２０年＝１００

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 108.0 108.2 108.6 108.7 109.0 109.2 109.5 110.1 109.9 110.6

2024年指数 104.8 105.0 105.2 105.5 105.6 106.0 106.2 106.5 106.5 107.5 107.6 107.4

2023年指数 101.0 101.4 102.1 102.8 103.4 103.4 103.9 104.2 104.7 105.1 105.2 105.0

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 3.1 3.1 3.3 3.0 3.2 3.0 3.1 3.4 3.1 3.0

前  月  比 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.6 -0.2 0.7

　 ＜参考：全国＞

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2025年指数 108.5 108.7 109.2 109.7 110.0 110.3 110.5 110.9 110.8 111.5

2024年指数 105.8 105.9 106.2 106.5 106.6 106.6 106.9 107.4 107.5 108.1 108.4 108.4

2023年指数 102.2 102.6 103.2 104.0 104.3 104.4 104.9 105.2 105.4 105.8 105.9 105.9

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

前年同月比 2.5 2.6 2.9 3.0 3.3 3.4 3.4 3.3 3.0 3.1

前  月  比 0.1 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.7

（３）　生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数
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甲府市消費者物価指数（2025年(令和7年)10月分）

２０２０年＝１００

小 分 類

10,000 112.8 112.4 111.4 109.0 0.8 3.0

9,611 112.1 111.6 110.8 108.4 0.7 2.9

8,854 111.5 110.6 109.9 107.5 0.7 3.0

2,673 128.1 126.3 124.6 119.0 1.3 6.1

389 130.3 131.5 126.6 124.2 3.8 5.9

2,283 127.7 125.4 124.3 118.2 0.9 6.1

208 152.2 145.2 144.0 129.6 0.9 12.0

197 133.1 136.1 129.9 125.1 4.8 8.8

生 鮮 魚 介 102 131.7 143.8 132.0 127.5 9.0 12.8

231 122.6 120.6 120.0 115.5 0.5 4.4

122 129.9 122.9 122.9 120.7 0.0 1.8

277 129.5 131.6 130.2 124.6 1.0 5.6

生 鮮 野 菜 188 131.1 133.3 131.4 127.7 1.5 4.4

108 125.5 115.9 112.8 112.8 2.7 2.7

生 鮮 果 物 100 127.2 115.5 112.3 114.4 2.9 1.0

117 123.9 125.2 124.6 118.2 0.5 5.9

237 137.6 138.3 136.0 125.0 1.7 10.6

393 126.2 126.9 126.0 119.5 0.7 6.2

165 129.9 128.3 122.5 121.2 4.7 5.9

134 114.1 115.0 113.3 108.8 1.5 5.7

483 117.7 113.2 113.2 110.5 0.0 2.5

1,828 104.3 105.5 105.2 103.8 0.3 1.6

1,467 100.9 92.9 92.7 92.0 0.3 1.0

360 124.1 156.8 156.4 151.8 0.3 3.3

698 113.5 117.0 116.5 113.4 0.4 3.2

334 112.9 115.9 115.0 112.3 0.8 3.2

156 114.9 123.4 123.2 116.8 0.2 5.6

35 151.2 154.3 154.3 145.7 0.0 5.9

172 105.0 105.8 105.8 105.8 0.0 0.0

361 123.4 119.3 117.7 119.4 1.4 -0.1

111 124.9 116.6 112.4 123.7 3.8 -5.7

26 120.8 113.2 114.1 116.2 -0.8 -2.6

18 111.0 124.9 121.6 115.8 2.7 7.8

76 124.0 137.0 137.4 134.0 -0.3 2.2

112 129.3 113.1 112.1 109.2 0.9 3.6

17 106.6 102.5 102.5 102.5 0.0 0.0

寝 具 類

家 事 雑 貨

家 事 用 消 耗 品

上 下 水 道 料

家 事 サ ー ビ ス

家 具 ・ 家 事 用 品

家 庭 用 耐 久 財

室 内 装 備 品

設 備 修 繕 ・ 維 持

調 理 食 品

菓 子 類

飲 料

酒 類

外 食

住 居

家 賃

生 鮮 食 品

生 鮮 食 品 を 除 く 食 料

穀 類

魚 介 類

肉 類

乳 卵 類

食 料

全国
当月
指数

他 の 光 熱

ガ ス 代

電 気 代

野 菜 ・ 海 藻

果 物

油 脂 ・ 調 味 料

光 熱 ・ 水 道

大 分 類

総 合

生 鮮 食 品 を 除 く 総 合

生 鮮 食 品 及 び エ ネ ルギ ーを 除く 総合

中 分 類 当月
指数

前月
指数

前年同
月指数

ウエイト 前月比
（％）

前年
同月比
（％）

甲　　　　府　　　　市
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小 分 類

366 112.8 114.4 114.4 111.9 0.0 2.3

162 113.7 109.3 109.1 106.8 0.3 2.3

和 服 8 106.8 104.7 104.7 104.7 0.0 0.0

洋 服 154 113.9 109.6 109.3 106.9 0.3 2.5

112 113.0 121.5 122.5 120.5 -0.8 0.9

ｼ ｬ ﾂ ・ ｾ ｰ ﾀ ｰ 類 75 113.0 123.5 125.0 121.7 -1.2 1.5

下 着 類 37 112.8 117.5 117.5 117.9 -0.1 -0.4

47 109.3 118.5 116.6 113.9 1.6 4.0

32 108.8 107.3 107.3 104.0 0.0 3.2

14 119.8 119.7 119.7 113.6 0.0 5.4

443 104.5 104.3 103.9 103.9 0.3 0.4

115 110.6 110.3 109.3 107.6 0.9 2.6

89 111.4 110.1 110.0 111.6 0.0 -1.4

239 99.0 99.2 99.1 99.2 0.1 -0.1

1,697 101.2 100.2 99.5 96.8 0.8 3.6

98 106.8 105.2 104.6 104.5 0.5 0.7

1,136 112.1 109.1 108.4 106.2 0.6 2.7

462 77.4 77.4 76.4 72.0 1.3 7.5

233 95.6 84.5 84.5 99.2 0.0 -14.9

169 88.4 77.1 77.1 97.6 0.0 -21.1

5 109.4 107.5 107.5 107.2 0.0 0.3

59 112.9 103.5 103.5 103.1 0.0 0.4

977 117.2 116.6 114.5 113.5 1.8 2.6

78 105.5 105.8 105.6 108.2 0.2 -2.2

225 115.3 111.0 110.0 105.5 0.9 5.2

113 116.8 116.9 116.8 113.3 0.1 3.1

561 119.7 120.2 117.1 117.6 2.7 2.2

726 106.2 105.9 105.9 103.3 0.0 2.5

115 107.6 107.3 106.8 104.0 0.5 3.1

161 105.0 102.1 103.0 100.5 -0.8 1.7

67 119.8 114.2 114.3 107.5 -0.1 6.2

48 115.1 115.1 115.1 114.4 0.0 0.6

335 101.1 104.3 104.1 102.0 0.2 2.3

《別掲》

756 119.3 122.4 121.9 119.4 0.4 2.5

312 97.1 91.2 91.2 101.6 0.0 -10.2

1,008 116.2 115.8 113.7 112.8 1.8 2.7

539 77.6 79.5 79.1 75.1 0.5 5.8情 報 通 信 関 係 費

身 の 回 り 用 品

た ば こ

他 の 諸 雑 費

エ ネ ル ギ ー

教 育 関 係 費

教 養 娯 楽 関 係 費

教 養 娯 楽 用 品

書 籍 ・ 他 の 印 刷 物

教 養 娯 楽 サ ー ビ ス

諸 雑 費

理 美 容 サ ー ビ ス

理 美 容 用 品

教 育

授 業 料 等

教科書・学習参考教材

補 習 教 育

教 養 娯 楽

教 養 娯 楽 用 耐 久 財

保 健 医 療 用 品 ・ 器 具

保 健 医 療 サ ー ビ ス

交 通

自 動 車 等 関 係 費

通 信

ｼ ｬ ﾂ ・ ｾ ｰ ﾀ ｰ ・ 下 着 類

履 物 類

他 の 被 服

医薬品・健康保持用摂取品

大 分 類

被 服 及 び 履 物

保 健 医 療

交 通 ・ 通 信

被 服 関 連 サ ー ビ ス

ウエイト

衣 料

中 分 類 前月比
（％）

前年
同月比
（％）

甲　　　　府　　　　市

当月
指数

前月
指数

前年同
月指数

全国
当月
指数
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甲府市消費者物価１０大費目指数

　　費　目 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品

　 ウエイト 10,000 9,611 8,854 2,673 1,828 698

年 指数 前年比 指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

　　　％
　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

  2013年 95.1 0.6 95.8 0.7 - - 87.6 0.1 98.9 -0.4 99.1 5.7

  2014年 97.7 2.7 98.2 2.5 - - 90.7 3.4 99.8 0.9 104.4 5.3

  2015年 98.4 0.7 98.7 0.5 98.4 - 94.0 3.7 99.2 -0.6 101.1 -3.1

  2016年 98.0 -0.4 98.1 -0.6 98.7 0.3 95.6 1.6 99.2 0.0 93.3 -7.7

  2017年 98.3 0.3 98.3 0.3 98.5 -0.2 96.4 0.9 98.4 -0.8 96.0 2.9

  2018年 99.8 1.5 99.7 1.4 99.4 0.9 98.4 2.0 98.8 0.4 100.2 4.4

2019年 100.5 0.7 100.5 0.8 100.1 0.7 99.0 0.6 99.0 0.3 103.2 3.0

2020年 100.0 -0.5 100.0 -0.5 100.0 -0.1 100.0 1.0 100.0 1.0 100.0 -3.1

2021年 99.3 -0.7 99.2 -0.8 98.8 -1.2 100.0 0.0 98.3 -1.7 100.3 0.3

2022年 101.6 2.3 101.2 2.0 99.3 0.6 104.8 4.9 97.3 -1.0 117.4 17.1

2023年 105.0 3.4 104.6 3.3 103.5 4.2 112.7 7.5 101.0 3.8 110.3 -6.1

2024年 107.8 2.7 107.3 2.6 106.2 2.5 116.6 3.5 103.0 2.0 114.9 4.2

年・月 指数 前月比
前年
同月
比

指数
前月
比

前年
同月
比

指数
前月
比

前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

2024年11月分 109.3 0.3 2.7 108.7 0.3 2.6 107.6 0.1 2.3 119.8 4.1 103.8 1.3 116.2 6.9

2024年12月分 109.8 0.5 3.4 108.9 0.1 2.9 107.4 -0.2 2.3 121.2 5.8 103.8 1.2 120.6 11.2

2025年1月分 110.9 1.0 4.4 109.5 0.6 3.6 108.0 0.6 3.1 124.4 8.2 104.5 1.8 121.1 11.2

2025年2月分 110.4 -0.5 3.7 109.5 0.0 3.4 108.2 0.2 3.1 123.1 6.7 104.7 2.2 116.9 7.0

2025年3月分 110.8 0.3 4.0 109.9 0.4 3.6 108.6 0.3 3.3 122.9 7.5 104.8 2.8 117.7 5.7

2025年4月分 110.9 0.1 3.6 110.3 0.4 3.6 108.7 0.1 3.0 122.5 5.9 104.8 2.6 120.9 8.3

2025年5月分 111.1 0.2 3.6 110.7 0.4 3.6 109.0 0.3 3.2 122.7 6.8 104.9 2.7 123.9 7.5

2025年6月分 111.1 -0.1 3.0 110.6 -0.1 3.0 109.2 0.1 3.0 123.0 6.1 105.1 1.6 123.3 4.3

2025年7月分 111.3 0.2 3.1 110.9 0.2 2.9 109.5 0.3 3.1 123.5 7.0 105.2 1.9 122.3 1.1

2025年8月分 111.6 0.3 3.1 111.1 0.2 2.9 110.1 0.6 3.4 124.5 7.7 105.2 1.9 117.8 -2.3

2025年9月分 111.4 -0.2 3.2 110.8 -0.3 3.1 109.9 -0.2 3.1 124.6 6.8 105.2 1.6 116.5 3.3

2025年10月分 112.4 0.8 3.0 111.6 0.7 2.9 110.6 0.7 3.0 126.3 6.1 105.5 1.6 117.0 3.2

総合 生鮮食品を除く総合 生鮮食品及びエネルギーを除く総合

10
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　　　　　　２０２０年＝１００

家具・家事用品 被服及び履物 　保健医療 交通・通信 教育 　教養娯楽  諸雑費   費  目

361 366 443 1,697 233 977 726 　 ウエイト

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

指数
前年
比

年

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

89.1 -1.9 94.4 -0.3 94.4 -1.1 103.2 2.1 104.5 -0.2 92.3 0.2 103.7 0.9   2013年

93.2 4.6 96.0 1.7 95.0 0.7 105.8 2.5 106.9 2.4 94.5 2.3 107.1 3.3   2014年

95.7 2.7 98.5 2.7 95.4 0.4 102.4 -3.2 109.4 2.3 96.2 1.8 107.1 0.0   2015年

93.4 -2.4 97.6 -1.0 96.3 1.0 100.3 -2.1 110.5 1.0 96.7 0.5 107.6 0.5   2016年

92.6 -0.9 96.7 -0.8 97.6 1.3 99.9 -0.4 111.2 0.6 97.1 0.4 107.9 0.2   2017年

92.7 0.1 97.3 0.5 99.4 1.9 101.7 1.8 111.4 0.2 98.7 1.6 108.4 0.4   2018年

95.3 2.8 98.5 1.3 100.2 0.7 101.3 -0.4 109.4 -1.7 100.7 2.0 106.7 -1.5   2019年

100.0 4.9 100.0 1.5 100.0 -0.2 100.0 -1.3 100.0 -8.6 100.0 -0.7 100.0 -6.3   2020年

102.6 2.6 100.3 0.3 100.4 0.4 95.8 -4.2 99.4 -0.6 101.2 1.2 101.3 1.3   2021年

106.0 3.3 101.4 1.1 100.0 -0.3 94.1 -1.8 99.4 -0.1 101.5 0.3 102.5 1.2   2022年

112.8 6.4 106.3 4.8 101.8 1.8 95.5 1.5 99.2 -0.1 105.7 4.2 102.8 0.2   2023年

115.2 2.1 109.8 3.3 103.0 1.2 96.5 1.1 99.3 0.1 111.6 5.5 103.0 0.3 2024年

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

指数
前年
同月
比

年・月

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

　
％

116.0 1.6 112.3 2.3 104.1 2 96.5 0.4 99.2 0 114.0 4.4 103.3 0.2 2024年11月分 

114.0 1.3 112.0 2.7 103.7 1 96.8 0.5 99.2 0 112.5 3.3 103.7 1 2024年12月分 

115.7 4.3 111.9 3.5 103.7 1.0 97.9 1.4 99.2 -0.1 110.7 2.5 104.0 1.3 2025年1月分 

115.8 3.3 111.5 3.9 103.7 1.6 98.2 1.8 99.2 -0.1 111.1 1.9 104.1 1.3 2025年2月分 

118.0 4.4 113.2 5.0 103.9 2.1 98.5 2.1 99.3 -0.1 112.2 1.2 104.0 1.2 2025年3月分 

117.6 2.3 112.6 3.2 103.9 2.4 99.3 2.9 85.3 -14.6 114.8 3.0 104.0 1.2 2025年4月分 

116.3 1.0 112.8 2.9 104.4 1.5 98.6 2.5 84.5 -14.9 115.4 2.6 104.4 1.9 2025年5月分 

117.4 1.6 112.3 2.1 104.4 1.1 98.5 2.0 84.5 -14.9 114.1 3.0 104.6 1.9 2025年6月分 

118.1 1.3 111.2 1.7 104.3 0.7 99.2 2.4 84.5 -14.9 114.3 3.2 105.4 2.5 2025年7月分 

117.8 0.4 110.9 2.1 103.8 0.3 99.5 3.2 84.5 -14.9 116.5 2.7 107.1 2.7 2025年8月分 

117.7 0.5 114.4 2.2 103.9 0.5 99.5 3.2 84.5 -14.9 114.5 2.4 105.9 2.6 2025年9月分 

119.3 -0.1 114.4 2.3 104.3 0.4 100.2 3.6 84.5 -14.9 116.6 2.6 105.9 2.5 2025年10月分 
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都 市 階 級・地 方・都 道 府 県 庁  所 在 市 別 １ ０ 大 費 目 指 数　（２０２５年(令和７年) １０月分）　

２０２０年＝１００

総　合 前月比
前年同
月比

食　料 住　居 教　育 諸 雑 費

      （％）       （％）

112.8 0.7 3.0 112.1 115.0 111.5 106.2 128.1 104.3 113.5 123.4 112.8 104.5 101.2 95.6 117.2 106.2

大 都 市 112.4 0.7 2.8 111.6 114.6 111.2 106.2 127.7 103.9 111.7 123.8 112.7 104.4 100.1 97.5 118.3 105.8

中 都 市 112.5 0.7 3.0 111.8 114.8 111.2 106.0 127.8 104.0 113.6 122.9 112.7 104.4 101.3 95.7 116.5 106.0

小 都 市 Ａ 113.2 0.7 3.1 112.5 115.4 111.9 106.5 128.3 104.8 113.6 123.8 112.9 104.6 101.6 94.7 117.3 106.6
小都市Ｂ・町村 113.6 0.7 3.1 112.9 115.8 112.1 106.4 129.2 105.4 116.4 123.4 113.0 104.6 102.1 89.4 116.0 106.5

北 海 道 114.9 0.7 3.1 114.2 117.1 112.6 106.9 129.8 105.7 121.7 121.9 117.0 103.5 103.5 88.5 117.5 108.2

地 東 北 114.3 0.7 3.1 113.6 116.4 112.5 106.5 129.4 106.6 116.9 123.0 114.2 104.6 101.7 81.4 118.5 106.0

関 東 112.4 0.8 2.9 111.7 114.9 111.2 106.3 127.3 104.2 114.2 122.5 111.6 104.4 101.1 97.2 118.5 105.6

北 陸 112.0 0.5 2.8 111.4 114.4 110.3 104.9 126.8 102.0 116.6 119.4 114.8 103.0 102.3 89.2 116.7 105.1

方 東 海 113.3 0.7 3.1 112.6 115.3 112.0 107.0 127.5 104.6 115.4 128.1 116.2 105.2 101.9 96.9 116.9 106.6

近 畿 112.5 0.5 3.0 111.7 114.8 111.6 106.2 127.7 104.3 109.7 124.7 112.4 104.1 99.4 98.0 116.1 106.3

中 国 112.7 0.6 2.9 111.9 114.4 111.3 105.8 129.3 104.8 109.7 123.8 110.6 104.5 101.9 92.2 115.1 106.0

四 国 111.8 0.7 2.8 111.0 113.8 110.3 104.7 127.9 103.4 109.8 121.0 113.8 105.4 100.4 86.3 113.9 106.6

九 州 113.0 0.7 3.3 112.2 114.8 111.9 105.8 130.8 104.2 109.1 122.0 111.4 105.0 101.5 93.9 114.7 107.3

沖 縄 115.0 0.6 3.2 114.2 117.4 113.6 106.1 132.5 103.4 115.7 127.5 115.8 106.5 101.3 89.9 114.3 109.0

札 幌 市 113.9 0.7 2.5 113.3 116.0 111.8 105.9 129.4 103.9 118.3 123.3 116.1 103.5 102.4 94.4 117.4 107.7

青 森 市 114.3 0.5 3.3 113.5 116.7 111.9 106.9 126.3 109.1 123.3 121.6 109.1 104.3 100.5 82.7 118.0 100.7

盛 岡 市 115.3 0.7 3.7 114.4 117.3 113.8 107.4 132.7 107.4 117.7 125.8 117.2 103.4 101.3 83.9 117.1 107.3

仙 台 市 115.3 0.8 3.2 114.7 116.8 114.3 108.2 129.4 108.8 113.7 119.9 116.4 105.5 100.7 94.8 118.8 107.2

秋 田 市 114.7 1.0 2.8 113.2 117.0 112.0 106.7 130.2 106.8 117.5 125.3 115.3 105.4 100.3 86.8 117.9 107.3

山 形 市 113.6 0.9 2.7 112.8 115.2 111.8 106.4 128.7 108.7 114.8 122.9 114.7 105.2 100.6 87.1 118.0 104.9

福 島 市 112.5 0.7 2.9 112.0 114.7 111.2 105.4 126.4 102.3 114.0 122.2 115.0 104.4 101.2 88.7 119.0 105.4

水 戸 市 112.8 0.7 3.2 112.0 114.7 111.3 106.1 128.0 105.5 113.1 124.8 109.5 105.2 100.5 93.5 117.0 108.8

宇 都 宮 市 111.8 0.7 2.9 111.5 114.0 110.8 104.6 128.2 100.5 112.5 123.3 109.0 106.1 102.3 93.4 115.4 107.0

前 橋 市 111.8 0.7 2.7 111.0 114.3 110.0 105.6 124.5 101.5 117.4 121.0 112.8 103.0 103.1 88.6 118.5 108.7

さいたま市 111.5 0.5 2.8 110.9 114.2 110.5 106.4 125.4 103.3 111.9 125.4 109.7 104.5 103.5 99.9 118.1 105.9

千 葉 市 111.8 0.6 2.8 111.2 114.0 110.6 106.2 125.3 104.6 112.9 122.7 114.0 101.4 100.9 99.3 117.3 108.3

東 京 都 区 部 111.8 0.9 2.7 111.0 114.1 110.6 106.0 127.0 103.8 112.4 123.5 114.6 104.7 98.6 95.3 119.7 102.5

横 浜 市 112.3 0.8 2.8 111.6 115.2 111.2 106.3 128.3 103.6 114.1 122.2 108.8 103.5 98.9 100.2 121.1 107.4

新 潟 市 111.5 0.6 2.7 110.9 114.5 109.9 104.9 125.9 98.2 117.4 120.9 118.2 103.9 102.8 91.7 118.6 106.3

富 山 市 112.8 0.5 2.7 112.2 114.3 111.2 105.8 126.7 105.8 115.8 123.2 110.0 102.7 101.8 86.2 116.1 105.4

金 沢 市 112.6 0.4 2.8 112.3 114.5 111.5 106.1 127.0 103.7 117.3 121.8 118.4 101.4 102.9 95.4 118.1 104.6

福 井 市 110.5 0.6 2.7 109.7 113.7 108.6 102.5 126.9 99.6 114.7 122.4 103.7 105.9 99.2 88.2 113.3 106.1

甲 府 市 112.4 0.8 3.0 111.6 115.2 110.6 105.7 126.3 105.5 117.0 119.3 114.4 104.3 100.2 84.5 116.6 105.9

長 野 市 114.4 0.7 2.8 113.6 116.6 112.8 107.1 131.0 105.5 114.9 118.5 112.4 104.5 102.3 91.8 120.9 107.8

岐 阜 市 113.3 1.0 3.1 112.9 115.0 112.4 108.0 126.6 108.4 114.7 136.6 117.1 104.8 101.0 95.9 113.9 107.3

静 岡 市 112.2 0.5 3.1 111.7 114.5 111.1 105.4 126.3 100.6 113.6 123.5 114.4 105.7 101.4 94.2 115.3 108.7

名 古 屋 市 113.3 0.7 3.1 112.5 115.3 112.1 107.4 126.7 103.4 114.7 129.4 119.5 105.4 100.6 102.2 118.2 107.5

津 市 112.2 0.9 3.1 111.4 114.7 110.7 105.7 128.2 100.8 118.3 120.1 121.2 105.1 101.4 93.6 117.5 106.7

大 津 市 111.2 0.7 2.9 110.6 112.5 110.4 105.5 124.8 103.8 106.8 117.5 110.9 104.0 101.5 95.0 115.4 107.6

京 都 市 113.3 0.6 3.3 112.5 115.6 112.5 106.7 128.4 104.5 107.3 134.0 109.8 105.6 99.7 97.8 116.2 105.4

大 阪 市 111.9 -0.2 2.3 111.1 113.7 111.1 105.8 126.2 105.3 101.4 129.6 110.7 104.9 94.8 101.1 117.1 106.2

神 戸 市 112.0 0.5 2.9 111.2 114.1 111.1 105.5 127.2 103.8 109.9 119.3 114.9 102.8 98.3 94.9 115.4 106.0

奈 良 市 114.2 0.5 3.3 113.3 116.1 113.2 107.0 133.7 108.0 108.9 125.0 106.4 103.9 102.0 97.1 116.1 106.2

和 歌 山 市 110.9 0.8 3.5 110.1 113.2 109.8 104.5 127.1 102.2 110.0 121.6 112.2 100.9 98.2 98.1 113.7 106.1

鳥 取 市 112.1 0.5 2.5 111.3 113.6 110.6 105.3 127.3 104.5 109.7 117.7 108.9 101.7 103.2 83.7 116.8 107.7

松 江 市 111.8 0.2 2.5 111.3 114.1 110.9 104.2 131.0 100.9 106.4 124.3 112.8 104.0 101.4 85.7 114.8 106.2

岡 山 市 112.0 1.0 2.9 111.2 113.7 110.9 105.0 130.0 102.3 108.9 127.9 107.4 105.9 99.8 96.6 116.0 104.7

広 島 市 113.0 0.5 3.2 112.1 114.5 111.7 106.2 130.1 105.5 107.9 121.6 112.7 102.2 101.1 99.9 115.3 107.2

山 口 市 113.2 0.7 2.6 112.5 115.0 112.1 106.5 129.9 104.6 110.8 131.7 110.4 106.9 104.0 85.0 114.8 105.3

徳 島 市 111.7 0.6 2.2 111.0 113.4 110.3 105.0 126.5 105.1 111.7 116.9 107.6 102.9 103.0 93.0 112.7 104.2

高 松 市 111.9 0.7 2.7 110.9 113.6 110.1 105.0 128.0 102.2 110.4 125.2 111.2 106.7 101.4 84.4 115.6 106.6

松 山 市 111.7 0.7 2.7 110.8 114.1 110.3 105.1 127.6 101.2 112.8 124.3 120.9 103.5 101.1 87.1 115.5 105.4

高 知 市 112.7 0.5 2.9 111.8 114.6 111.6 106.2 129.1 106.1 110.3 118.9 115.4 106.7 98.5 98.5 115.0 106.3

福 岡 市 113.2 0.8 3.5 112.0 114.4 111.9 105.8 133.0 101.7 107.0 122.5 105.6 104.9 102.8 101.7 114.7 108.6

佐 賀 市 113.3 0.8 3.3 112.8 115.0 112.6 107.3 128.6 109.8 107.2 121.5 112.6 105.2 100.4 89.7 115.7 108.4

長 崎 市 113.3 0.3 3.2 112.4 115.1 112.2 106.3 130.5 106.4 106.7 124.1 112.9 106.2 101.0 93.6 112.9 106.1

熊 本 市 112.9 0.6 3.0 112.0 114.1 111.6 106.1 130.3 108.2 107.8 120.7 109.5 104.6 100.4 93.2 115.1 108.0

大 分 市 111.3 0.7 3.0 110.8 113.4 110.5 104.5 129.0 101.1 107.0 124.4 114.6 103.9 100.0 83.4 113.8 108.3

宮 崎 市 114.1 0.8 3.5 113.5 115.4 113.2 108.3 127.9 111.9 112.5 120.2 118.0 106.6 101.9 87.3 116.2 109.4

鹿 児 島 市 111.9 0.7 3.2 110.9 114.1 110.6 104.6 129.9 103.7 109.2 121.0 110.6 103.1 98.5 89.4 114.3 106.9

那 覇 市 115.2 0.6 2.8 114.3 117.1 113.7 106.6 131.9 105.0 116.1 125.8 116.6 106.2 101.8 89.8 113.8 108.1

川 崎 市 111.2 0.8 2.7 110.6 113.8 110.2 105.5 125.7 102.1 112.5 119.6 109.4 104.8 99.1 99.4 121.9 106.6

相 模 原 市 113.1 0.9 3.1 112.4 115.7 111.9 106.2 129.1 104.7 116.9 116.6 105.6 103.7 100.1 101.9 116.4 107.3

浜 松 市 114.2 0.9 3.0 113.6 115.6 112.8 107.6 128.5 107.3 115.0 126.4 115.5 106.0 104.1 88.2 117.2 104.6

堺 市 112.4 0.4 2.3 111.8 114.1 111.7 106.4 126.8 107.4 108.4 115.3 110.8 105.8 99.6 99.0 115.7 106.9

北 九 州 市 114.4 0.7 3.5 113.6 116.2 113.4 106.7 132.1 104.6 108.4 123.9 111.8 104.8 103.9 94.7 114.5 108.9

注 1) 川崎市，相模原市，浜松市，堺市及び北九州市を含む。
    2) 都道府県庁所在市の地域は，2019年6月25日現在の区域による。
    3) 都市階級は2015年10月1日現在の人口による。
      大都市…政令指定都市及び東京都区部　中都市…人口15万以上100万未満の市
      小都市Ａ…人口５万以上15万未満の市　小都市Ｂ・町村…人口5万未満の市及び町村
   ※ 都道府県庁所在市等の指数は各都市それぞれの2020年を100として算出。
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県内経済の動向

概 況

グラフでみる県内景気

10987654322025/112112024/1020242023202220212020
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〈 月 次 〉〈 年 度 〉

　　　 戸数 3,926
前年比増減率 △ 0.3

　　　 戸数 512
前年比増減率 64.6

	 2025 年 10 月は、512 戸で前年比 64.6％増となり、2 か月ぶりに前年を上回った。住宅着工戸数

は総じて弱い動きが続いている。

　最近の県内景気（10 月～ 11 月）は、横ばい圏で推移している。生産面においては、機械

工業が横ばい圏ながら一部に改善の動きもみられる。需要面においては、個人消費が弱含ん

でいるほか、設備投資も慎重姿勢が窺われる。

需要：個人消費は、気温の低下に伴い、衣料品や家電品に上向きの動きがみられたものの、

食料品や日用品で買い控えが続いており、総じて弱含んでいる。設備投資は、総体では慎重

姿勢が続いている。

生産：機械工業は、半導体製造装置や自動車部品などが力強さを欠いた一方、産業用ロボッ

トや工作機械、生成 AI 関連の電子部品・デバイスなどで堅調さが窺われるなど、全体とし

ては横ばい圏ながら一部で改善の動きもみられる。地場産業関連は、一部に堅調な動きもみ

られるが、国内需要の縮小や原材料価格の上昇などにより、全体としては厳しい局面が続い

ている。
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大型小売店販売額（店舗調整前）

乗用車販売台数

「経済産業省・山梨県自動車販売店協会」

大型小売店販売額・乗用車販売台数推移
（前年比増減率）

1197531119753111

（倍）

（件）（億円）

（月）
0

5

15

10

0

10

20

30

40

50

1.6

1.5

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

2025年2024年2023年

1.31

4.1

6

負債総額

倒産件数

有効求人倍率

「山梨労働局職業安定部・東京商工リサーチ甲府支店」

雇用情勢・企業倒産の推移

有効求人倍率

企 業 倒 産

消 費 動 向

　10 月～ 11 月の商況をみると、気温の低下に

伴い、衣料品や家電品に上向きの動きがみられ

たものの、食料品や日用品で買い控えが続いて

おり、総じて弱含み。

　10 月の乗用車販売は、前年同月比 9.3％減

（普通車 7.5％減、小型車 12.9％減）と、3 か月

連続の前年比減少。

　10 月の県内観光は、週末に降雨の影響がみ

られ苦戦したものの、平日は比較的好天に恵ま

れたため、総体では前年を上回る入込み。

建 設 動 向

住宅建設：新設住宅着工戸数（10 月）は、前年

同月比 64.6％増と 2 か月ぶりの増加。

利用関係別でみると、持家（前年同月

比 16.3％増）が 6か月ぶりの増加、貸

家（同 176.8％増）が 2 か月ぶりの増

加、分譲住宅（同 178.9％増）が 2 か

月連続の増加。

公共工事：公共工事保証請負額（10月：東日本

建設業保証㈱）は 149 億 72 百万円で、

前年同月比 6.5％の減少。発注者別に

みると、国が前年同月比 44.0％減少、

県が同 1.4％減少、市町村が同 5.9％

減少。

雇 用 情 勢

　10 月の有効求人倍率は 1.31 倍で、前月と比

べて 0.01 ポイント低下。

　新規求人数は、前年同月比 6.0％減と 5か月

連続の減少。産業別では、建設業、学術研究・

専門・技術サービス業、医療・福祉等は増加、

製造業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、宿

泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・

娯楽業、教育・学習支援業、サービス業等は減少、

情報通信業は同水準。

企 業 倒 産

　11 月の企業倒産（負債総額 1 千万円以上）

は 6件、負債総額は 4億 8百万円（東京商工リ

サーチ調べ）。前月と比べて件数は 2 件増加、

負債総額は 5億 34 百万円減少。
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生産・出荷動向
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山梨県
全　国

「経済産業省・県統計調査課」

山梨県鉱工業生産指数推移
（2020 年＝100、季節調整済）

	 	9 月の鉱工業生産指数は 99.3 で前月比 4.1％の低下。
	前年比（原数値）では 1.9％の上昇となり、6か月連続の上昇。

	業種別にみると、電子部品・デバイス工業、食料品工業、輸送機械工業等の 7業種が上昇、
電気機械工業、生産用機械工業、窯業・土石製品工業等の 8 業種が低下。また、鉄鋼業
の１業種が横ばい。

食　　品：ワインは、出荷が横ばい圏で推移。即席麺や乾麺などの麺類は、生産・出荷が堅調に推移。
収益面をみると、利幅が縮小。ミネラルウォーターは、出荷が好調を維持しており、生産が
フル稼働となっている事業者も。

ニ ッ ト：受注面をみると、メーカーによりばらつきがみられるが、総体では弱い動きが続く。気温
が急激に低下したものの、日中の日差しは暖かい日が続いており、小売店におけるニット製
品の売れ行きは鈍く、追加受注は弱含み。

織　　物：マフラー・ストール類は、外国人観光客向けに需要が拡大しており、堅調に推移。紳士服
裏地は、受注・生産が前年をやや下回る水準で推移。婦人服地は、事業者によりばらつきが
みられるが、総体では受注が横ばい圏で推移。

宝　　飾：受注・生産は、横ばい圏で推移。海外向けは、コインジュエリーなど資産性の高い製品に
動意。一方、国内向けは、物価高騰により消費者の購買意欲が盛り上がりを欠いており、弱
含み。

電気機械、情報通信機械、電子部品・デバイス：コネクタの受注・生産は、車載向けがやや弱含んで
いるものの、データセンター向けが好調なほか、スマートフォン向けも持ち直し。リードフ
レームは、産業機器向けの受注・生産が伸び悩んでいる一方、LED向けが好調。

生産用機械：半導体製造装置の受注・生産は、消耗品など一部に堅調な動きもみられるが、全体とし
ては横ばい圏での推移。フラットパネルディスプレイ製造装置の受注・生産は、力強さを欠
く。産業用ロボットは、受注・生産が増加傾向で推移。

輸送機械：自動車部品は、受注・生産が弱含み。ハイブリッド車向けの電装部品など一部に好調さが
窺われる一方、取引先での在庫調整や、内製化の進展により受注が減少するなど、納入先や
取扱製品などによりばらつき。

汎用・業務用機械：カメラ部品は、交換レンズの受注・生産が堅調に推移。業務用プリンタ部品は、
中国経済の減速を背景に受注・生産が伸び悩み。バルブ関連部品の受注・生産は、水道やガ
スなどのインフラ向けが安定的に推移。
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食料品工業生産指数推移
（2020 年＝100、季節調整済）

食 品

ニット

ワインは出荷が横ばい圏で推移

受注は弱い動きが続く

　ワインは、出荷が横ばい圏で推移している。

新酒の発売が本格化し、イベントなどの取り組

みもみられるが、価格上昇の影響などにより小

売店での店頭販売の動きは鈍く、出荷は前年並

みにとどまっている。

　即席麺や乾麺などの麺類は、生産・出荷が堅

調に推移している。収益面をみると、原材料や

人件費等各種コストが上昇している一方、十分

な価格転嫁は難しく、利幅が縮小している。

　ミネラルウォーターは、出荷が好調を維持し

ている。当地で製造されるミネラルウォーター

は、需要が拡大している関東近隣に出荷されて

おり、生産がフル稼働となっている事業者も。

　秋冬物の出荷がピークを迎えているほか、一

部の先では来春夏物に向けたサンプル作りも始

まっている。

　受注面をみると、メーカーによりばらつきは

みられるが、総体では弱い動きが続いている。

気温が急激に低下しているものの、日中の日差

しは暖かい日が続いており、小売店における

ニット製品の売れ行きは鈍く、追加受注は弱含

んでいる。

　なお、業界内では人手不足への対応として、

外国人技能実習生の雇用を進めている。ただし、

最低賃金の引き上げにより人件費が上昇してお

り、採算面に影響が出ているとの声も。
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織 物

宝 飾

マフラー・ストール類は受注が堅調に推移

リフォーム事業で売上の底上げを図る事業者も

　マフラー・ストール類は、秋冬物の生産が最

終段階を迎えている。受注面をみると、外国人

観光客向けに高品質な製品の需要が拡大してお

り、堅調に推移している。

　紳士服裏地は、受注・生産が前年をやや下回

る水準で推移している。原材料であるキュプラ

の供給は正常化したものの、ポリエステルなど

安価な素材の製品が拡大しており、当地が得意

とする高級裏地の受注は伸び悩んでいる。

　婦人服地は、来春夏物の生産が本格化してお

り、稼働率は上昇している。受注面をみると、

事業者によりばらつきがみられるが、総体では

横ばい圏で推移している。

　受注・生産は、横ばい圏で推移している。海

外向けは、コインジュエリーなどの資産性が高

い製品で動きがみられる。一方、国内向けは弱

含んでいる。年末商戦に向けて稼働率は上がっ

ているものの、物価高騰により、消費者の購買

意欲は盛り上がりを欠いていることが背景に

ある。このようななか、顧客が保有している

ジュエリーのデザイン等をリニューアルするリ

フォーム事業により、売上の底上げを図る事業

者もみられる。

　なお、地金が安い時期に製造した製品につい

て、価格の優位性があることから、人気が高まっ

ているとの声が聞かれる。
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電気機械
情報通信機械
電子部品・デバイス

コネクタの受注・生産は上向き

　コネクタの受注・生産は、車載向けがやや弱

含んでいるものの、データセンター向けが好調

に推移しているほか、スマートフォン向けも持

ち直しており、全体として上向いている。

　リードフレームは、産業機器向けの受注・生

産が伸び悩んでいる一方、LED 向けが好調な

ほか、車載向けも回復傾向で推移している。

　水晶振動子の受注・生産は、スマートフォン

向けが低調な一方、医療機器向けや車載向けは

堅調に推移している。

　プリント基板の受注・生産は、海外経済の減

速などを背景に、OA 機器向けや検査装置向け

で弱い動きがみられる。
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生産用機械

輸送機械

半導体製造装置の受注・生産は横ばい圏で推移

自動車部品の受注・生産は弱含みで推移

　半導体製造装置の受注・生産は、消耗品など

一部に堅調な動きもみられるが、全体としては

横ばい圏での推移にとどまっている。先行きに

ついて、当面は現行水準で推移する見通しであ

り、「本格的な回復時期は来年春頃」との見方

が強い一方で、「来夏以降に延びる可能性もあ

る」との声も聞かれる。

　フラットパネルディスプレイ製造装置の受

注・生産は、テレビやモニターなどの大型パネ

ル向けが動き出してきているものの、全体とし

ては力強さを欠いている。

　産業用ロボット及び関連部品は、受注・生産

が増加傾向で推移している。

　 9月の全国の四輪車生産台数は、前年同月比

0.1％減と 2 か月ぶりに前年を下回り、車種別

では、乗用車が 1.1％減、トラックが 4.3％増、

バスが 23.1％増となった。なお、二輪車生産台

数は5.2％減と、12 か月ぶりに前年を下回った。

　自動車部品は、受注・生産が弱含みで推移し

ている。ハイブリッド車向けの電装部品など一

部に好調さが窺われる一方、取引先での在庫調

整や、内製化の進展により受注が減少するなど、

納入先や取扱製品などによるばらつきがみられ

る。なお、米国の関税引き上げについて、足元

の影響は限定的であるが、先行きの受注・売上

や採算面での不安を訴える声も。

975311197531119 （月）
80

90

100

110

120

130

140

150

160

2025年2024年2023年

119.2

124.5

山梨県
全　国

生産用機械工業生産指数推移
（2020 年＝100、季節調整済）

975311197531119 （月）
50

60

70

80

90

100

110

120

130

2025年2024年2023年

105.9

78.3

山梨県
全　国

輸送機械工業生産指数推移
（2020 年＝100、季節調整済）

№ 575 号 1,250 部

7 山梨中央銀行　調査月報　2025.12

114



汎 用 ・
業務用機械

建 設

業務用プリンタ部品の受注・生産は伸び悩み

民間工事は弱含み

　カメラ部品は、高級一眼レフカメラやミラー

レスカメラが底堅い需要を維持するなか、交換

レンズの受注・生産が堅調に推移している。

　業務用プリンタ部品は、中国経済の減速を背

景に、受注・生産が伸び悩んでいる。先行きに

ついても、当面は横ばい推移が見込まれる。

　バルブ関連部品の受注・生産は、水道やガス

などのインフラ向けが安定的に推移しているほ

か、産業機器向けや自動車向けなども緩やかに

持ち直している。

　光学レンズは、法人用複合機向けが前年を上

回っている一方、家庭用プリンタ向けは減少傾

向にある。

　10 月の公共工事保証請負額（東日本建設業

保証㈱）は 149 億 72 百万円、前年同月比 6.5％

減と、3 か月ぶりの減少。発注者別では、国	

（前年同月比 44.0％減）、県（同 1.4％減）、市

町村（同 5.9％減）ともに減少した。2025 年度

の累計（2025 年 4 月～ 10 月）は 1,036 億 60

百万円で、前年度を 0.1％下回っている。

　民間工事は、弱い動きとなっている。工場や

宿泊施設など一部では引き合いが多い一方で、

建設事業者の人手不足や下請け事業者の確保の

難しさなどが受注獲得の重石となっている模

様。また、住宅関連では、力強さを欠く動きが

続いている。
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商 業

観 光

食料品や日用品で買い控えの動き

秋の行楽シーズンを迎え前年を上回る入込み

　10 月～ 11 月の商況をみると、気温の低下に

伴い、衣料品や家電品に上向きの動きがみられ

たものの、食料品や日用品で買い控えが続いて

おり、総じて弱含んでいる。

　品目別にみると、家電品は、パソコンがサ

ポート終了後も買い替え需要が続き好調を維持

したほか、エアコン等暖房機器にも動きがみら

れるなど、総体では持ち直し。食料品は、価格

高騰の影響で、生鮮食品を中心に全体として軟

調。衣料品は、前年よりも早く気温が低下した

ことで、紳士服、婦人服ともに冬物衣料の需要

が拡大。その他の品目では、寝具類が伸びた一

方、日用品は生活防衛意識の高まりから低調。

　秋の行楽シーズンを迎えた 10 月の県内観光

は、週末に降雨の影響がみられ苦戦したもの

の、平日は比較的好天に恵まれたため、総体で

は前年を上回る入込みとなった。

　地域別にみると、湯村温泉は、前年を上回る

団体客を確保した先がある一方、個人客の集客

に苦戦した先もあり、全体では前年並み。石和、

下部の各温泉は、個人客、団体客ともに増加し、

宿泊施設の稼働率は上昇基調。八ヶ岳南麓は、

紅葉が進むなか、シニア層の客足が増加してい

るほか、学校関連の団体客も堅調。富士北麓は、

外国人観光客が堅調さを維持。また、各種イベ

ント等の開催により国内客も伸長。
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2024年の観光消費額は過去最高額に

　山梨県は、10 月 31 日、2024 年の山梨県観光

入込客統計調査の結果を公表した。

　これによると、2024 年に山梨県を訪れた観

光入込客数の実人数は 3,158 万 8 千人で、前年

より 22.7％の増加となった。また、一人当た

りの平均消費額は 15,402 円と前年より 24.9％

増加し、県全体の観光消費額も 4,865 億円と

53.2％の増加となった。なお、今回の調査によ

る観光消費額は現在の手法で調査を取り始めた

2011 年以降の最高額となっている。

スタートアップ支援センターをオープン

　山梨県は、5日、スタートアップ支援センター

「CINOVA YAMANASHI」をオープンした。

　県によると、同センターは山梨県内外のス

タートアップ、企業、自治体、大学、金融機関な	

ど多様なプレイヤーが集い、共に考え、知恵を	

掛け合わせながら新たな価値創出を目指す施

設としている。「CINOVA YAMANASHI」は	

「CENTER OF INNOVATION YAMANASHI」

の略称で、「知の場」という意味も込められて

いる。

女性管理職の割合が低下

　帝国データバンク甲府支店は、7 日、「山梨

県・女性登用に対する企業の意識調査（2025

年）」の結果を発表した。

　これによると、県内企業における女性管理

職の割合の平均は 10.7％で前年から 2.0 ポイン

ト低下した。また、女性役員の割合の平均は

16.6％にとどまった一方、役員が全員男性の企

業は 46.9％となった。なお、男性の育休取得状

況についても調査しており、取得率は 24.0％と

前回調査（2023 年）から 17.4ポイント上昇した。

ワインツーリズムやまなしに65ワイナリーが参加

　一般社団法人ワインツーリズムは、8 日～ 9

日、15 日～ 16 日の土日に、「ワインツーリズ

ムやまなし 2025・秋」を開催した。

　ワインツーリズムやまなしは、県内のワイナ

リーをバス等で巡るイベントで、今年で 18 年

目となる。今回は県内のワイナリーが集積して

いる甲州市、笛吹市、山梨市、甲府市の 4つの

市で65のワイナリーが参加した。各ワイナリー

では、今秋発売となった新酒を味わう多くの参

加者の姿がみられた。

まちづくりミーティングを開催

　甲府市は、22 日、1回目の「未来のこうふま

ちづくりミーティング」を開催した。

　本ミーティングは、リニアまちづくりデザイ

ンディレクターを迎え、リニア中央新幹線が開

業する時代に向けて、駅前や圏域のまちの将来

像を考える場となっており、多くの市民が参加

した。当日はリニア山梨県駅南側エリアの将来

像を示したイメージ図が公開され、スローガン

として、「こうふを、こうふくにする」が設定

された。

石和温泉の新たなキャッチコピーを発表

　笛吹市と石和温泉旅館協同組合は、25 日、

石和温泉を PR する新たなキャッチコピー「美

肌湧泉」を発表した。

　同組合によると、石和温泉は酸性、アルカリ

性の度合いを示す尺度である pH 値が 9 以上の

アルカリ性単純泉であり、古い角質を落とし、

肌をなめらかにする美肌効果が期待できる。こ

の効能に着目したキャッチコピーで PR を行

い、美肌を追求する旅に選ばれる温泉地を目指

すとしている。

（11 月を中心として）
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摘要

年月

県 人 口 県税収入済額 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 景気動向指数
（CI）

消費者物価指数
（甲府市）

人口 前年比 金額 前年比 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 先行指数 一致指数 遅行指数 指数 前年比

人 ％ 億円 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 2020年＝100 ％

2022 年 801,620 △	0.5 1,016 4.1 122.3 5.8 122.1 6.2 141.8 36.5 128.3 128.9 134.6 101.6 2.3

2023 年 795,544 △	0.8 1,007 △	0.9 109.1 △	10.8 107.5 △	12.0 174.4 23.0 132.4 112.6 145.7 105.0 3.4

2024 年 790,215 △	0.7 1,073 6.6 100.2 △	8.2 101.8 △	5.3 124.9 △	28.4 143.2 123.7 154.2 107.8 2.7

2024.10 790,215 △ 0.7 71 23.7 98.0 △ 1.8 100.8 5.2 123.5 △ 26.9 151.3 120.9 155.7 109.0 2.2

11 790,014 △ 0.7 87 28.4 97.1 △ 8.5 100.9 △ 3.3 120.3 △ 28.4 142.2 123.6 155.8 109.3 2.7

12 789,534 △ 0.7 113 △ 14.8 102.9 △ 1.7 103.2 0.1 123.2 △ 28.4 143.2 123.7 154.2 109.8 3.4

2025.	 1 788,935 △ 0.7 91 12.2 102.6 6.8 104.5 3.0 129.7 △ 17.8 143.3 128.6 160.5 110.9 4.4

2 787,592 △ 0.7 47 19.8 105.7 △ 0.7 108.1 0.7 117.1 △ 25.0 144.0 125.3 166.3 110.4 3.7

3 786,814 △ 0.7 72 21.9 95.3 △ 4.7 101.2 △ 2.8 117.1 △ 20.8 138.8 129.6 163.7 110.8 4.0

4 784,497 △ 0.7 64 △ 1.3 106.2 6.3 106.6 5.3 126.6 △ 8.1 142.2 132.3 159.0 110.9 3.6

5 785,309 △ 0.8 96 △ 14.0 108.1 1.8 107.5 1.9 126.5 5.7 144.9 135.8 169.1 111.1 3.6

6 784,942 △ 0.8 208 11.3 104.4 3.6 110.7 10.4 130.8 8.3 143.1 130.4 164.6 111.1 3.0

7 784,639 △ 0.8 101 10.9 107.8 7.9 109.3 11.5 122.7 2.9 143.8 130.1 170.6 111.3 3.1

8 784,431 △ 0.8 69 42.5 103.5 5.2 108.3 6.3 124.0 7.7 144.7 127.0 170.2 111.6 3.1

9 784,175 △ 0.8 63 0.4 99.3 1.9 104.3 7.0 123.2 △ 0.2 111.4 3.2

10 783,870 △ 0.8 73 4.2

出所 県統計調査課 県税務課 県統計調査課 県統計調査課 県統計調査課

摘要

年月

人　口 租 税 収 入 鉱工業生産指数 鉱工業出荷指数 鉱工業在庫指数 景気動向指数
（CI）

消費者物価指数

人口 前年比 金額 前年比 指数 前年比 指数 前年比 指数 前年比 先行指数 一致指数 遅行指数 指数 前年比

千人 ％ 億円 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 ％ 2020年＝100 2020年＝100 ％

2022 年 124,947 △ 0.4 711,374 6.1 105.3 △ 0.1 103.9 △ 0.5 101.2 2.7 109.8 113.4 104.2 102.3 2.5

2023 年 124,352 △ 0.5 720,761 1.3 103.9 △ 1.3 103.2 △ 0.7 100.7 △ 0.5 110.6 116.0 108.2 105.6 3.2

2024 年 123,802 △ 0.4 752,321 4.4 101.2 △ 2.6 99.9 △ 3.2 98.8 △ 1.9 107.8 116.4 109.9 108.5 2.7

2024.10 123,802 △ 0.4 49,179 5.3 103.0 0.8 101.1 0.0 102.2 △ 1.0 108.6 115.9 108.9 109.5 2.3

11 123,784 △ 0.4 104,309 11.0 101.3 △ 3.3 99.5 △ 4.0 101.4 △ 2.0 107.7 115.3 109.4 110.0 2.9

12 123,744 △ 0.4 42,204 4.3 101.0 △ 2.2 99.5 △ 3.1 101.1 △ 1.9 107.8 116.4 109.9 110.7 3.6

2025.	 1 123,552 △ 0.5 79,049 17.4 99.9 2.2 98.5 2.1 102.6 0.6 108.1 116.4 111.4 111.2 4.0

2 123,441 △ 0.5 66,017 4.6 102.2 0.1 101.5 1.5 100.9 △ 1.4 107.7 117.1 111.2 110.8 3.7

3 123,420 △ 0.5 42,059 15.8 102.4 1.0 99.7 △ 0.3 102.1 △ 0.7 107.4 115.9 111.3 111.1 3.6

4 123,397 △ 0.5 66,199 12.7 101.3 0.5 99.8 0.1 101.3 △ 1.1 104.4 115.8 112.8 111.5 3.6

5 123,342 △ 0.5 136,271 △ 0.1 101.2 △ 2.4 102.2 △ 2.3 99.5 △ 3.1 104.5 115.6 113.9 111.8 3.5

6 123,371 △ 0.5 25,252 △ 7.3 103.3 4.4 101.4 3.8 99.2 △ 3.1 105.0 115.9 113.1 111.7 3.3

7 123,300 △ 0.5 67,773 67.7 102.1 △ 0.4 99.3 △ 1.7 100.1 △ 2.4 106.1 114.1 113.6 111.9 3.1

8 123,300 △ 0.5 74,722 28.6 100.6 △ 1.6 99.5 △ 1.3 99.1 △ 2.9 107.0 112.8 112.2 112.1 2.7

9 123,170 △ 0.5 42,863 0.6 103.2 3.8 100.6 2.5 99.9 △ 2.4 108.6 114.6 112.4 112.0 2.9

10 123,210 △ 0.5 104.6 1.5 101.9 0.8 100.5 △ 1.7 112.8 3.0

出所 総務省 財務省 経済産業省 内閣府 総務省

山梨県の主要経済指標①

全国の主要経済指標①

（注 1）

（注 1）

（注 2）

（注 2）

（注１）年数値は 10 月 1 日現在　（注２）年数値は年度計　（注 3）年数値は年平均　（注 4）年数値は 12 月現在　（注 5）pは速報値

（注 4）（注 3）

（注 4）（注 3）

p p p

p

p

p

p
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（注１）pは速報値

摘要

年月

大型小売店販売額
（店舗調整前）

コンビニエンスストア
販売額

家電大型専門店
販売額

ドラッグストア
販売額

ホームセンター
販売額

新車登録台数（除軽自） 軽自動車
販売台数合　計 乗 用 車

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 台 ％ 台 ％ 台 ％

2022 年 1,277 2.3 936	 4.8 225	 1.9 581	 7.6 329	 1.6 17,688 △	11.9 14,903 △	10.2 14,364 0.8

2023 年 1,269 △	0.6 980	 4.8 216	 △	3.8 612	 5.3 328	 △	0.5 20,704 17.1 17,807 19.5 14,513 1.9

2024 年 1,293 1.9 999	 1.9 220	 1.6 653	 6.6 340	 3.8 19,366 △	6.5 16,951 △	4.8 14,588 1.6

2024.10 104 △ 1.8 85 2.1 15 △ 5.6 53 3.1 27 △ 1.3 1,791 8.7 1,576 7.8 1,310 △ 4.2

11 106 3.3 82 3.1 17 2.2 54 4.0 28 5.9 1,712 △ 2.3 1,505 △ 2.1 1,238 △ 12.3

12 134 1.9 88 3.8 23 0.7 61 8.7 37 7.3 1,495 △ 8.9 1,282 △ 4.3 1,120 △ 9.5

2025.	 1 111 6.7 80 4.4 20 0.8 52 2.8 25 1.7 1,692 17.9 1,482 17.6 1,178 20.6

2 103 4.1 74 0.7 16 △ 4.0 50 △ 1.3 24 4.3 1,768 14.8 1,582 18.6 1,210 21.9

3 116 6.7 84 3.4 22 4.5 55 6.0 28 1.7 2,314 12.8 2,039 11.6 1,570 17.2

4 108 5.5 83 2.4 16 0.4 55 2.7 31 0.1 1,524 1.9 1,337 △ 0.4 1,165 25.9

5 114 6.2 86 2.4 16 6.0 55 3.8 31 0.5 1,436 7.6 1,238 5.3 1,128 14.6

6 108 4.6 86 4.3 19 9.8 57 4.8 28 3.5 1,776 16.5 1,509 14.3 1,349 12.7

7 113 5.1 92 2.3 20 △ 9.3 59 3.0 30 1.2 1,745 0.8 1,548 2.9 1,218 △ 7.7

8 122 5.2 95 3.4 19 △ 4.7 59 △ 0.2 29 △ 3.8 1,216 △ 14.0 1,034 △ 14.5 989 △ 5.5

9 107 5.2 85 1.7 17 1.8 55 3.8 25 △ 1.1 1,859 0.9 1,574 △ 2.5 1,453 1.0

10 112 7.0 86 1.1 17 12.9 55 3.3 27 0.8 1,680 △ 6.2 1,430 △ 9.3 1,277 △ 2.5

出所 経済産業省 山梨県自動車販売店協会 県軽自動車協会

摘要

年月

大型小売店販売額
（店舗調整前）

コンビニエンスストア
販売額

家電大型専門店
販売額

ドラッグストア
販売額

ホームセンター
販売額

新車登録台数（除軽自） 軽自動車
販売台数合　計 乗 用 車

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比

億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 億円 ％ 千台 ％ 千台 ％ 千台 ％

2022 年 206,603 3.2 121,996 3.8 46,844 0.0 77,087 5.5 33,420 △	1.4 2,586 △	8.3 2,218 △	7.4 1,638 △	0.9

2023 年 216,049 4.2 127,321 4.4 46,324 △	1.1 83,438 8.2 33,411 0.0 3,057 18.2 2,647 19.3 1,745 6.5

2024 年 223,812 3.4 128,887 1.2 47,288 2.1 89,200 6.9 33,988 1.7 2,886 △	5.6 2,518 △	4.9 1,558 △	10.7

2024.10 17,895 △ 0.4 11,030 2.0 3,315 △ 2.4 7,415 4.3 2,709 △ 3.3 261 6.6 231 7.9 143 △ 7.3

11 18,976 3.5 10,534 1.9 3,831 3.3 7,371 6.2 2,834 2.8 253 △ 2.0 222 △ 1.0 140 △ 10.5

12 23,480 3.0 11,372 △ 0.9 4,905 4.8 8,461 9.3 3,428 3.2 213 △ 9.3 184 △ 8.0 119 △ 8.8

2025.	 1 19,159 3.6 10,496 4.1 4,138 5.0 7,396 6.3 2,458 0.6 240 10.1 216 12.2 137 16.4

2 17,306 0.7 9,802 0.3 3,616 5.6 7,047 3.4 2,286 0.3 264 15.7 234 15.7 147 24.2

3 19,350 1.7 11,041 4.1 4,802 5.3 7,866 7.6 2,773 0.9 332 8.7 288 7.2 170 14.6

4 18,025 1.5 10,779 3.4 3,577 1.1 7,628 6.7 3,008 △ 0.5 219 4.5 191 5.3 126 22.4

5 18,495 0.6 11,223 4.2 3,697 4.7 7,792 6.5 3,089 0.6 205 0.9 178 0.7 121 8.8

6 18,821 △ 0.1 11,211 5.1 4,261 5.6 7,981 6.5 2,955 2.3 249 2.5 217 3.0 146 10.3

7 19,259 0.4 11,900 3.6 4,320 △ 4.8 8,241 5.7 3,006 1.0 254 △ 4.2 220 △ 4.1 138 △ 2.6

8 19,277 1.8 11,845 3.3 4,099 5.4 8,094 3.4 2,880 △ 3.5 188 △ 10.6 160 △ 11.5 115 △ 4.3

9 17,993 1.9 11,000 3.0 3,975 5.4 7,630 4.7 2,546 △ 2.3 268 △ 3.2 229 △ 4.7 163 △ 0.9

10 18,810 3.3 11,318 2.6 3,679 11.0 7,859 6.0 2,715 0.2 250 △ 4.3 214 △ 7.6 147 2.9

出所 経済産業省 日本自動車販売協会連合会 全国軽自動車協会連合会

山梨県の主要経済指標②

全国の主要経済指標②

p p p p p

p p p p p
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摘要

年月

家　　計　（勤労者世帯） 現金給与総額
（規模 30 人以上）

所定外労働時間
（規模 30 人以上）

（製造業）

推計常用労働者
（規模 30 人以上）

新規求職者数 新規求人数 求人倍率 完 全 失 業 者
消費支出金額 平均消費性向

金額 前年比
（実質）

平均消費
性　　向 前年比 金額 指　数

前年比 時間 指　数
前年比 人数 指　数

前年比 人数 前年比 人数 前年比 新規 有効 失業者数 失業率

円 ％ ％ ポイント 円 ％ 時間 ％ 千人 ％ 千人 ％ 千人 ％ 倍 万人 ％

2022 年 320,627 3.6 36.0 △	1.2 379,732 3.0 16.0 4.6 29,317 △	0.8 4,585 △	1.0 10,528 9.3 2.30 1.31 179 2.6

2023 年 318,755 △	0.6 35.6 △	0.4 386,982 1.9 15.2 △	0.5 29,547 0.8 4,505 △	1.7 10,275 △	2.4 2.28 1.29 178 2.6

2024 年 325,137 2.0 37.8 2.2 397,789 2.8 14.6 △	3.9 31,027 5.0 4,409 △	2.1 9,952 △	3.1 2.26 1.25 176 2.5

2024.10 327,613 △ 0.9 67.6 △ 3.7 328,293 2.7 15.5 △ 1.3 31,146 5.2 377 △ 0.2 919 1.2 2.25 1.25 170 2.5

11 316,535 4.9 74.9 0.2 344,743 4.3 15.6 △ 1.9 31,167 4.9 313 △ 4.0 802 △ 2.6 2.25 1.25 164 2.5

12 379,200 8.7 38.9 0.5 741,317 4.0 15.1 △ 2.6 31,180 4.9 290 △ 2.1 791 △ 3.7 2.27 1.25 154 2.4

2025.	 1 331,341 5.8 78.9 2.2 332,594 2.7 14.0 2.9 31,086 4.9 397 △ 2.5 907 △ 0.4 2.32 1.26 163 2.5

2 313,977 2.0 66.2 0.1 323,728 3.3 15.0 2.7 31,024 1.0 361 △ 7.9 840 △ 5.9 2.30 1.24 165 2.4

3 382,959 8.2 89.9 5.6 347,260 2.1 15.1 1.3 30,825 0.9 378 △ 1.2 807 △ 3.0 2.32 1.26 180 2.5

4 363,182 5.3 76.4 0.2 338,252 2.3 15.1 3.4 31,362 1.0 514 △ 1.1 840 2.2 2.24 1.26 188 2.5

5 351,466 10.3 87.6 2.9 337,884 1.2 13.9 2.2 31,471 1.1 392 △ 4.5 786 △ 5.2 2.14 1.24 183 2.5

6 323,202 7.7 41.6 4.7 625,297 3.8 14.5 1.4 31,495 1.0 349 3.6 772 △ 2.5 2.18 1.22 176 2.5

7 338,900 8.4 60.5 5.5 476,302 3.6 15.1 1.3 31,492 0.9 359 0.3 833 △ 1.2 2.17 1.22 169 2.3

8 347,325 9.0 68.6 2.5 332,555 1.7 14.0 0.0 31,408 0.9 322 1.4 744 △ 6.2 2.15 1.20 182 2.6

9 339,762 10.2 82.1 5.5 335,091 2.6 14.7 △ 0.7 31,368 0.9 353 0.9 781 △ 3.2 2.14 1.20 184 2.6

10 373 △ 1.1 860 △ 6.4 2.12 1.18 183 2.6

出所 総務省 厚生労働省 総務省

山梨県の主要経済指標③

全国の主要経済指標③

（注１）調査世帯数などの影響から前年比が大きく変動する場合があります。　（注２）年数値は年度計または年度平均 　（注 3）pは速報値

（注 2） （注 2） （注 2） （注 2）

（注 2） （注 2） （注 2）

摘要

年月

家　計（勤労者世帯）（注 1） 現金給与総額
（規模 30 人以上）

所定外労働時間
（規模 30 人以上）

（製造業）

推計常用労働者
（規模 30 人以上）

新規求職者数 新規求人数 求人倍率
雇 用 保 険
受給者実人員

消費支出金額 同実質指数

金額 前年比 指数 前年比 金額 指　数
前年比 時間 指　数

前年比 人数 指　数
前年比 人数 前年比 人数 前年比 新規 有効 人数 前年比

円 ％ ％ ％ 円 ％ 時間 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 倍 人 ％

2022 年 322,243 2.9 103.6 0.5 341,276 2.0 19.3 4.8 154,771 1.4 34,876 △	0.4 77,323 9.8 2.22 1.41 27,306 △	7.4

2023 年 341,150 5.9 106.1 2.4 344,836 1.1 16.3 △	15.3 149,021 △	3.7 34,359 △	1.5 72,238 △	6.6 2.10 1.26 30,977 13.4

2024 年 339,741 △	0.4 103.0 △	3.0 335,613 0.5 13.3 △	14.3 159,482 3.8 31,996 △	6.9 70,378 △	2.6 2.20 1.28 28,196 △	9.0

2024.10 345,617 18.5 103.6 16.0 271,341 △ 1.9 12.9 △ 12.2 160,478 6.0 2,791 △ 4.7 6,554 14.4 2.37 1.29 2,474 6.0

11 336,670 △ 29.1 100.6 △ 30.9 285,274 1.5 14.2 2.3 162,420 5.9 2,208 △ 12.0 5,153 △ 5.4 2.26 1.29 2,314 0.9

12 414,667 △ 17.9 123.4 △ 20.5 622,693 4.8 14.8 0.0 162,217 5.8 2,020 △ 8.4 5,356 △ 9.4 2.10 1.28 2,222 0.7

2025.	 1 290,752 △ 16.0 85.7 △ 19.5 273,545 △ 0.8 13.8 13.1 157,544 5.4 3,434 △ 3.4 6,993 △ 3.4 2.17 1.26 2,222 4.8

2 356,538 21.0 105.5 16.7 267,044 △ 2.7 14.1 13.7 159,219 2.3 2,771 △ 6.8 5,840 △ 2.3 2.25 1.26 2,052 △ 2.7

3 425,322 35.7 125.4 30.4 293,275 0.2 14.9 7.2 159,709 0.3 2,622 △ 5.3 5,661 △ 7.6 2.25 1.31 2,000 △ 7.2

4 257,562 △ 19.9 75.9 △ 22.6 273,437 △ 2.9 15.3 7.7 162,136 0.4 3,440 △ 3.3 6,088 △ 2.2 2.24 1.32 2,040 △ 5.5

5 269,451 △ 45.5 79.2 △ 47.4 290,896 3.0 14.2 18.4 162,025 1.6 2,739 △ 5.1 6,124 5.0 2.33 1.32 2,333 △ 2.8

6 417,464 51.3 122.8 47.0 441,694 1.7 14.2 8.4 161,865 2.0 2,342 0.0 5,324 △ 9.8 2.06 1.30 2,517 5.6

7 362,920 25.6 106.5 21.8 407,614 △ 6.1 13.7 3.8 160,569 0.0 2,471 △ 7.1 5,521 △ 7.4 2.10 1.28 2,917 7.3

8 291,630 △ 3.2 85.4 △ 6.0 286,518 △ 1.2 12.8 △ 3.7 162,135 △ 0.3 2,156 △ 5.0 5,101 △ 1.6 2.27 1.27 2,883 8.1

9 269,662 △ 21.5 79.1 △ 24.0 281,647 2.3 13.8 3.0 161,232 △ 0.1 2,535 3.9 5,684 △ 0.6 2.16 1.32 2,954 14.4

10 2,745 △ 1.6 6,161 △ 6.0 2.18 1.31 2,887 16.7

出所 総務省 県統計調査課 山梨労働局

p p p
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摘要

年月

新 設 住 宅 着 工 戸 数 着工建築物床面積
（除く居住専用）

公 共 工 事
保証請負額 企　業　倒　産

金 融 機 関 勘 定 （注 2）

合　計 持　家 貸　家 預　金 貸　出

戸数 前年比 戸数 前年比 戸数 前年比 面積 前年比 金額 前年比 件数 前年比 負債総額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ ㎡ ％ 億円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 億円 ％ 億円 ％

2022 年 4,669 3.5 2,824 △	5.8 1,241 29.3 289,533 △	32.5 1,381 △	4.4 24 26.3 5,452 △	4.0 52,216 2.3 21,015 5.1

2023 年 3,969 △	15.0 2,448 △	13.3 1,032 △	16.8 275,999 △	4.7 1,442 4.4 23 △	4.2 3,279 △	39.9 52,908 1.3 21,986 4.6

2024 年 3,964 △	0.1 2,557 4.5 868 △	15.9 316,921 14.8 1,428 △	1.0 45 95.7 9,453 188.3 53,278 0.7 22,621 2.9

2024.10 311 13.5 215 21.5 56 △ 13.8 14,841 16.7 160 38.7 2 △ 50.0 166 △ 56.3 52,731 0.3 22,443 2.7

11 348 △ 23.3 250 33.0 74 △ 68.5 23,314 △ 66.8 83 △ 16.0 1 - 100 - 52,995 0.6 22,355 2.4

12 265 11.8 194 16.9 38 △ 20.8 5,939 △ 68.6 58 △ 32.9 9 200.0 2,939 438.3 53,278 0.7 22,621 2.9

2025.	 1 226 △ 11.7 146 2.8 51 △ 51.4 21,394 23.7 54 23.1 4 0.0 1,083 141.2 52,809 0.6 22,676 3.6

2 241 △ 2.4 138 △ 23.8 77 140.6 11,686 △ 44.5 49 △ 42.8 2 △ 60.0 297 △ 68.0 52,591 0.5 22,719 3.6

3 384 △ 0.5 253 9.5 98 8.9 10,945 △ 60.8 147 10.6 1 △ 50.0 880 627.3 52,869 0.1 23,194 3.2

4 347 17.2 214 21.6 93 9.4 41,725 9.1 122 14.7 1 △ 83.3 66 △ 94.3 53,001 0.2 22,976 4.1

5 235 △ 48.9 147 △ 40.0 74 10.4 17,892 △ 62.4 115 4.6 3 200.0 111 146.7 53,520 1.2 23,227 4.7

6 292 △ 18.2 198 △ 13.5 44 △ 24.1 14,924 △ 55.2 207 0.3 4 100.0 344 106.0 54,115 0.3 23,249 4.5

7 309 △ 12.0 198 △ 10.0 78 △ 20.4 21,010 43.3 133 △ 26.3 3 △ 40.0 812 △ 62.5 53,517 0.7 23,223 3.9

8 327 9.4 208 △ 9.2 97 142.5 8,231 △ 83.0 144 24.2 3 200.0 321 817.1 53,786 0.9 23,302 4.0

9 336 △ 13.4 207 △ 15.5 99 △ 20.8 7,876 △ 67.6 167 4.8 5 △ 28.6 1,353 13.7 53,275 0.8 23,369 4.3

10 512 64.6 250 16.3 155 176.8 19,181 29.2 150 △ 6.5 4 100.0 942 467.5

出所 国土交通省 東日本建設業保証 東京商工リサーチ 日本銀行

摘要

年月

新 設 住 宅 着 工 戸 数 着工建築物床面積
（除く居住専用）

公 共 工 事
保証請負額 企　業　倒　産

金 融 機 関 勘 定 （注 2）

合　計 持　家 貸　家 預　金 貸　出

戸数 前年比 戸数 前年比 戸数 前年比 面積 前年比 金額 前年比 件数 前年比 負債総額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

百戸 ％ 百戸 ％ 百戸 ％ 千㎡ ％ 億円 ％ 件 ％ 億円 ％ 百億円 ％ 百億円 ％

2022 年 8,595 0.4 2,533 △	11.3 3,451 7.4 51,430 △	0.9 139,937 △	3.2 6,428 6.6 23,314 2.6 93,224 3.1 56,545 4.3

2023 年 8,196 △	4.6 2,244 △	11.4 3,439 △	0.3 48,103 △	6.5 147,405 △	1.1 8,690 35.2 24,026 3.1 96,535 3.6 58,795 4.0

2024 年 7,921 △	3.4 2,181 △	2.8 3,420 △	0.6 42,655 △	11.3 152,054 △	2.1 10,006 15.1 23,435 △	2.5 98,695 2.2 61,247 4.2

2024.10 697 △ 2.9 197 9.0 295 △ 6.7 3,766 △ 30.8 11,288 3.2 909 14.6 2,529 △ 17.9 98,205 1.9 60,071 3.6

11 650 △ 1.8 198 11.1 267 △ 5.5 3,313 △ 4.7 7,999 4.6 841 4.2 1,602 68.9 98,864 1.6 60,586 3.8

12 630 △ 2.5 178 4.6 264 2.1 3,120 △ 16.3 6,785 △ 5.7 842 4.0 1,940 88.0 98,695 2.2 61,247 4.2

2025.	 1 561 △ 4.6 135 △ 8.6 244 △ 1.2 2,929 △ 19.0 5,662 △ 1.3 840 19.8 1,214 53.5 99,017 2.1 61,411 4.3

2 606 2.4 163 △ 0.2 257 3.2 3,403 3.1 6,914 △ 22.5 764 7.3 1,713 22.7 98,832 1.6 61,398 4.0

3 894 39.1 229 37.4 425 50.6 3,910 14.2 17,220 6.0 853 △ 5.8 986 △ 30.7 99,966 1.2 61,620 3.4

4 562 △ 26.6 136 △ 23.7 249 △ 27.9 4,317 △ 4.7 27,254 12.0 828 5.7 1,028 △ 9.4 100,192 0.9 61,498 3.1

5 432 △ 34.4 119 △ 30.9 189 △ 30.5 3,674 7.3 16,541 4.0 857 △ 15.1 904 △ 33.9 100,610 1.6 61,690 3.3

6 560 △ 15.6 160 △ 16.4 243 △ 14.0 3,113 △ 15.5 19,055 10.8 848 3.4 1,057 △ 3.8 100,344 1.6 62,333 3.8

7 614 △ 9.7 177 △ 11.1 274 △ 13.1 2,868 △ 18.7 16,765 9.5 961 0.8 1,670 △ 78.6 100,139 1.4 62,498 4.0

8 603 △ 9.8 175 △ 10.6 266 △ 8.1 2,791 △ 12.8 10,996 2.7 805 11.3 1,144 12.8 100,458 1.9 62,713 4.6

9 636 △ 7.3 183 △ 5.6 285 △ 8.2 3,606 △ 3.6 14,348 12.5 873 8.2 1,125 △ 15.3 100,131 2.2 63,020 5.1

10 719 3.2 181 △ 8.2 308 4.2 3,409 △ 9.5 13,327 18.1 965 6.2 1,275 △ 49.6

出所 国土交通省 東日本・西日本・
北海道建設業保証 東京商工リサーチ 日本銀行

山梨県の主要経済指標④

全国の主要経済指標④

（注１）年数値は年度計　　（注２）年数値は年末残高

（注 1）

（注 1）
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最低賃金制度について

　令和 7 年 12 月 1 日から、山梨県の最低賃金が 988 円から 1,052 円（64 円増）に引き上げられまし
た。今回は改めてこの最低賃金制度の概要について紹介します。
　最低賃金制度とは、「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者（会社）は、その最
低賃金以上の賃金を支払わなければならない」とする制度です。最低賃金法の目的は「賃金の低廉
（金額が安いこと）な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、
もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国
民経済の健全な発展に寄与すること（同法第一条）」です。わかりやすく言えば「最低限の賃金を保
障する制度」です。
　最低賃金には、都道府県毎に定められた「地域最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象
に定められた「特定（産業別）最低賃金」の 2種類があります。地域最低賃金は各都道府県内の事業
場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、各都道府県の経済状況や労働者の生活実態
を踏まえて決定されます。特定（産業別）最低賃金は、特定の産業について設定され、地域最低賃金
より高い水準で定められます。
　最低賃金が適用される対象者は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に
関係なく、セーフティーネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適
用され、派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用さ
れます。対象となる賃金については、時間給で設定されており、日給や月給で支払われる場合でも、
実際の労働時間に換算して最低賃金を下回らないようにする必要があります。また、毎月支払われる
基本的な賃金が対象であり、通勤手当や時間外割増賃金、賞与などは算入されません。
　最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対
し、金額改定のための引き上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にし
ながら地域の実情に応じた審議が行われ決定されます。
　なお、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律により無
効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされ、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場
合には、差額を支払う必要があります。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合に
は、最低賃金法に罰則（50 万円以下の罰金）が定められており、特定（産業別）最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則（30 万円以下の罰金）が定められています。
　近年では、最低賃金の引き上げが、政府の重要施策として位置づけられています。2023 年度には
全国加重平均額が 1,000 円を超え、2024 年度に 1,055 円、2025 年度に 1,121 円となるなど、引き上げ
のペースが加速しています。足元でややトーンダウンしたものの、政府が掲げる「2020 年代に全国
平均 1,500 円」という目標に向けた取り組みの一環であり、労働者の生活水準向上に加え、消費拡大
を通した経済成長の促進を狙ったものです。山梨県の最低賃金も、2023 年度は 938 円（対前年度比
40 円増）、2024 年度は 988 円（同 50 円増）と推移し、2025 年度は 1,000 円を超え、1,052 円（同 64
円増）となっています。
　しかしながら、最低賃金の引き上げには多くの課題があります。特に中小企業にとっては人件費の
増加が経営圧迫の要因となり、雇用の維持や事業継続の支障となる可能性があります。また、都市部
と地方での地域間格差により労働力移動が生じ、地方の人手不足に拍車をかける恐れなどもあります。
　このように、最低賃金制度は、様々な課題を抱えながらも、労働者の生活を守るための基盤とし
て、また、賃上げによる所得拡大により、消費を後押しすることで日本経済を発展させる起爆剤とし
て、その存在意義が高まっています。この制度の適切な運用を通じて、持続可能な成長を実現してい
くことが期待されます。

最近の話題
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地方労働審議会（家内労働関係）の仕組み

低廉な家内労働者の労働
条件の改善を図るための
調査審議を求める

家内労働法第8条

地方労働審議会令第6条
山梨地方労働審議会運営規程第9条
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令和７年度 第１回山梨地方労働審議会 

家内労働部会及び最低工賃専門部会に関する決議事項等 

（山梨県電気機械器具製造業最低工賃に関して） 

 

 

１ 山梨県電気機械器具製造業最低工賃に関して家内労働部会を設置すること。 

 

２ 家内労働部会において、「改正決定の必要性あり」との結論に至り、改正諮

問を行うこととなった場合には、審議会を招集・開催することなく、会長に対

して諮問がなされたとすること。 

 

 

 

                                                  令和７年１１月２１日 
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地方労働審議会令 

 

（名称） 

第１条  地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局

の名を冠する。 

（組織） 

第２条  審議会は、委員１８名で組織する。 

２  審議会に、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨

時委員を置くことができる。 

３  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員

を置くことができる。 

（委員の任命） 

第３条  委員は、労働者（家内労働法（昭和４５年法律第６０号）第２条第２項

に規定する家内労働者を含む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条

第３項に規定する委託者を含む。以下同じ。）を代表する者及び公益を代

表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。 

２  臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び

公益を代表する者のうち、都道府県労働局長が任命する。 

３  臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表す

るものは、各同数とする。 

４  専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 

（委員の任期等） 

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２  委員は、再任されることができる。 

３  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるま

で、その職務を行うものとする。 

４  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が

終了したときは、解任されるものとする。 

５  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了

したときは、解任されるものとする。 

６  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（会長） 

第５条  審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙す

る。 

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３  会長に事故あるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらか

じめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（部会） 

第６条  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 

7
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３  前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するもの

は、各同数とする。 

４  第２項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者

を代表するものは、各同数とする。 

５  部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時

委員のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 

６  部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

７  部会長に事故あるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は

臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理

する。 

８  審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員である

ものに限る。）の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

（最低工賃専門部会） 

第７条  家内労働法第２１条第１項の規定により審議会に置かれる専門部会（以

下「最低工賃専門部会」という。）に属すべき臨時委員は、会長が指名す

る。 

２  前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を

代表するものは、各同数とする。 

３  最低工賃専門部会は、その任を終了したときは、審議会の議決によ

り、廃止するものとする。 

４  前条第５項から第８項までの規定は、最低工賃専門部会について準用

する。 

（議事） 

第８条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の３分の２以上又は労働

者関係委員（労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち

関係労働者を代表するものをいう。）、使用者関係委員（使用者を代表す

る委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものを

いう。）及び公益関係委員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨

時委員のうち公益を代表するものをいう。）の３分の１以上が出席しなけ

れば、会議を開き、議決することはできない。 

２  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席し

たものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

３  前２項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 

（庶務） 

第９条  審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 

（雑則） 

第 10 条  この政令の定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し

必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

附則 

この政令は、平成１３年１０月１日から施行する。 
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山梨地方労働審議会運営規程 

 

第１条 山梨地方労働審議会の議事運営は、厚生労働省組織令（平成 12年政令第 252号）

第 156条の２及び地方労働審議会令（平成 13年政令第 320号。）に定めるもののほ

か、この規程の定めるところによる。 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、労働局長の請求があったとき、会長が

必要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があったときに会長が

召集する。 

２ 審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮間のみの場合にあっては、労

働局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に代えることがで

きる。 

３ 労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を

明らかにしなければならない。 

４ 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なく

とも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなければな

らない。 

第３条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステム

をいう。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができ

る。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８条第１

項及び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）に規定する会議への出席

に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨     

を会長に通知しなければならない。 

第４条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴 

くことができる。 

第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される

おそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成する。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益

が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料
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の全部又は一部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

第７条 第２条から第６条までの規定は、地方労働審議会令第６条に規定する部会（以下

「部会」という。）及び同令第７条第１項に規定する最低工賃専門部会（以下「最

低工賃専門部会」という。）について準用する。この場合において、「会長」とある

のは「部会長」、また「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものと

する。 

第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決

書をその都度労働局長に送付しなければならない。 

２ 審議会は、厚生労働省組織令第 156条の２第２項第２号の規定により関係行 

政機関に建議したときは、その写しを労働局長に送付しなければならない。 

第９条 審議会は、必要に応じて次の部会を置くことができる。 

一 労働災害防止部会 

二 家内労働部会 

   ２ 部会及び最低工賃専門部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者（家内労 

働者を含む。）を代表するもの、使用者（委託者を含む。）を代表するもの及び公益 

を代表するものは、各３人とする。 

第 10 条 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決

をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あら

かじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定め

ていたときは、この限りではない。 

２ 審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最賃専門部会の議決に関し、会長

を除いた審議会の委員及び臨時委員が当該決議の取り扱いを会長にー任した場合、

会長の決するところをもって審議会の議決とすることができる。 

第 11 条 臨時委員及び専門委員は、地方労働審議会令第４条第４項及び第５項に規定す

る場合のほか、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再

任を妨げない。 

第 12 条 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を

代表するものは、各同数とする。この場合において、部会に属すべき委員のうち、

労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができ

る。 

第 12 条の２ 第９条の規定により設置した部会は、その任務を終了したときは廃止され

たものとみなす。 

第 13条 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは廃止されたものとみなす。 

第 14 条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し必

要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 

第 15条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

  

附 則 この規程は、平成 13年 11月２日から施行する。 
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附 則 この規程は、平成 14年３月５日から施行する。 

附 則 この規程は、平成 17年 11月７日から施行する。 

附 則 この規程は、平成 21年 11月 30日から施行する。 

附 則 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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山梨地方労働審議会  家内労働部会 運営規程  

 

 

第１条  山梨地方労働審議会家内労働部会（以下「部会」という。）の議事

運営は、厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５２号）第１５６条

の２、地方労働審議会令（平成１３年政令第３２０号）及び山梨地方

労働審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よる。  

 

 

第２条  部会長は、部会が議決を行ったときは、当該議決をその都度、山梨

地方労働審議会会長に報告しなければならない。  

 

 

第３条  この規程の改廃は、部会の議決に基づいて行う。  

 

 

 附 則 

この規程は、平成２１年１２月１４日から施行する。  
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家内労働法（抜粋） 

 

（最低工賃） 

第八条  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の

業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必

要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれ

る政令で定める審議会（以下「審議会」と総称する。）の調査審議を求

め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及びこれに委託

をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる。  

２  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の審議会の意見の提出が

あつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付し

て、審議会に再審議を求めなければならない。 

 

（審議会の意見に関する異議の申出） 

第九条  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の審議会の意見の

提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の

要旨を公示しなければならない。 

２  前条第一項の審議会の意見に係る家内労働者又は委託者は、前項の規

定による公示の日の翌日から起算して十五日以内に、厚生労働大臣又は

都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。 

３  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつ

たときは、その申出について、審議会に意見を求めなければならない。 

４  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日

の翌日から起算して十五日を経過する日までの間は、前条第一項の規定

による決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場

合において、前項の審議会の意見が提出されるまでの間についても、同

様とする。 

５  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による決定

をする場合において、第二項の規定による申出があつたときは、第三項

の審議会の意見に基づき、当該最低工賃において、一定の範囲の業務に

ついて、その適用を一定の期間を限って猶予し、又は最低工賃額（最低

工賃において定める工賃の額をいう。以下同じ。）について別段の定め

をすることができる。 

６  前条第二項の規定は、第三項の審議会の意見の提出があつた場合につ

いて準用する。 

 

（最低工賃の改正等） 
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第十条  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要がある

と認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をする

ことができる。 

 

（最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等）  

第十一条  審議会は、最低工賃の決定又はその改正若しくは廃止の決定につい

て調査審議を行なう場合には、厚生労働省令で定めるところにより、関

係家内労働者及び関係委託者の意見をきくものとする。  

２  家内労働者又は委託者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令

で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当

該家内労働者若しくは委託者に適用される最低工賃の決定又は当該家内

労働者若しくは委託者に現に適用されている最低工賃の改正若しくは廃

止の決定をするよう申し出ることができる。 

３  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつ

た場合において必要があると認めるときは、その申出について審議会に

意見を求めるものとする。 

 

（公示及び発効） 

第十二条    厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃に関する決定を

したときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示

しなければならない。 

２  最低工賃の決定及びその改正の決定は、前項の規定による公示の日か

ら起算して三十日を経過した日（公示の日から起算して三十日を経過し

た日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その

日）から、最低工賃の廃止の決定は、同項の規定による公示の日（公示

の日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その

日）から、その効力を生ずる。 

 

（最低工賃額等） 

第十三条  最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内におい

て同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金（最低賃

金法（昭和三十四年法律第百三十七号）の規定による最低賃金をいう。

以下同じ。）（当該同一の地域内において同一又は類似の業務に従事す

る労働者に適用される最低賃金が決定されていない場合には、当該労働

者の賃金（労働基準法第十一条  に規定する賃金をいう。））との均衡

を考慮して定められなければならない。 

２  最低工賃額は、家内労働者の製造又は加工等に係る物品の一定の単位
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によって定めるものとする。 

 

（最低工賃の効力） 

第十四条    委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低

工賃額以上の工賃を支払わなければならない。 

 

（最低工賃に関する職権等） 

第十五条  第八条第一項及び第十条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働

局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一

の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案であって厚生労働大臣が

全国的に関連があると認めて指定するものについては、厚生労働大臣が

行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案（厚生労働大臣

の職権に属する事案を除く。）については、当該都道府県労働局長が行

う。 

２  厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低工賃が著しく不適

当となったと認めるときは、労働政策審議会の調査審議を求め、その意

見を聴いて、当該最低工賃の改正又は廃止の決定をすべきことを都道府

県労働局長に命ずることができる。 

３  第八条第二項の規定は、前項の労働政策審議会の意見の提出があつた

場合について準用する。 

 

（工賃及び最低工賃に関する規定の効力） 

第十六条  第六条又は第十四条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関

する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効

となった部分は、これらの規定に定める基準による。 

 

（専門部会等） 

第二十一条  審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議

を求められたときは、専門部会を置かなければならない。  

２  前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代

表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数

をもつて組織する。 

 

（関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取） 

第二十三条  審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し

必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の

意見を聴くものとする。 
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家内労働法施行規則（抜粋） 

 

（審議会の意見に関する異議の申出） 

第五条  法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申

出書を提出することによつて行なわなければならない。 

２  厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由して

することができる。 

 

（関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取） 

第六条  労働政策審議会又は地方労働審議会（以下「審議会」と総称する。）

は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見

を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係

家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべ

き旨を公示しなければならない。 

２  審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者の

うち適当と認める者から意見をきくものとする。 

３  第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載する

ことにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示す

ることにより行うものとする。 

 

（関係家内労働者又は関係委託者の申出） 

第七条  法第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提

出することによつて行なわなければならない。 

一  申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲 

二  申出の内容 

三  申出の理由 

２  前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は

委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えな

ければならない。 

３  第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわ

たるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局

の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出

しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書

は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。 

 

（最低工賃に関する決定の公示） 

第八条  法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行

なうものとする。 
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電気機械器具関係用語解説

家内労働のしおり





【電気機械器具関係用語解説】  

 

１ リード線とは 

  リード線とは、電気回路において電源や電子部品などを電気的に接続するための電線の総称で

ある。 

リード線は、電気回路を構成する導体で、電子部品間で電気信号や電気エネルギーを伝える役

割を果たす。 

 

２ ビニル線とは 

    

 

３ シールド線とは 

     

 

４ ハーネス(harness)とは  

  
 

塩化ビニル被覆の絶縁電線の総称で、燃えにく

い、よじれない、油・水・薬品に強い、老化しない、絶

縁がよい、たわみ性がある、着色できるなどの利点

があり、屋内配線用、通信用に広く使用される。 

 

単数または複数の絶縁された電線をシールドによ

って囲んだ電気ケーブルのことをいう。 

 電気機械器具等製造業の最低工賃で使われる

ハーネスとは、ワイヤーハーネスのことを指す。 

ワイヤーハーネスとは、複数の電線を同時に接

続できるように束ね、コネクタやカプラーを取り付

けたものをいう。 
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５ コイルとは 

   
  

電線をグルグル巻いた構造のもので、電気と磁気を互いに作用させて、電波の受信、特定の周

波数の信号の取り出し、電流の安定化、電圧の変換など色々なはたらきをするもの。 

インダクタとも呼ばれる。 

 

６ コネクター（connector）・カプラー（coupler）とは 

    

 

結合器のこと。 

使用される状況で、コネクターやカプラーと呼ばれる。 

形状などにより「アダプタ」、「プラグ」、「ソケット」などと呼ばれることもある。 

コネクターやカプラーは、複数の電線を同時に接続することができるため、特定の方向に

しか結合できないような形状をしているものが多い。 
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【R７.４】 

家内労働のしおり 
 

～ 家内労働法の概要について ～ 

 

厚生労働省 山梨労働局 賃金室 

3



 

目次 

Ⅰ  家内労働法のあらまし 

１  家内労働者とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２  補助者とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３  委託者とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

Ⅱ  家内労働法のきまり （委託者のみなさんへ） 

１  最低工賃のきまりがあります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２  工賃を支払うときに注意することは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３  家内労働手帳の交付が義務づけられています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

４  委託の打ち切りの予告について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

５  労働基準監督署への届出が必要です・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

６  家内労働者ごとの帳簿の作成について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５ 

Ⅲ  家内労働者のみなさんへ 

１  労災保険特別加入制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

２  インチキ内職の被害防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

Ⅳ  家内労働者の安全及び衛生の確保につとめましょう 

１  委託者が守るべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

２  家内労働者が守るべき事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

Ⅴ  安全及び衛生に関する指導状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

（参  考） 

【書  式】 

・委託状況届（山梨労働局版）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

・様式第３号（家内労働死傷病届）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

・様式第４号（帳簿）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

・伝票式家内労働手帳様式第１（基本委託条件の通知）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

・伝票式家内労働手帳様式第２（注文伝票）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

・伝票式家内労働手帳様式第３（受入伝票）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

【山梨県内の家内労働について】 

・山梨県の業種別家内労働従事者数、委託者数および主な家内労働業務（令和５年）・・・・・１４ 

・山梨県内の最低工賃及び用語・工程解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５～２２ 

【問い合わせ先】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 

4



 

- 1 - 

 

 

 

「家内労働法」は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定に資するため、家内労働手帳、工賃支払い

の確保、最低工賃、安全衛生の措置など家内労働者に関する最も基本的な事項について定めた法律です。 

この法律で定める家内労働者の労働条件は最低の基準ですから、委託者も、家内労働者も、この基準を理

由に労働条件を低下させてはならないことはもちろん、更に向上させるように努めなければなりません。 

 

この法律の対象となる「家内労働者」、「補助者」、「委託者」についてふれておきましょう。 

 

 

通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から部品や原材料の提供を受けて、一人で（又は

家族とともに）、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取っている人のことです。 

 

 

家内労働者と一緒に住んでいる家族（親族）で、家内労働者の仕事を手伝っている人のことです。 

 

 

メーカーや問屋などの業者で、部品や原材料などを直接、家内労働者に提供し、物品の製造や加工などを

委託している人のことです。 

 

  

Ⅰ 家内労働法のあらまし 

１．  

１ 家内労働者とは 

２ 補助者とは 

３ 委託者とは 
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家内労働法は、委託者にいろいろな義務を定めています。主なものは次のとおりです。 

 

 

最低工賃額は、最低額の意味ですから、この額を下回る工賃での委託は無効となります。したがって、委託

者は、この額より低い工賃での委託をすることはできません。もし、そういう約束をしたとしても、最低工賃との

差額を支払わなくてはなりません。 

山梨県では令和７年３月現在、３業種について、最低工賃が決められています。 

（山梨県貴金属製品製造業最低工賃、山梨県電気機械器具製造業最低工賃、山梨県婦人服製造業最低工賃） 

 

 

工賃の支払いが遅れたり、全く支払われなくなったりすると、家内労働者は生活に困ることになります。 

そのようなことがないように、工賃については、現金で全額を支払うことや、納品から1か月以内に支払うこと

などが義務づけられています。 

 

 

製品や、小切手での支払はできません。 

ただし、家内労働者の同意があれば、次の２つは差し支えありません。 

ア 郵便為替の交付 

イ 銀行などの預金・貯金口座への振込 

 

 

納められた製品の検査が終わっていないからといって、支払いを先に延ばすことはできません。 

また、毎月一定期日を工賃締切日として定めている場合は、その工賃締切日から 1 か月以内に支払わなけ

ればなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅱ 家内労働法のきまり （委託者のみなさんへ） 

２．  

１ 「最低工賃」のきまりがあります 

２ 工賃を支払うときに注意することは 

現金で全額を 

納品から 1 か月以内に 

家内労働者は、委託者の指揮監督の下で働くわけではありません。労働時間や作業方法 

などは、本人の責任で行われ、しかも複数の委託者と契約することもできる面からは「自営業者」

的であるといえます。  

一方、家内労働者は、委託者から原材料を支給され、他人を使わずに製造・加工などの仕事 

をしています。 

 これは、仕事の報酬としての工賃を得るためであり、経済的には委託者に従属しています。この

面からは、「雇用労働者」的であるといえます。 

 家内労働法は、このような事情から、労働基準法の保護を受けない家内労働者を、雇用労働者

に準じるものとして保護しています。 
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委託者が家内労働者に仕事を頼むとき、材料を渡しますが、このとき、もうひとつ忘れてはならないのは「家

内労働手帳」です。 

これは、後になって委託者と家内労働者との間でトラブルが起こるのを防ぐために、工賃などの約束事につ

いて、前もって文書で明確にしておくものです。 

 

 

これらの用紙は２枚複写になっています。 

２枚目を家内労働者の方に交付してください。 

 

 

※必要なことが書いてあれば、いつも使っている伝票でもかまいません。 

また、課税のための文書ではありませんので、印紙を貼る必要もありません。 

（厚生労働省のホームページからモデル様式（Excel）がダウンロードできます） 

 

 

 

家内労働者の中には、同じ仕事を長いこと続け、技能を持っている方がたくさんいらっしゃいます。このような

方たちは、急に仕事を打ち切られても、他の仕事に変わるのは難しく、生活に困ってしまいます。 

そのようなことのないよう、６か月以上継続して仕事を出している委託者が、やむを得ず委託を打ち切らざる

を得ないときは、十分な予告期間をとってください。 

  

３ 家内労働手帳の交付が義務づけられています 

伝票式家内労働手帳（見本） 

４ 委託の打ち切りの予告について 
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（１）委託状況届 

事業の種類、事業所の名称・所在地、委託している仕事の内容、家内労働者や補助者などの数を次のとお

り届け出て下さい。 

ア 初めて委託者になった方は、遅滞なく 

イ 毎年、４月１日現在の状況については、４月３０日までに 

 

 

（２）家内労働死傷病届 

家内労働者又は補助者の方が、仕事を原因とするけがや病気により、４日以上休業したり、又は亡くなら

れた場合は、遅滞なく届出が必要になります。 

    

５ 労働基準監督署への届出が必要です 
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委託者は、家内労働者ごとに、氏名や工賃支払額など、必要な事項を記入した帳簿を作って、営業所に備え

付けておかなければなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から５年間保存しなければなりません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 家内労働者ごとの帳簿の作成について 

各種様式については、巻末資料をご参照ください。（※委託状況届については山梨労働局版 

ですのでご活用ください） 

また、厚生労働省ホームページからモデル様式（Ｅｘｃｅｌ）をダウンロードすることができます。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099622.html） 

各種申請・届出などの手続きを e-Gov から電子申請することもできます。 

（http://www.e-gov.go.jp/） 
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Ⅱで述べたように、家内労働法は委託者にいろいろな義務を課しています。家内労働法が守られるために

は家内労働者も、法の内容を知って、委託者に働きかけることが大切です。 

 

 

仕事が原因でけがや病気をしたときのために、国では、労災保険制度をもうけて保険給付を行っています。

これは本来、雇用労働者を対象としていますが、特に危険有害な仕事をしている家内労働者も加入できます。 

（１）加入できるのは、例えば次のような方です。 

ア プレス機械などを使って、金属・合成樹脂・皮などを加工している方 

イ 有機溶剤、または、それを含んでいるものを使って、履き物、鞄などを加工している方 

（２）加入の方法は？ 

家内労働者の場合は、個人でなく家内労働者の団体を通じて加入することになります。（団体がない場合は、

団体を作る必要があります。※令和６年３月現在、山梨県に特別加入できる団体はありません。） 

（３）保険給付の内容 

家内労働者が、その作業により、けがをしたり病気になったりしたときは、治るまで無料で治療が受けられ、

療養のため仕事ができず休業した場合、休業補償給付が受けられます。また障害が残った場合や死亡した場

合は年金、一時金、葬祭料が支給されます。 

 

 

内職希望者の中には、高収入の仕事があるという広告に誘われて、 

さまざまな名目で高い金額を支払わされる一方、仕事の内容や収入に

ついて約束とは違うという被害にあう例があります。 

また、これまで問題となった例については、主として誇大広告に問題

があることが多いので、内職希望者が誇大広告に惑わされないよう関係

機関との連携により注意喚起に努めています。 

このような被害を防ぐには、内職希望者自身の注意が何よりも肝心で

す。仕事を始めるときは、少なくとも次のことに注意して慎重に対処する

ことが必要です。 

●高収入すぎるのは要注意。簡単な仕事で高収入というのはないと考えてよいでしょう。また、業者のいう

ように仕事を紹介してくれる保証はないので、納得ができるまで十分に説明を求めて確認をし、本当に

自分にできる仕事かどうか冷静に判断した上で、結論を出しましょう。 

●高額な機械の購入などの費用がかかるものは、よく考えましょう。 

●広告に甘い話ばかり書いてありませんか。 

●収入などその他の委託条件を十分に確認することが必要です。内容は契約書などの書面でもらいまし

ょう。 

●信用できる業者かどうか十分検討することが必要です。例えば、高額な商品を購入させるなど事前にお

金を支払わせる業者、安易に高収入を約束する業者、強引な勧誘をする業者、契約や支払を急がせる

業者、納得できる説明をしない業者には特に注意しましょう。  

Ⅲ 家内労働者のみなさんへ 

３．  

１ 労災保険特別加入制度について 

２ インチキ内職の被害防止について 
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家内労働法には安全衛生規定があります。 

委託者が、家内労働者に一定の機械器具又は原材料を譲り渡したり、提供したりする場合には、これらによ

る危害を防止するため、次のような措置を講じなければなりません。 

 

 

委託者が家内労働者に一定の機械器具または原材料を譲り渡したり、提供したりする場合には、危害防止

のための措置を講じましょう。 

●プレス機械等について、安全装置を取り付けること。 

●モーター、バフ盤等については、防護装置の覆いを取り付けること。 

●危害防止のための「作業心得」などの書面を交付すること。 

●有機溶剤を含む接着剤などの有害物については、漏れたり、発散するおそれのない容器を使用し、容器

の見やすいところに、有害物の名称や取扱い上の注意事項を記載すること。 

●胆管がんとの関連が指摘された 1,2-ジクロロプロパンについては、可能な限り譲渡・提供しないこと。 

 

 

家内労働者も自ら積極的に災害防止に取り組むことが大事です。 

次のようなことを必ず守るようにしましょう。 

●接着剤の中には、体に害のある有機溶剤を含んでいるものもあります。このような危険有害な原材料を使

用する場合には、換気をよくして中毒にかからないようにしましょう。 

●プレス機械、織機などケガをするおそれのある機械を使用する

場合には、安全装置を取り付けるなど安全な方法で作業しまし

ょう。 

●危険有害な仕事に従事する場合は、必要な保護具（作業服、

帽子、マスク、耳栓、手袋など）を使用しましょう。 

●委託者から危険防止のための「作業心得」をもらったら、見や

すい場所に貼って、その注意事項は必ず守るようにしましょう。 

 

 

 

 

 

家内労働者の安全の確保、健康の保持等について啓発指導を行うため、家内労働安全衛生指導員制度が

設けられており、委託者及び家内労働者に対して巡回指導を行っています。 

  

Ⅳ 家内労働者の安全及び衛生の確保につとめましょう 

４．  

１ 委託者が守るべき事項 

２ 家内労働者が守るべき事項 

Ⅴ 安全及び衛生に関する指導状況 

５．  
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１ 適用する家内労働者 

山梨県内で、貴金属製品製造業に係る業務に従事する家内労働者 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に貴金属製品製造業に係る業務を委託する委託者 

３ 最低工賃額 

下表のとおり 

備考 品目は、いずれも金製品及び銀製品に限る。 

 

４ 効力発生の日 
令和７年４月３０日 

 

                                      

  

品 目 作 業 工 程 金 額 

ピ ア ス 

（プレス製に限る） 

ろう付け １か所につき ９円５０銭 

石留め（爪留め） １個につき １３円 

リ ン グ 

ペンダント 

ブ ロ ー チ 

イヤリング 

ピ ア ス 

ワックスパターン取り 

（ゴム型に中子が発生しないもの） 
１個につき ９円５０銭 

山梨県貴金属製品製造業最低工賃 
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山梨県貴金属製品製造業最低工賃用語 

（平成２５年４月１７日発効時） 

ろう付け 部品をろう（接着用金属）により、ガスバーナーで溶接すること。部品を接合する

ことを「寄せ」という。 

石留め（爪留め） 石枠に取り付けられた爪を曲げるなどの方法により、宝石を留めて固定するこ

と。 

ワックスパターン取り 

（下図参照） 

発注者から提供されるゴムの型にワックス材を流し、ワックスパターンを作成す

ること。 

 

 

ワックスパターン取り 

 貴金属製品を鋳造工程において製造する際に最初に必要なものが、「原型」と呼ばれる金属製で製品の形を

しているもの。 

 次に、その完成した原型をシリコンゴムで型取りし、「ゴム型」（黄色い長方形のもの）を作成する。 

 さらに、そのゴム型の中にワックス材を流し込んで「ワックスパターン」（青色のもの）を取り出す。 

  

 

                                     中子 
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１ 適用する家内労働者 

山梨県内で、電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に電気機械器具製造業に係る業務を委託する委託者 

３ 最低工賃額 

下表のとおり 
 

 

４ 効力発生の日 
令和５年４月２２日 

 

  

品 目 工 程 規 格 金  額 

ビ ニ ル 線 端末加工 
より及び予備

はんだ付け 

しん線の断面積が 

０.３平方ミリメートル以上 

２.０平方ミリメートル以下 

のもの 

５９ 

銭／１か所 

コ イ ル 
からげ 

１か所につき､ 

４回以内からげて切るものに限る 

線径０.３ミリメートル以上

１．２ミリメートル以下のもの 

８９ 

銭／１か所 

コネクター 

差 し 

リード線の端末に取り付けら 

れた端子をコネクターに差し 

込むことをいう 

 

５６ 

銭／１端子 

山梨県電気機械器具製造業最低工賃 
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

ビニル線工程 

１ ビニル線の被覆をむく 

 

 

 

２ しん線がばらける 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ばらけたしん線をよる 

 

 

 

４ 予備はんだ付け 

 

 

 

 

 

 

 

５ 予備はんだ付けされたビニル線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下線部が最低工賃の該当工程  
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

コイル工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅線の両端（コイルの巻き始めと巻き終わり）を、足の部分に線をからげる工程。 
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山梨県電気機械器具製造業最低工賃 

コネクター工程 

 

１ 端子が取り付けられているリード線の端末 

 

 

 

 

 

 

 

２ 端子をコネクターに差し込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ コネクターの部品          ４ コネクターの利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下線部が最低工賃の該当工程 
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１ 適用する家内労働者 

山梨県内で、婦人服製造業に係る業務に従事する家内労働者 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に婦人服製造業に係る業務を委託する委託者 

３ 最低工賃額 

下表のとおり 

備考１ 金額欄中に表示されている単位と異なる長さで委託する場合の工賃額については、１センチメートル当たりに

換算した額とし、長さ１センチメートル未満及び金額円未満については、これを四捨五入するものとする。 

  ２ 品目欄中のワンピース、上衣、コート、スカート、スラックス及びブラウスについては、手作業によるまとめの

業務に限るものとする。 
   

４ 効力発生の日 

令和６年４月 17日 

  

品 目 工  程 規   格 金  額 

ワンピース 

上 衣 

コ ー ト 

ス カ ー ト 

スラックス 

ブ ラ ウ ス 

そで口あきみせまつり  1着（両そで）につき １６円 

千鳥掛け 千鳥の間隔が６ミリメートル以上のもの 5センチメートルにつき １１円 

星入れ  10センチメートルにつき １７円 

ボタン付け 
根巻きなし２つ穴のボタンを付けるもの 1個につき   ９円 

根巻きあり４つ穴のボタンを付けるもの 1個につき １１円 

かぎホック付け  1組につき １７円 

スナップ付け  1組につき １７円 

糸ループ付け 

糸ループの長さが３センチメートルのもの 

（作り付け） 
1か所につき １０円 

糸ループの長さが５センチメートルのもの 

（作り付け） 
1か所につき １１円 

×印しつけ止め  1か所につき １１円 

肩パット付け  1着（両肩）につき ４２円 

 

婦 人 用 Ｍ  

丸 首 無 地

セ ー タ ー  

オーバーロックミシン

による縫製 

長そで 

肩・そで及びわき 
1着につき       ９５円 

リンキングミシンによ

る取付け 
衿（ハイネックに限る） １２ゲージ 1着につき      ８９円 

手かがり 衿（ハイネックに限る） 1着につき      ４３円 

山 梨 県 婦 人 服 製 造 業 最 低 工 賃 
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山梨県婦人服製造業最低工賃用語 

工  程 解  説 

あきみせそで（開きみせ

袖）   

 

 

ジャケットの袖の部分が、実際には開かないのに、開くように見えるデザインの

物。あきみせ袖には、ボタンホール（見せかけ）のあるセッパ付きのタイプとセッ

パの無い物がある。また、あきみせ袖の中にも、よりリアルに開きを見せるた

め、袖口が（約２ｃｍくらい）開いているタイプや、開きが全くないタイプ、また開

いた部分が額縁仕立てになっているデザインがある。 

あきみせまつり 

 

「ジャケット」の「袖口」部分の実際は開かない装飾的なボタンがついているとこ

ろのまつり縫い。 

千鳥掛け

 

糸を斜めに交差させるかがり方。ほつれるのを防ぐために布の端に用いる。 

星入れ 

  

目立たせないように星のような小さな針目で縫い止めすること。方法はごく小針

の返し縫いである。使うところによって、裏側からする方法と表側からする方法

がある。星止めはミシンステッチの代わりにファスナーをつけたり、見返しなど

の浮きを押さえたいときに用いる。 

 

根巻きボタン付け 

 

ボタンを付ける際に、根巻きをすること。実際に掛けるボタンにする。 

飾りボタン付け 

 

飾りボタンとは、袖口やＷのスーツの、実際に掛けないボタンで、根巻きをしな

いもの。 

カギホック付け 洋服の合わせ目などをひっかけて止める、かぎ型の止め金。フック。 

スナップ付け 

        

シャツなどの前やそで口などを合わせて止めるのに使う円形の小さな金具。突

起を穴に入れて止める。 

糸ループ付け 鎖編みをした糸を布地と裏地につけ、ずれないようにするもの。 

×印しつけ止め ジャケットのベンツやスカートのスリットにするしつけ。 

肩パット付け ジャケットなどの肩に入れるパット付け。 
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家内労働法に関するお問い合わせは、山梨労働局または、最寄りの労働基準監督署へ 

 

山梨労働局 賃金室 

〒４００－８５７７ 甲府市丸の内１－１－１１ 

電話番号 ０５５－２２５－２８５４   ＦＡＸ ０５５－２３６－５０５５ 

 

労働基準監督署 

名称 所在地 電話番号／FAX 管轄区域 

甲府労働基準監督署 
〒400-8579 

甲府市下飯田 2-5-51 

 

電話 055-224-5616 

FAX 055-224-5618 

甲府市、韮崎市、南アルプス

市、北杜市、甲斐市、笛吹市、

中央市、中巨摩郡、山梨市、 

甲州市 

都留労働基準監督署 
〒402-0005 

都留市四日市場 23-2 

 

電話 0554-43-2195 

FAX 0554-43-8786 

 

 

都留市、富士吉田市、大月市、

上野原市、南都留郡、北都留

郡 

 

鰍沢労働基準監督署 

〒400-0601 

南巨摩郡富士川町鰍沢

1760-1 富士川地方合

同庁舎 5 階 

電話 0556-22-3181 

FAX 0556-22-5840 
南巨摩郡、西八代郡 

 

 

・・・ Ｍｅｍｏ ・・・ 
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（案） 
 

令和８年１月 21 日 

 

 

山梨地方労働審議会 

会長  落合 圭子 殿 

 

 

山梨地方労働審議会 

家内労働部会 

部会長  落合 圭子 

 

 

山梨県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

当部会は、標記について慎重に審議した結果、山梨県電気機械器具製造業最

低工賃について、全会一致により改正決定することが必要であるとの結論に達

したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員 

落合 圭子      今井 幸一      塩田 達彦 

 

家内労働者代表委員 

濱田 さつき     小林 正博      白倉 範人 

 

委託者代表委員 

遠藤 浩行      佐藤 元章      峯岸 一郎 

  



 

山梨県電気機械器具製造業最低工賃改正に係る審議経過概要 

 

区

分 
回 開催年月日 調 査 審 議 事 項 

 

家

内

労

働

部

会 

 

 

１ 

 

８．１．21 

 

 

１ 部会長の選出及び部会長代理の指名 

２ 家内労働部会運営規程及び専決事項につ

いて 

３ 家内労働の現状及び第 15 次最低工賃改正

計画について 

４ 電気機械器具製造業家内労働実態調査の

結果について 

５ 山梨県電気機械器具製造業最低工賃の改

正決定の必要性の有無について 

 

 

区

分 
回 開催年月日 調 査 審 議 事 項 

 

本 

 

審 

 

１ 

 

７．11．21 

 

 

１ 山梨県電気機械器具製造業最低工賃の改

正等及び関連部会の設置について了承 

２ 家内労働部会委員及び最低工賃専門部会 

委員の後日指名について確認・了承 

３ 家内労働部会等の決議をもって本審決議

とする専決決議について了承 

 

 

区

分 
回 指名年月日 指 名 事 項 

 

指 

 

名 

 

- ７．12．４ 

 

 

１ 家内労働部会委員及び最低工賃専門部会 

委員の指名 
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